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指定居宅サービス事業者における 

「指定後の手続」及び「指導・監査」並びに「業務管理体制の整備」について 
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指 定 後 の 各 種 手 続 に つ い て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変更の届出・介護給付費算定に係る体制等に関する届出 

(1)変更届出書の提出 

下記の事項に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に届出が必要です。「変更届出書」に必

要書類を添付して届け出てください。 

＊ 必要書類や届出方法は、所管する指定権者（大阪府知事、政令指定都市、中核市及び権限移譲市町村

の長）のホームページ等で確認してください。 

＊ 事業所の名称や所在地の変更は、介護保険事業所番号が変わる場合がありますので、事前に相談して

ください。（(3)ア参照） 

＜全サービス共通＞ 

事業所の名称又は所在地 

法人情報（名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名又は名称） 

登記事項証明書（当該サービスに関するものに限る。） 

事業所の平面図、管理者の氏名若しくは住所又は運営規程 

＜サービスによって届出が必要＞ 

定員・・・・・・・・通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護 

協力医療機関・・・・・訪問入浴、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護 

福祉用具の保管、消毒方法、(委託している場合)委託先の状況・・福祉用具貸与 

サービス提供責任者・・訪問介護 

介護支援専門員・・・・特定施設入居者生活介護 

設備及び備品の概要・・・・・・・・・訪問入浴 

 

(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算)の提出 

指定時に届け出た「介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算)」の内容を変更する場合は、届出

が必要です。加算については、月の15日までに届出て翌月から算定できるものと、月末までに届出て翌月

から算定できるものがありますので締切日に注意してください。 

なお、通所介護事業所の大幅な定員の変更は、｢介護報酬に係る事業所規模による区分｣も変更となり、介

護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出が必要になる場合があります。 

ここでは大阪府の取扱いを説明しています。指定都市、中核市及び権限移譲市町村に所在する事業所につい

ての手続・方法は、各市町村のホームページ等でご確認ください。 

※大阪府では市町村への権限移譲を進め、知事の権限に属する事務のうち 

 ◆ 介護保険法に基づく居宅サービス等事業者の指定・指導等の事務 

 ◆ 老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業の開始届の受理等に関する事務 

 については、移譲市町村（広域連合を含む。以下同じ。）がそれぞれ権限を有しています。 

令和８年４月現在、大阪府が権限を有するのは、守口市、門真市、四條畷市、摂津市、大東市、交 

野市、藤井寺市、羽曳野市及び島本町の区域です。 
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【介護職員等処遇改善加算について】 

 ○指定権者への届出 

      加算の算定を受けようとする場合は、算定を受けようとする月の前々月（６月から算定するならば４

月）の末日までに、「介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書」を所管する指定権者に提出してくださ

い。 

      なお、当該計画書を複数の介護サービス事業所等について一括作成する場合は、それを各介護サービ

ス事業所等を所管する指定権者にそれぞれ提出します。 

 ○賃金改善の実績報告 

      各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月（３月まで加算を算定したならば７月）

の末日までに、「介護職員等処遇改善加算 処遇改善実績報告書」を所管する指定権者に提出するととも

に、２年間保存してください。事業年度中に事業を廃止した場合も提出が必要です。 

なお、提出がないと加算の要件を満たさず、介護報酬返還の対象となることがあります。 

 

(3)変更届出書の提出に伴う留意事項 

 ア 変更届出書の提出に伴い介護保険事業所番号が変更となる場合 

   次のような場合には、介護保険事業所番号が変更されます。 

・市町村を越えて事業所の所在地を移転した場合 

→移転前後で指定権者が異なる場合は、廃止・新規の手続が必要な場合があります。所管する指定権者

に確認してください。 

・同一所在地同一名称で運営している複数の介護保険サービス事業の一部の事業について事業所名称を変

更した場合（同一所在地、同一名称の事業所に対して１つの事業所番号を付与しているため） 

・異なる事業所名称で運営していたが同一名称にした場合（同一所在地、同一名称の事業所に対して１つ

の事業所番号を付与しているため） 

イ 介護保険事業所番号、事業所名称、事業所所在地を変更した場合に必要な手続 

・居宅介護支援事業者及び居宅サービス事業者並びに利用者に対する介護保険事業所番号等の変更の周知

徹底  

・大阪府国民健康保険団体連合会に対する所定の手続（詳細は連合会にお問い合わせください。） 

 

 廃止、休止、再開の届出 

(1)廃止(休止･再開)届出書の提出 

指定以降に廃止、休止、再開をする場合は、「廃止(休止･再開)届出書」の提出が必要です。 

(2)廃止(休止･再開)届出書の提出に伴う留意事項 

 ア 休止の場合 （届出日・・・休止予定日の１か月前） 

事業者としての要件（指定基準）を満たさなくなった場合等で、かつ、事業継続の意思を有する場合は、

休止届出書の提出が必要です。（休止期間は最大６か月です） 

利用者へのサービス提供に空白が生じないよう、利用者の希望を踏まえ他の事業所等への引継ぎの対

応を行ってください。 
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イ 再開の場合 （届出日・・・再開後10日以内） 

     休止届出書を提出した事業者が事業を再開するには、再開届出書を提出してください。 

 

ウ 廃止の場合 （届出日・・・廃止予定日の１か月前） 

    事業を廃止する場合は、廃止届出書の提出が必要です。 

利用者へのサービス提供に空白が生じないよう、利用者の希望を踏まえ他の事業所等への引継ぎの対

応を行ってください。 

 

 指定の更新 

指定事業者として事業を実施するためには、６年ごとに指定の更新が必要です。指定の更新を受けなければ、

指定の効力を失い、介護報酬が請求できなくなります。 

（例） 

 

 

 

 

(1)対象となる事業所 

指定居宅サービス事業所、指定介護予防サービス事業所（介護保険法第 71条第１項及び第 72条第 1項

並びに介護保険法施行法第４条の規定により指定があったものとみなされる保健医療機関及び保険薬局を

除く。） 

※介護予防訪問介護、介護予防通所介護については、平成30年４月１日以降なくなったので（市町村が実

施する「総合事業」に移行）、更新の必要はありません。 

(2)更新手続 

更新手続が必要な事業所については、指定権者から直接、郵送等で更新申請のご案内を送付する予定です

が、各事業者におかれましても更新時期をお忘れなくお願いいたします。 

【留意点】 

○ 事業者（法人にあってはその役員、開設する各事業所の管理者も）が指定の更新の欠格事由に該当する

ときは、指定の更新が受けられません。 

○ 事業者が法人で、同一法人グループに属し密接な関係を有する別の法人が指定の取消処分を受けた場合

には、指定の更新が受けられないことがあります。 

○ 休止中の事業所については指定の更新が受けられません。更新申請までに再開届を提出し事業を再開す

るか、廃止届を提出する必要があります。 

 

 指定・更新に係る手数料 

指定申請や指定更新申請等の際には手数料が必要です。 

居宅介護支援、地域密着サービス及び総合事業については、所管の市町村・広域連合に御確認ください。 

 新規指定 更新（６年ごと） 

居宅サービス＊1 同時申請 

35,000円 

30,000円 同時申請 

10,000円 

10,000円 

介護予防サービス＊1 30,000円 10,000円 

新規指定日 令和８年４月１日 

有効期間満了日 令和14年３月31日 

更新日 令和14年４月１日 

更新後の有効期間満了日 令和20年３月31日 

 3



 
 

 様式及び添付書類 

変更届出書及び介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算)、廃止（休止・再開）届出書の様式や添付書

類等は大阪府のホームページに掲載しています。 

①大阪府ホームページ(トップページ)右上の「キーワードから探す」をクリックする 

 

 

 

 

 

②「ページ ID検索」欄に「5665」を入力し「検索」ボタンをクリックする 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「居宅サービス等事業所の指定・更新申請、各種届出」のページから必要な様式をダウンロードする 
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 「電子申請・届出システム」による受付開始 

  これまで郵送で受け付けていた指定申請、変更届、更新申請及び廃止・休止・再開届について、電子申請に

よる受付が可能となります。※申請には、事前にGビズIDの取得が必須となります 

  受付開始のスケジュールは、下記のとおりです。 

   ・更新申請：令和７年３月満了分の申請から 

   ・新規申請：令和７年7月１日指定分から 

   ・その他届出：令和7年7月１日以降の変更分から 

   

  詳細は下記ページからご確認ください。（ページID検索：96782） 

  https://www.pref.osaka.lg.jp/o090100/shisetushidou/denshisinsei.html 
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厚⽣労働省では、介護サービスに係る指定及び報酬請求（加算届出を含む。）に関連する申請
届出について、介護事業者が全ての地⽅公共団体に対して所要の申請届出を簡易に⾏うことがで
きるよう、「電⼦申請届出システム（以下、本システム）」の運⽤を開始しました。
⼤阪府でも、令和７年３⽉より、「電⼦申請・届出システム」による介護事業所の指定申請等

の受付を順次開始します。（※⼤阪府の所管外の事業所については、各指定権者へご確認ください。）

令和７年３⽉更新の届出から介護事業所の指定申請等の
「電⼦申請・届出システム」による受付を順次開始︕

⼤阪府所管の居宅サービス介護事業所の皆さま

●介護事業所の⽂書負担軽減につながります

介護事業所

 オンライン上の申請届出により、郵送や持参等の⼿間が削減されます
 複数の申請届出を本システム上で⾏うことができます
 ⼀つの電⼦ファイルを複数の申請届出で活⽤でき、書類の作成負担が⼤きく

軽減されます
 申請届出の状況をオンライン上でご確認いただけます
 上記、削減できた⼿間・時間を、サービスの質の向上にご活⽤いただけます

●本システムより受付可能な電⼦申請・届出の種類
※⼤阪府所管の事業所におけるシステム受付は、３⽉１⽇付の指定更新申請から順次開始します。

指定権者によって実際の画⾯とは異なる場合があります。詳細はホームページをご確認ください。
●本システム利⽤時の画⾯イメージ

新規指定申請 変更届出 更新申請 その他申請
届出※1

加算に関する
届出

他法制度に
基づく申請届出

様式・付表の
ウェブ⼊⼒ができます︕

添付書類も⼀緒に提出
することができます︕

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/

登記事項証明書のご提出の際には、法務省「登記情報提供サービス」をご利⽤ください。
 ⾏政機関等へのオンライン申請等の際に、当サービスによって取得した登記情報を
登記事項証明書に代えて申請することができるサービスです。

 ご利⽤のためには利⽤登録が必要です。事前にご登録ください。
https://www1.touki.or.jp/gateway.html
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⼤阪府所管の居宅サービス介護事業所の皆さま

●本システムは、gBiz ID（プライム）よりログインいただきます。

●gBiz IDは電⼦申請・届出システム以外の省庁・⾃治体サービスでもご活⽤
いただけます。

gBiz IDは、法⼈・個⼈事業主向け共通認証システムです。
gBiz IDを取得すると、⼀つのID・パスワードで、複数の⾏政サービスにログインできます。
本システムのログインの際にも、gBiz IDアカウントをご使⽤いただきます。
本システムでご利⽤できるGビズIDのアカウント種類は、 「gBiz IDプライム」と「gBiz IDメン
バー」のみになります。

●gBiz ID（プライム）の申請の流れ
本システムの利⽤のためには、まずgBiz IDプライムの申請が必要です。
（gBiz IDメンバーのアカウントは、gBiz IDプライムが作成します。）
gBiz IDプライムの申請の流れは以下の通りです。
gBiz IDプライムは書類審査が必要であり、審査期間は原則、２週間以内のため、予めIDを取得
しておくことをお勧めします︕

●詳細についてはデジタル庁 gBiz IDホームページ（https://gbiz-
id.go.jp/top/）をご参照ください。

【gBiz IDを活⽤して利⽤できる代表的な省庁サービス】（令和５年８⽉時点）

厚⽣労働省
「雇⽤関係助成⾦
ポータル」

⽇本年⾦機構
「社会保険⼿続き
の電⼦申請」

中⼩企業庁
「中⼩企業者認定・
融資電⼦申請システ
ム(SNポータル)」

中⼩企業庁
「IT導⼊補助⾦

2023」

厚⽣労働省
「⾷品衛⽣申請等
システム」

【本システムのログイン画⾯イメージ】

「電⼦申請・届出システム」のご利⽤のためには、
デジタル庁 gBiz IDの取得が必要です。
取得に２週間程度かかるため、事前にご取得ください︕

アカウント申請
に必要なものを
準備する

パソコンにて
gBiz IDプラ
イム申請書を
作成する

申請書を印刷
し・押印する

申請書と印鑑
（登録）証明
書を郵送する

審査完了
メール受取り

パスワード
登録完了
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訪問看護ステーションの皆さま 

 

厚生労働省 近畿厚生局指導監査課 

 

 

訪問看護ステーション（医療保険）の取扱いに関する留意点について 

 

平素から、社会保険医療行政の推進に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、訪問看護事業者が介護保険法の指定を受けたときは、原則、健康保険法の指定も受

けたものとみなされますので、次の点にご留意願います。 

 

★ 訪問看護ステーションの適切な運営にご協力をお願いいたします。 

〇 ステーションが遵守すべき事項は、「「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準

について」 の一部改正について」（令和６年３月５日保発 0305第 13号厚生労働省保険

局長通知）に定められています。 

〇 厚生労働省のホームページにて、上記通知名をサイト内検索してご確認の上、引き続き

ステーションの適切な運営にご協力をお願いいたします。 

 

★ 訪問看護療養費の適切な請求をお願いいたします。 

〇 ステーションの算定に関する留意事項は、「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の

額の算定方法の一部改正に伴う 実施上の留意事項について」令和６年３月５日保発 0 

305第 12号厚生労働省保険局長通知）に定められています。 

〇 留意事項や請求に関する詳細については通知に記載がありますので、厚生労働省のホー

ムページにて、上記通知名をサイト内検索してご確認の上、訪問看護療養費の適切な請求

をお願いいたします。 

 

★ 介護保険に係る届出とは別に、近畿厚生局へ届出が必要な場合があります。 

〇 届け出した内容に変更があった場合や基準が設けられた項目を算定する場合は、市町村

（介護保険）への届出とは別に、近畿厚生局（医療保険）にも届出が必要です。 

（詳細は裏面をご参照ください。） 

 

届出様式は、近畿厚生局のホームページに掲載しています。 

近畿厚生局ホームページ（https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/index.html） 

→ 保険医療機関・薬局、訪看関係（お知らせ、手続のご案内） → 訪問看護事業者の方へ 
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近畿厚生局から医療保険の届出に関するお知らせ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

※ 管理者以外の職員に係る変更（採用、退職、死亡、氏名変更）については、令和

２年４月１日から届出が不要となりました。 

※ ステーションを休止・廃止・再開する場合は「訪問看護事業の休止・廃止・再開

届」を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

【照会先】厚生労働省 近畿厚生局指導監査課 

○ 施設基準の届出について             06-7663-766３（施設基準グループ） 

○ 指定、届出事項の変更の届出について       06-7663-7664（審査グループ） 

○ 訪問看護療養費の算定について           06-7663-7665（指導第１グループ） 

次に該当したときは、速やかに「訪問看護事業変更届」の提出をお願いします。 

  ① 訪問看護ステーションの名称・所在地の変更 

  ② 開設者(法人等)の名称・所在地の変更 

  ③ 法人等の代表者の氏名・住所の変更 

  ④ 法人等の定款・寄附行為・条例の変更 

  ⑤ 法人等が他に開設している介護老人保健施設等の名称・所在地・施設内容の変更、廃止 

  ⑥ 管理者の変更(交替)、氏名・住所の変更 

  ⑦ 運営規程の変更

「訪問看護事業変更届」について 

次の項目を算定する場合は、事前に届出が必要です。 

  ○ 精神科訪問看護基本療養費 

○ 24 時間対応体制加算 

○ 特別管理加算 

○ 訪問看護基本療養費の注２及び注４に規定する専門の研修を受けた看護師 

○ 精神科複数回訪問加算 

○ 精神科重症患者支援管理連携加算 

○ 機能強化型訪問看護管理療養費１・２・３ 

○ 専門管理加算 

○ 遠隔死亡診断補助加算 

○ 訪問看護医療ＤＸ情報活用加算 

○ 訪問看護管理療養費１・２ 

○ 訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ）（Ⅱ） 

基準の届出について 
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指定居宅サービス事業者等に対する指導及び監査の実施方法 

 
所    管    庁 事        業        者 

  

 

集 団 指 導 

○一定の場所に対象事業者を召集・動画の配信

等の講習会方式により指導 

○指導内容 

・運営指導における主な指導事項 

・指定等の基準及び介護給付等の算定方法 

・介護保険制度の改正等の内容  等 

実施通知 

出席（視

集団指導 対象事業者 

全ての事業者。ただし、保険医療機関等において介

護保険法第 71 条の規定により事業者の指定があっ

たものとみなされた事業者（みなし事業者）を除く。 

運 営 指 導  

実施の根拠法令及び目的、実施日、実施時間、

実施場所、準備すべき書類、運営指導担当者

等をあらかじめ事業者に通知して実施。ただ

し、緊急を要するもの等については、当日通

知して実施 

 

○指定事業所又は法人事務所の所在地等にお

いて、対象事業者から事前又は当日に提出

を受け、又は閲覧に供された書類等を審査

するとともに、当該事業所等の管理者等か

らヒアリングを行うことにより実施 

 

○指導内容 

①介護サービスの実施状況指導 

個別サービスの質（施設・設備や利用者等

に対するサービスの提供状況を含む）に

関する指導 

②最低基準等運営体制指導 

基準等に規定する運営体制に関する指導

（③に関するものを除く。） 

③報酬請求指導 

加算等の介護報酬請求の適正実施に関す

る指導 

※適切でない請求が行われている場合は是 

正するよう指導（必要に応じて過誤調整） 

運営指導 対象事業者 

【一般指導】 

全ての事業者の中から、別に定める基準により選定し

計画的に実施 

【合同指導】 

厚生労働省又は市町村と合同で運営指導を行うことが

必要と認められる指定居宅サービス事業所を対象と

し、適宜実施。 

実施通知 

指導実施 

監        査 

実施の根拠法令及び目的、実施日、実施時間、

実施場所、監査担当者等をあらかじめ事業者

に通知して実施。ただし、緊急を要するもの

等については、当日通知して実施 

 

【行政上の措置】 

○指定基準違反等が認められた場合、期限を定

めて基準を遵守すべきことを勧告 

○正当な理由がなく勧告に係る措置をとらな

かったときは、期限内にその勧告に係る措置

をとるべきことを命令 

※期限を経過し、なお相当期間を経た後も、

命令に違反する等、命令にかかる措置が改

善されない場合は、指定取消し等の処分対

象） 

監査 対象事業所 

次のいずれかに該当する行為がなされたあるいは疑わ

れる事業者 

・大阪府条例で定める人員、設備、運営に関する基準違

反 

・利用者に対する虐待 

・介護報酬請求の不正 

・不正の手段により事業者指定を受けた 

監査実施 

改善報告 

実施通知 

 

以下の監査対象に該当する場合は、監査を実施 

改善報告 

改善勧告 

改善命令 

再指導 

行政処分 監査の結果、介護保険法第 77 条各号等
に規定する、指定の取消し等ができる
事実が確認された場合は、聴聞又は弁
明の機会の付与を経て行政処分 

 
欠席した事業者に対しては個別に指導することあり 

【行政上の措置】 

指定の取消し又は 

指定の全部若しくは一部の効力

の停止 

【経済上の措置】 

不正受給した介護報酬の返還 

及び加算金の徴収(40/100) 
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対
象
事
業
者

指
導
の
目
的
等

対
象
事
業
者

《
期

限
ま
で

に
改

善
さ
れ

な
か

 っ
た
》

《
期

限
内

に
改

善
さ
れ

な
か

っ
た
》

完
了

監 　 　 査

完
了

《
期

限
内

に
改

善
さ
れ

た
》

《
期

限
ま
で
に
改

善
さ
れ

た
》

　
　
　
　
　
《
欠
席
》

《
期

限
内

に
改

善
さ
れ

た
》

《
期

限
内

に
改

善
さ
れ

な
か

　
っ
た
》

完
　
　
　
了

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
指
導
及
び
監
査
フ
ロ
ー
図

完
了

　
　
　
　
　
《
出
席
》

指    導

個
別
指
導

完
了

再
指

導

集
団

指
導

運
営
指
導

適
正

・
お
お
む
ね

適
正

改
善

が
必

要

監
査

聴
聞
又
は

弁
明
の
機
会
の
付

与

指
定

取
消

し

直
ち
に
指

定
取

消
し
等

に
は

至
ら

な
い
が

、
改

善
が

必
要

と
認

め
ら

れ
る
場
合

指
定

取
消

し
等

の
事

由
に

該
当

す
る
場

合

公
示

（
公
報
登
載
）

結
果

通
知

結
果

通
知

改
善

勧
告

改
善

報
告

書

処
分

通
知

改
善

報
告

書

改
善

命
令

た
び
重

ね
て
指

導
を
行

っ
て
も
改

善
が

行
わ

れ
な
い
場

合
は

、
監

査
へ

移
行

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
が
な
さ
れ
た
あ
る

い
は
疑
わ
れ
る
事
業
者

・
大
阪
府
条
例
で
定
め
人
員
、
設
備
、
運
営
に
関
す

る
基
準
違
反

・
利
用
者
に
対
す
る
虐
待

・
介
護
報
酬
請
求
の
不
正
又
は
著
し
い
不
当
が
あ
る

・
不
正
の
手
段
に
よ
り
事
業
者
指
定
を
受
け
た

・
所
管
庁
が
必
要
と
認
め
る
と
き
。

全
て
の
事
業
者
（

た
だ
し
、
保

険
医

療
機

関
等

に
お
い
て

介
護

保
険
法
第

71
条

の
規

定
に
よ
り
事
業
者

の
指

定
が

あ
っ
た
も
の

と
み

な
さ
れ

た
事
業
者
（
み

な
し
事
業
者
）
を
除

く
。
）

【
一
般
指
導
】

全
事
業
者
か
ら
別
に
定
め
る
基
準
に
よ
り
選
定
し
、

計
画
的
に
実
施
。

【
合
同
指
導
】

厚
生
労
働
省
又
は
市
町
村
と
合
同
で
運
営
指
導
を

行
う
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
所
を
対
象
と
し
、
適
宜
実
施
。

指
定

事
業
者
全
体

の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
図

る
こ
と
を
主
眼

と
し
て
、
介
護

保
険
法

・
制
度

の
趣
旨

・
目
的

の
周

知
及

び
理
解

の
促
進
及

び
介
護

報
酬

に
係

る
過
誤

・
不

正
請
求

の
防
止

の
観
点

か
ら
算

定
要
件

等
の
周

知
等

、
介
護

保
険
制
度

の
適

正
な
運

営
を
図

る

「
サ
ー
ビ
ス
の
質

の
確

保
と
向
上
」
「
利
用
者

の
尊
厳

の
保
持
」
「
高
齢
者
虐
待
防
止
法

の
趣
旨
」
「
適

正
な
介
護

報
酬

の
請
求
」
等

の
観
点

か
ら
、
事
業
所
所
在
地

に
お
い
て
、

関
係

書
類

の
閲
覧

と
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
元

に
指

導

①
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
状
況

指
導

個
別
サ
ー
ビ
ス
の
質
（
施
設

・
設
備
や
利
用
者

等
に
対

す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
状
況

を
含

む
）
に
関

す
る
指

導

②
最
低
基
準

等
運

営
体
制

指
導

基
準

等
に
規

定
す
る
運

営
体
制

に
関

す
る
指

導
（
③

に
関

す
る
も
の

を
除
く
。
）

③
報
酬
請
求

指
導

加
算

等
の

介
護

報
酬
請
求

の
適

正
実
施

に
関

す
る
指

導
※

適
切

で
な
い
請
求

が
行

わ
れ

て
い
る
場

合
は
是

正
す
る
よ
う
指

導
（
必

要
に
応
じ
て
過
誤
調
整
）

改
善

報
告

書

期
限

を
経
過

し
、
な
お
相

当
期
間

を
経

た
後

も
改

善
さ
れ

な
い
場

合
は

、
行
政

処
分

の
対
象

指
定

の
全
部
又

は
一
部

の
効
力

の
停
止

行
政
処
分

行
政
処
分

返
還

命
令

返
還
額

の
確

定
加
算
金

の
賦
課

！
取
消
処
分
に
よ
り
事
業
者
指
定
に
係
る
欠
格
事
由
該
当
者
と
な
る
者

＝
当
該
指
定
取
消
し
等
に
係
る
聴
聞
通
知
（
行
政
手
続
法
第

1
5
条
）
が
あ
っ
た
日
前

6
0
日

以
内
に
役
員
等
＊
で
あ
っ
た
者

＊
役
員

イ
業
務
を
執
行
す
る
（
合
名
会
社
、
合
資
会
社
、
合
同
会
社
の
）
社
員
・
（
株
式
会
社
の
）
取
締

役
・
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
（
社
会
福
祉
法
人
等
の
理
事
）

ロ
相
談
役
、
顧
問
等
の
名
称
を
有
す
る
か
ど
う
か
は
問
わ
ず
、
イ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上

の
支
配
力
を
法
人
に
対
し
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者

＊
事
業
者
の
使
用
人
で
あ
っ
て
、
事
業
者
の
事
業
所
又
は
事
業
者
が
開
設
し
た
施
設
を
管
理

す
る
者公
示

（
公
報
登
載
）

○
指

定
基
準
違
反

等
や
人
格
尊

重
義
務
違
反

が
あ
る
場

合
又

は
疑

わ
れ

る
場

合

過
誤
調
整

不
適

正
な
報
酬
算

定

過
誤
調
整

不
適

正
な
報
酬
算

定
が

見
受
け
ら
れ

る
場

合

勧
告

に
従

わ
な
か

っ
た
と
き

公
表

保
険
者

保
険
者

保
険
者
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
の
取
消
し
等
の
規
定
【
介
護
保
険
法
】
 

 

条
文
（
参
照
条
文
を
太
字
で
表
記
）
 

参
照

条
文

 

（
指
定
の
取
消
し
等
）
 

第
77
条
 
都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、当
該
指
定

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
係
る
第

41
条
第
１
項

本
文
の
指
定
を
取
り
消
し
、又
は
期
間
を
定
め
て

そ
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
を
停

止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 
 指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第

70

条
第
２
項
第
４
号
か
ら
第
５
号
の
２
ま
で
、

第
10
号
（
第
５
号
の
３
に
該
当
す
る
者
の
あ

る
も
の
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
、
第

10

号
の
２
（
第
５
号
の
３
に
該
当
す
る
者
の
あ

る
も
の
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
、
第

11

号
（
第
５
号
の
３
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と

き
を
除
く
。
）
又
は
第

12
号
（
第
５
号
の
３

に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。
 

            

       第
70
条
第
２
項
 

第
４
号
 
申
請
者
が
、
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。 

第
５
号
 
申
請
者
が
、
こ
の
法
律
そ
の
他
国
民
の
保
健
医
療
若
し
く
は
福
祉
に
関
す
る
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の
※
1
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の

刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。
 

※
1 
介
護
保
険
法
施
行
令
第

35
条
の
２
 

第
５
号
の
２
 
申
請
者
が
、
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
※
2
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終

わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。
 

※
2 
介
護
保
険
法
施
行
令
第

35
条
の
３
 

第
10
号
 
申
請
者
（
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
を
除
く
。
）
が
、
法
人
で
、
そ
の
役
員
等
の
う
ち
に
第
４
号
か
ら
第

６
号
ま
で
又
は
第
７
号
か
ら
前
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
。
 

第
10
号
の
２
 
申
請
者
（
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
に
限
る
。
）
が
、
法
人
で
、
そ
の
役
員
等
の
う
ち
に
第
４
号
か

ら
第
５
号
の
３
ま
で
、
第
６
号
の
２
又
は
第
７
号
か
ら
第
９
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
。
 

第
11
号
 
申
請
者
（
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
を
除
く
。
）
が
、
法
人
で
な
い
事
業
所
で
、
そ
の
管
理
者
が
第
４
号

か
ら
第
６
号
ま
で
又
は
第
７
号
か
ら
第
９
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
。
 

第
12
号
 
申
請
者
（
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
に
限
る
。
）
が
、
法
人
で
な
い
事
業
所
で
、
そ
の
管
理
者
が
第
４
号

か
ら
第
５
号
の
３
ま
で
、
第
６
号
の
２
又
は
第
７
号
か
ら
第
９
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
５
号
の
３
 
申
請
者
が
、
社
会
保
険
各
法
又
は
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

44
年
法
律
第

84
号
）
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
納
付
義
務
を
負
う
保
険
料
、
負
担
金
又
は
掛
金
（
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
税
を
含
む
。
以
下
・
・
・「
保
険
料
等
」

と
い
う
。）
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
前
日
ま
で
に
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
処
分
を

受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く
３
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の
到
来
し
た
保
険
料
等
の
全
て
（
当

該
処
分
を
受
け
た
者
が
、
当
該
処
分
に
係
る
保
険
料
等
の
納
付
義
務
を
負
う
こ
と
を
定
め
る
法
律
に
よ
っ
て
納
付
義
務
を
負
う
保
険
料
等
に
限
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る
。・
・
・
）
を
引
き
続
き
滞
納
し
て
い
る
者
で
あ
る
と
き
。
 

第
６
号
 
申
請
者
（
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
を
除
く
。
）
が
、
第

77
条
第
１
項
又
は
第

11
5
条
の

35
第
６
項
の
規

定
に
よ
り
指
定
（
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
を
除
く
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し

な
い
者
(当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第

15
条
の
規
定
に
よ

る
通
知
が
あ
っ
た
日
前

60
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
(業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相

談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ

ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
・
・
・
)又
は
そ
の
事
業
所
を
管
理
す
る
者
そ
の
他
の
政

令
で
定
め
る
使
用
人
(以
下
「
役
員
等
」
と
い
う
。
)で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
み
、
当

該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
な
い
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
通
知
が
あ
っ
た
日
前

60
日
以
内
に
当
該
事
業
所
の
管

理
者
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て

5
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。
)で
あ
る
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
の
取
消
し

が
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
う
ち
当
該
指
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を
防

止
す
る
た
め
の
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し
て

当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
こ
の
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と

と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
 

第
６
号
の
２
 
申
請
者
（
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
に
限
る
。）
が
、
第

77
条
第
１
項
又
は
第

11
5
条
の

35
第
６
項

の
規
定
に
よ
り
指
定
（
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
に
限
る
。）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経

過
し
な
い
者
（
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第

15
条
の
規

定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前

60
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
等
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
な
い
も

の
を
含
み
、
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
な
い
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
通
知
が
あ
っ
た
日
前

60
日
以
内
に
当

該
事
業
所
の
管
理
者
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
と
き
。
た
だ
し
、
当
該

指
定
の
取
消
し
が
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
う
ち
当
該
指
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
及
び
当
該
事

実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該

事
実
に
関
し
て
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
こ
の
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該

当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
 

第
７
号
 
申
請
者
が
、
第

77
条
第
１
項
又
は
第

11
5
条
の

35
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第

15
条
の

規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
処
分
を
す
る
日
又
は
処
分
を
し
な
い
こ
と
を
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
第

75
条
第
２
項
の
規
定
に

よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
者
(当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
)で
、
当
該
届
出
の
日
か
ら
起
算
し
て
５

年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。
 

第
７
号
の
２
 
申
請
者
が
、
第

76
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
聴
聞
決
定
予
定
日
（
当
該
検
査
の
結
果
に
基
づ
き
第

77

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る
聴
聞
を
行
う
か
否
か
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
日
と
し
て
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
当
該
申
請
者
に
当
該
検
査
が
行
わ
れ
た
日
か
ら

10
日
以
内
に
特
定
の
日
を
通
知
し
た
場
合
に

お
け
る
当
該
特
定
の
日
を
い
う
。
）
ま
で
の
間
に
、
第

75
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
者
（
当
該
事
業
の
廃
止
に
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(2
) 
 指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第

70

条
第
９
項
又
は
第

11
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
指
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
付
さ
れ
た
条

件
に
違
反
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

   

(3
) 
 指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
当
該
指

定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
の
知
識
若
し
く

は
技
能
又
は
人
員
に
つ
い
て
、第

74
条
第
１

項
の
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
基
準
又

は
同
項
の
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
員

数
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と

き
。
 

 (4
) 
 指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第

74

条
第
２
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

ス
の
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
に
従
っ
て
適
正
な
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の

事
業
の
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

た
と
き
。
 

 (5
) 
 指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第

74

条
第
６
項
に
規
定
す
る
義
務
に
違
反
し
た
と

認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
、
当
該
届
出
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。
 

第
８
号
 
第
７
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
第

75
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
が
、
同
号

の
通
知
の
日
前

60
日
以
内
に
当
該
届
出
に
係
る
法
人
(当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
法
人
を
除
く
。
)の
役
員
等
又
は
当

該
届
出
に
係
る
法
人
で
な
い
事
業
所
(当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
)の
管
理
者
で
あ
っ
た
者
で
、
当
該
届

出
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。
 

第
９
号
 
申
請
者
が
、
指
定
の
申
請
前
５
年
以
内
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
た
者
で
あ
る
と
き
。
 

 第
70
条
第
９
項
 
都
道
府
県
知
事
は
、
第
６
項
又
は
前
項
の
意
見
を
勘
案
し
、
第

41
条
第
１
項
本
文
の
指
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
当
該
事
業
 

 
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
70
条
第

11
項
 
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
の
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
協
議
を
求
め
た
市
町
村
長
の
管
轄
す
る
区
域
に
所

在
す
る
事
業
所
が
行
う
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
第

1
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、
第

41
条
第

1
項
本
文
の
指
定
を
し
な
い
こ
と
と
し
、
又
は
同
項
本
文
の
指
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

等
の
事
業
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 大
阪
府
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
並
び
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
 

       大
阪
府
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
並
び
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
 

      第
74
条
第
６
項
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
要
介
護
者
の
人
格
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
を

遵
守
し
、
要
介
護
者
の
た
め
忠
実
に
そ
の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

 14



 
 

条
文
（
参
照
条
文
を
太
字
で
表
記
）
 

参
照

条
文

 

 (6
) 
 居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
請
求
に
関
し
不

正
が
あ
っ
た
と
き
。
 

 (7
) 
 指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第

76

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
又
は
帳
簿

書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
ぜ
ら
れ

て
こ
れ
に
従
わ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し

た
と
き
。
 

   (8
) 
 指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
当
該
指

定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
が
、第

76
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
を
求
め
ら
れ
て
こ

れ
に
応
ぜ
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に

対
し
て
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁

を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒

み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。
た

だ
し
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者

が
そ
の
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

行
為
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
指
定
居
宅
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
が
相
当
の
注
意
及
び
監
督
を

尽
く
し
た
と
き
を
除
く
。
 

 (9
) 
 指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
不
正
の

手
段
に
よ
り
第

41
条
第
１
項
本
文
の
指
定

を
受
け
た
と
き
。
 

    

    第
76
条
第
１
項
 
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
は
、
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
若
し
く
は
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
で
あ
っ
た
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
で
あ
っ
た
者
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
で
あ
っ
た
者
等
」
と
い
う
。）
に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示

を
命
じ
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
若
し
く
は
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
で
あ
っ
た
者

等
に
対
し
出
頭
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
当
該
指
定
に
係

る
事
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
関
係
の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物

件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

              第
41
条
第
１
項
本
文
 
市
町
村
は
、
要
介
護
認
定
を
受
け
た
被
保
険
者
（
以
下
「
要
介
護
被
保
険
者
」
と
い
う
。）
の
う
ち
居
宅
に
お
い
て
介
護

を
受
け
る
も
の
（
以
下
「
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
」
と
い
う
。）
が
、
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」

と
い
う
。）
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
」
と

い
う
。）
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
に
対
し
、
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用
・
・
・
に
つ
い
て
、
居
宅
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
を
支
給
す
る
。
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条
文
（
参
照
条
文
を
太
字
で
表
記
）
 

参
照

条
文

 

(1
0)
  
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
指
定
居

宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
こ
の
法
律
そ
の
他

国
民
の
保
健
医
療
若
し
く
は
福
祉
に
関
す

る
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の
又
は
こ
れ
ら

の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
処
分
に
違

反
し
た
と
き
。
 

    

(1
1)
  
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
指
定
居

宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等

に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し

た
と
き
。
 

 (1
2)
  
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
法
人
で

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
役
員
等
の
う
ち

に
指
定
の
取
消
し
又
は
指
定
の
全
部
若
し
く

は
一
部
の
効
力
の
停
止
を
し
よ
う
と
す
る
と

き
前
５
年
以
内
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
し

不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
た
者
が

あ
る
と
き
。
 

 (1
3)
  
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
法
人
で

な
い
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

管
理
者
が
指
定
の
取
消
し
又
は
指
定
の
全
部

若
し
く
は
一
部
の
効
力
の
停
止
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
前
５
年
以
内
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等

に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し

た
者
で
あ
る
と
き
。
 

介
護
保
険
法
施
行
令
第

35
条
の
５
各
号
 

健
康
保
険
法
、
児
童
福
祉
法
、
栄
養
士
法
、
医
師
法
、
歯
科
医
師
法
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
、
歯
科
衛
生
士
法
、
医
療
法
、
 

身
体
障
害
者
福
祉
法
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
、
生
活
保
護
法
、
社
会
福
祉
法
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
、
 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
、
薬
剤
師
法
、
老
人
福
祉
法
、
 

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
、
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
、
義
肢
装
具
士
法
、
 

精
神
保
健
福
祉
士
法
、
言
語
聴
覚
士
法
、
発
達
障
害
者
支
援
法
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
、
 

高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
、
 

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
、
 

再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
、
 

公
認
心
理
師
法
、
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
、
臨
床
研
究
法
 【
33
法
律
】
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指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
等
の
規
定
【
介
護
保
険
法
】
 

 

条
文
（
参
照
条
文
を
太
字
で
表
記
）
 

参
照

条
文

 

（
指
定
の
取
消
し
等
）
 

第
11
5
条
の
９
 
都
道
府
県
知
事
は
、次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、当
該

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
係
る
第

53

条
第
１
項
本
文
の
指
定
を
取
り
消
し
、又
は
期
間

を
定
め
て
そ
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の

効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 
 指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第

11
5
条
の
２
第
２
項
第
４
号
か
ら
第
５
号
の

２
ま
で
、
第

10
号
（
第
５
号
の
３
に
該
当
す

る
者
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
、

第
10
号
の
２（
第
５
号
の
３
に
該
当
す
る
者

の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
、
第

11
号
（
第
５
号
の
３
に
該
当
す
る
者
で
あ
る

と
き
を
除
く
。
）
又
は
第

12
号
（
第
５
号
の

３
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。
 

            

       第
11
5
条
の
２
第
２
項
 

第
４
号
 
申
請
者
が
、
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。
 

第
５
号
 
申
請
者
が
、
こ
の
法
律
そ
の
他
国
民
の
保
健
医
療
若
し
く
は
福
祉
に
関
す
る
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に

処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。
 

第
５
号
の
２
 
申
請
者
が
、
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、

又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。
 

第
10
号
 
申
請
者
（
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
を
除
く
。
）
が
、
法
人
で
、
そ
の
役
員
等
の
う
ち
に
第
４

号
か
ら
第
６
号
ま
で
又
は
第
７
号
か
ら
前
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
。
 

第
10
号
の
２
 
申
請
者
（
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
に
限
る
。
）
が
、
法
人
で
、
そ
の
役
員
等
の
う
ち
に

第
４
号
か
ら
第
５
号
の
３
ま
で
、
第
６
号
の
２
又
は
第
７
号
か
ら
第
９
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
。
 

第
11
号
 
申
請
者
（
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
を
除
く
。
）
が
、
法
人
で
な
い
事
業
所
で
、
そ
の
管
理
者

が
第
４
号
か
ら
第
６
号
ま
で
又
は
第
７
号
か
ら
第
９
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
。
 

第
12
号
 
申
請
者
（
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
に
限
る
。
）
が
、
法
人
で
な
い
事
業
所
で
、
そ
の
管
理
者

が
第
４
号
か
ら
第
５
号
の
３
ま
で
、
第
６
号
の
２
又
は
第
７
号
か
ら
第
９
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
５
号
の
３
 
申
請
者
が
、
社
会
保
険
各
法
又
は
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

44
年
法
律
第

84
号
）
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
納
付
義
務
を
負
う
保
険
料
、
負
担
金
又
は
掛
金
（
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
税
を
含
む
。
以
下
・
・
・「
保
険
料
等
」

と
い
う
。）
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
前
日
ま
で
に
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
処
分
を

受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く
３
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の
到
来
し
た
保
険
料
等
の
全
て
（
当

該
処
分
を
受
け
た
者
が
、
当
該
処
分
に
係
る
保
険
料
等
の
納
付
義
務
を
負
う
こ
と
を
定
め
る
法
律
に
よ
っ
て
納
付
義
務
を
負
う
保
険
料
等
に
限

る
。・
・
・
）
を
引
き
続
き
滞
納
し
て
い
る
者
で
あ
る
と
き
。
 

第
６
号
 
申
請
者
（
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
を
除
く
。
）
が
、
第

11
5
条
の
９
第
１
項
又
は
第

11
5
条
の
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条
文
（
参
照
条
文
を
太
字
で
表
記
）
 

参
照

条
文

 

                                

35
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
（
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
を
除
く
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か

ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
な
い
者
(当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政

手
続
法
第

15
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前

60
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
(業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ

れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、

取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
第
５
節
及
び
第

20
3
条
第
２

項
に
お
い
て
同
じ
。
)又
は
そ
の
事
業
所
を
管
理
す
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人
(以
下
「
役
員
等
」
と
い
う
。
)で
あ
っ
た
者
で
当

該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
み
、
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
な
い
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
通
知
が
あ
っ
た
日
前

60
日
以
内
に
当
該
事
業
所
の
管
理
者
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て

5
年
を
経
過
し

な
い
も
の
を
含
む
。
)で
あ
る
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
の
取
消
し
が
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
う
ち
当
該

指
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る

業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し
て
当
該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
有
し
て
い
た
責

任
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
こ
の
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と

し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
 

第
６
号
の
２
 
申
請
者
（
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
に
限
る
。）
が
、
第

11
5
条
の
９
第
１
項
又
は
第

11
5

条
の

35
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
（
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
に
限
る
。）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日

か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
な
い
者
（
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行

政
手
続
法
第

15
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前

60
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
等
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て

５
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
み
、
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
な
い
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
通
知
が
あ
っ
た

日
前

60
日
以
内
に
当
該
事
業
所
の
管
理
者
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
と

き
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
の
取
消
し
が
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
う
ち
当
該
指
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と

な
っ
た
事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て

の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し
て
当
該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
こ
の
号
本

文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も

の
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
 

第
７
号
 
申
請
者
が
、
第

11
5
条
の
９
第
１
項
又
は
第

11
5
条
の

35
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第

15

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
処
分
を
す
る
日
又
は
処
分
を
し
な
い
こ
と
を
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
第

11
5
条
の
５
第
２

項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
者
(当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
)で
、
当
該
届
出
の
日
か
ら

起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。
 

第
７
号
の
２
 
申
請
者
が
、
第

11
5
条
の
７
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
聴
聞
決
定
予
定
日
（
当
該
検
査
の
結
果
に
基
づ
き

第
11
5
条
の
９
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る
聴
聞
を
行
う
か
否
か
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
日
と
し
て

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
当
該
申
請
者
に
当
該
検
査
が
行
わ
れ
た
日
か
ら

10
日
以
内
に
特
定
の
日
を
通
知

し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
の
日
を
い
う
。
）
ま
で
の
間
に
、
第

11
5
条
の
５
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
者
（
当
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(2
) 
 指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第

11
5
条
の
２
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
指

定
を
行
う
に
当
た
っ
て
付
さ
れ
た
条
件
に

違
反
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

 

(3
) 
 指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
当

該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
の
知
識
若

し
く
は
技
能
又
は
人
員
に
つ
い
て
、
第

11
5

条
の
４
第
１
項
の
都
道
府
県
の
条
例
で
定

め
る
基
準
又
は
同
項
の
都
道
府
県
の
条
例

で
定
め
る
員
数
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
と
き
。
 

 (4
) 
 指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第

11
5
条
の
４
第
２
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め

の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準

又
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
従
っ
て
適

正
な
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
運
営
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。
 

 (5
) 
 指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第

11
5
条
の
４
第
６
項
に
規
定
す
る
義
務
に
違

反
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
、
当
該
届
出
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。
 

第
８
号
 
第
７
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
第

11
5
条
の
５
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
が
、

同
号
の
通
知
の
日
前

60
日
以
内
に
当
該
届
出
に
係
る
法
人
(当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
法
人
を
除
く
。
)の
役
員
等
又

は
当
該
届
出
に
係
る
法
人
で
な
い
事
業
所
(当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
)の
管
理
者
で
あ
っ
た
者
で
、
当

該
届
出
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。
 

第
９
号
 
申
請
者
が
、
指
定
の
申
請
前
５
年
以
内
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
た
者
で
あ
る
と
き
。
 

 第
11
5
条
の
２
第
６
項
 
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
意
見
を
勘
案
し
、
第

53
条
第

1
項
本
文
の
指
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
当
該
事
業
の
適

正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

   大
阪
府
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
 

      大
阪
府
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
 

       第
11
5
条
の
４
第
６
項
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
要
支
援
者
の
人
格
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ

く
命
令
を
遵
守
し
、
要
支
援
者
の
た
め
忠
実
に
そ
の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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 (6
) 
 介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
請
求
に
関
し
不

正
が
あ
っ
た
と
き
。
 

 (7
) 
 指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第

11
5
条
の
７
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
又

は
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命

ぜ
ら
れ
て
こ
れ
に
従
わ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報

告
を
し
た
と
き
。
 

   (8
) 
 指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
当

該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
が
、
第

11
5
条
の
７
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
を

求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
ぜ
ず
、
同
項
の
規
定

に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
せ
ず
、
若
し
く

は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に

よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避

し
た
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
に
係
る
事

業
所
の
従
業
者
が
そ
の
行
為
を
し
た
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
行
為
を
防
止
す
る
た
め
、
当

該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
相
当

の
注
意
及
び
監
督
を
尽
く
し
た
と
き
を
除

く
。
 

 (9
) 
 指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
不

正
の
手
段
に
よ
り
第

53
条
第
１
項
本
文
の

指
定
を
受
け
た
と
き
。
 

   

    第
11
5
条
の
７
第
１
項
 
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
は
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
で
あ
っ
た
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
で

あ
っ
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
で
あ
っ
た
者
等
」
と
い
う
。）
に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類

の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
若
し
く
は
指
定
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
で
あ
っ
た
者
等
に
対
し
出
頭
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
指
定
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
関
係
の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
り
、

そ
の
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

               第
53
条
第
１
項
本
文
 
市
町
村
は
、
要
支
援
認
定
を
受
け
た
被
保
険
者
の
う
ち
居
宅
に
お
い
て
介
護
を
受
け
る
も
の
（
以
下
「
居
宅
要
支
援
被

保
険
者
」
と
い
う
。）
が
、
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
と
い
う
。）
か
ら
当
該
指
定
に
係
る

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。）
を
受
け
た

と
き
・
・
・
は
、
当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
に
対
し
、
当
該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用
・
・
・
に
つ
い
て
、
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
費
を
支
給
す
る
。
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(1
0)
  
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
こ
の
法
律
そ

の
他
国
民
の
保
健
医
療
若
し
く
は
福
祉
に

関
す
る
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の
又
は
こ

れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
処
分

に
違
反
し
た
と
き
。
 

     

(1
1)
  
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
居
宅
サ
ー
ビ

ス
等
に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為

を
し
た
と
き
。
 

 (1
2)
  
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
法

人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
役
員
等
の

う
ち
に
指
定
の
取
消
し
又
は
指
定
の
全
部
若

し
く
は
一
部
の
効
力
の
停
止
を
し
よ
う
と
す

る
と
き
前
５
年
以
内
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に

関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
た

者
が
あ
る
と
き
。
 

 (1
3)
  
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
法

人
で
な
い
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
管
理
者
が
指
定
の
取
消
し
又
は
指
定
の

全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
の
停
止
を
し
よ

う
と
す
る
と
き
前
５
年
以
内
に
居
宅
サ
ー
ビ

ス
等
に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為

を
し
た
者
で
あ
る
と
き
。
 

 

介
護
保
険
法
施
行
令
第

35
条
の
５
各
号
 

健
康
保
険
法
、
児
童
福
祉
法
、
栄
養
士
法
、
医
師
法
、
歯
科
医
師
法
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
、
歯
科
衛
生
士
法
、
医
療
法
、
 

身
体
障
害
者
福
祉
法
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
、
生
活
保
護
法
、
社
会
福
祉
法
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
、
 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
、
薬
剤
師
法
、
老
人
福
祉
法
、
 

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
、
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
、
義
肢
装
具
士
法
、
 

精
神
保
健
福
祉
士
法
、
言
語
聴
覚
士
法
、
発
達
障
害
者
支
援
法
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
、
 

高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
、
 

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
、
 

再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
、
 

公
認
心
理
師
法
、
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
、
臨
床
研
究
法
 【
33
法
律
】
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条
文
（
参
照
条
文
を
太
字
で
表
記
）
 

参
照

条
文

 

（
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
報
告
及
び
公
表
）
 

第
11
5
条
の

35
 

６
 
都
道
府
県
知
事
は
、指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
・
・
・
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
・
・
・

が
第

4
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
い
と

き
は
、
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
・
・
・

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
・
・
・
の
指

定
・
・
・
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ

の
指
定
・
・
・
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
を

停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

        

    第
４
項
 
都
道
府
県
知
事
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
前
項
の

規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
ず
、
若
し
く
は
調
査
の
実
施
を
妨
げ
た
と
き
は
、
期
間
を
定
め
て
、
当
該
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
し
、
そ
の

報
告
を
行
い
、
若
し
く
は
そ
の
報
告
の
内
容
を
是
正
し
、
又
は
そ
の
調
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
１
項
 
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
・
・
・
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
・
・
・
の
指
定
・
・
・
を
受
け
、
訪
問
介
護
、
訪
問
入
浴
介
護
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
介
護
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。）
の
提
供
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
と
き
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き

は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
提
供
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
及
び
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
者
又
は
施
設
の
運
営
状
況
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
、
又
は
利
用
し
よ
う
と
す
る
要
介
護

者
等
が
適
切
か
つ
円
滑
に
当
該
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
機
会
を
確
保
す
る
た
め
に
公
表
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
、
当
該
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
所
・
・
・
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
  

第
３
項
 
都
道
府
県
知
事
は
、
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
報
告
を
し
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
に
対
し
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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◆
 
運
営
指
導
で
の
主
な
指
導
事
項
 

運
営
指
導
に
お
け
る
指
摘
事
項
の
う
ち
、
多
い
も
の
を
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
今
後
、
み
な
さ
ん
が
事
業
所
を
運
営
す
る
に
あ
た
っ
て
、
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 

 
項
目
 

主
な
内
容
 

1 
重
要
事
項
説
明
書
と
運
営
規
程
の
不
一
致
 

営
業
日
、
営
業
時
間
、
休
日
、
実
施
地
域
、
交
通
費
、
食
費
、
キ
ャ
ン
セ
ル
料
、
第
三
者
評
価
な
ど
の
相
違
 

2 
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
・
各
種
計
画
と
の
不
整
合
 

訪
問
介
護
計
画
、
訪
問
看
護
計
画
、
通
所
介
護
計
画
が
実
態
や
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
と
一
致
し
な
い
 

3 
BC
P（
業
務
継
続
計
画
）
の
未
整
備
・
訓
練
不
足
 

感
染
症

BC
P、
災
害

BC
P、
訓
練
未
実
施
、
周
知
不
足
 

4 
感
染
症
対
策
体
制
の
不
備
 

委
員
会
未
開
催
、
指
針
未
整
備
、
訓
練
未
実
施
、
記
録
不
足
 

5 
虐
待
防
止
体
制
の
不
備
 

委
員
会
未
開
催
、
指
針
未
整
備
、
責
任
者
未
記
載
、
周
知
不
足
 

6 
個
人
情
報
・
秘
密
保
持
の
同
意
不
足
 

家
族
同
意
、
利
用
同
意
、
同
意
書
様
式
の
不
備
 

7 
領
収
書
の
記
載
不
備
 

医
療
費
控
除
対
象
額
の
明
示
漏
れ
 

8 
変
更
届
等
の
未
提
出
 

管
理
者
変
更
、
責
任
者
変
更
、
所
在
地
変
更
、
出
張
所
廃
止
、
加
算
の
届
出
な
ど
 

9 
加
算
算
定
要
件
の
不
備
 

特
定
事
業
所
加
算
、
処
遇
改
善
加
算
、
入
浴
介
助
加
算
、
個
別
機
能
訓
練
加
算
な
ど
 

10
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
記
録
の
不
備
 

実
施
内
容
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
同
意
記
録
、
事
故
記
録
な
ど
 

11
 
人
員
基
準
・
資
格
要
件
の
不
備
 

配
置
不
足
、
資
格
証
確
認
不
足
、
常
勤
換
算
不
足
 

12
 
研
修
・
周
知
不
足
 

虐
待
防
止
研
修
、
感
染
症
研
修
、
BC
P
訓
練
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
研
修
 

13
 
掲
示
・
公
表
不
足
 

重
要
事
項
掲
示
、
公
表
、
財
務
諸
表
、
処
遇
改
善
の
見
え
る
化
 

14
 
事
故
・
苦
情
対
応
体
制
の
不
備
 

事
故
報
告
様
式
、
ひ
や
り
は
っ
と
、
苦
情
処
理
体
制
 

15
 
衛
生
管
理
・
健
康
診
断
管
理
の
不
備
 

健
康
診
断
結
果
管
理
、
衛
生
管
理
記
録
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◆
 
事
業
者
指
定
の
取
消
及
び
効
力
停
止
の
事
例
（
大
阪
府
内
）
 

指
定
権
者
 

内
容
及
び
期
間
 

サ
ー
ビ
ス
種
別
 

主
 な

 指
 定

 取
 消

 し
・
効
 力

 停
 止

 の
 事

 由
 

根
拠
規
定
 

経
済
上
の
措
置
 

大
阪
市
 

指
定
の
効
力
の
  
 

全
部
停
止
６
か
月
 

(R
7.
6.
1～

11
.3
0)
 
訪
問
介
護
 

・
利
用
者
Ａ
に
つ
い
て
、
令
和
３
年
３
月
か
ら
令
和
６
年
９
月
ま
で
の
間
、
法
人
役
員
の

指
示
に
よ
り
、
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
な
い
従
業
員
が
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
記
録
を
偽

造
し
て
い
た
。
  

・
利
用
者
Ａ
に
つ
い
て
、
令
和
４
年

11
月
か
ら
令
和
６
年
９
月
ま
で
の
間
、
法
人
役
員

の
指
示
に
よ
り
、
当
該
事
業
所
の
従
業
員
が
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
か
の
よ
う
に
サ
ー
ビ
ス
提
供
記
録
を
偽
造
し
、
介
護
給

付
費
を
不
正
に
請
求
し
受
領
し
た
 

第
77
条
第
１
項

第
４
号
及
び
６
号
 

不
正
請
求
に
係

る
返
還
額
 
 
 

1,
88
4,
36
5
円
 

（
加
算
金
を
含

む
。）

 

大
阪
市
 

指
定
の
効
力
の
  
 

全
部
停
止
６
か
月
 

(R
7.
6.
1～

11
.3
0)
 

介
護
予
防
型
訪

問
サ
ー
ビ
ス
 

生
活
援
助
型
訪

問
サ
ー
ビ
ス
 

・
第
一
号
事
業
（
介
護
予
防
型
訪
問
サ
ー
ビ
ス
及
び
生
活
援
助
型
訪
問
サ
ー
ビ
ス
）
と
一

体
的
に
運
営
す
る
指
定
訪
問
介
護
事
業
に
お
い
て
、
運
営
基
準
違
反
及
び
介
護
給
付
費

の
請
求
に
関
す
る
不
正
が
行
わ
れ
た
。
 

第
11
5
条
の

45
の

９
第
１
項
第
６
号
 
返
還
金
な
し
 

大
阪
市
 

指
定
の
効
力
の
  
 

全
部
停
止
６
か
月
 

(R
7.
6.
1～

11
.3
0)
 
訪
問
介
護
 

・
利
用
者
Ｂ
に
つ
い
て
、
令
和
４
年
５
月
か
ら
令
和
６
年
２
月
ま
で
の
間
、
法
人
役
員
の

指
示
に
よ
り
、
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
な
い
従
業
員
が
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
記
録
を
偽

造
し
て
い
た
。
  

・
利
用
者
Ｂ
に
つ
い
て
、
令
和
５
年
１
月
か
ら
令
和
６
年
２
月
ま
で
の
間
、
法
人
役
員
の

指
示
に
よ
り
、
当
該
事
業
所
の
従
業
員
が
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
か
の
よ
う
に
サ
ー
ビ
ス
提
供
記
録
を
偽
造
し
、
介
護
給
付

費
を
不
正
に
請
求
し
受
領
し
た
 

第
77
条
第
１
項

第
４
号
及
び
６
号
 

不
正
請
求
に
係

る
返
還
額
 
 
 

1,
02
7,
04
2
円
 

（
加
算
金
を
含

む
。）

 

大
阪
市
 

指
定
の
効
力
の
  
 

全
部
停
止
６
か
月
 

(R
7.
6.
1～

11
.3
0)
 

介
護
予
防
型
訪

問
サ
ー
ビ
ス
 

生
活
援
助
型
訪

問
サ
ー
ビ
ス
 

・
第
一
号
事
業
（
介
護
予
防
型
訪
問
サ
ー
ビ
ス
及
び
生
活
援
助
型
訪
問
サ
ー
ビ
ス
）
と
一

体
的
に
運
営
す
る
指
定
訪
問
介
護
事
業
に
お
い
て
、
運
営
基
準
違
反
及
び
介
護
給
付
費

の
請
求
に
関
す
る
不
正
が
行
わ
れ
た
。
 

第
11
5
条
の

45
の

９
第
１
項
第
６
号
 
返
還
金
な
し
 

大
阪
市
 

指
定
の
取
消
し
 

訪
問
介
護
 

・
訪
問
介
護
員
の
員
数
に
つ
い
て
、
指
定
時
か
ら
常
勤
換
算
方
法
で

2.
5
名
以
上
確
保
さ

れ
て
お
ら
ず
、
長
期
間
に
わ
た
り
、
人
員
が
満
た
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
 

・
利
用
者
Ａ
に
つ
い
て
、
令
和
５
年
１
月
か
ら
令
和
５
年

11
月
ま
で
の
間
、
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
介
護
給
付
費
を
不
正
に
請
求
し
受
領
し
た
。
 

・
利
用
者
Ｂ
に
つ
い
て
、
令
和
６
年
８
月
か
ら
令
和
６
年

12
月
ま
で
の
間
、
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
介
護
給
付
費
を
不
正
に
請
求
し
受
領
し
た
。
 

第
77
条
第
１
項

第
３
号
及
び
６
号
 

不
正
請
求
に
係

る
返
還
額
 
 
 

4,
15
7,
28
8
円
 

（
加
算
金
を
含

む
。）
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指
定
権
者
 

内
容
及
び
期
間
 

サ
ー
ビ
ス
種
別
 

主
 な

 指
 定

 取
 消

 し
・
効
 力

 停
 止

 の
 事

 由
 

根
拠
規
定
 

経
済
上
の
措
置
 

大
阪
市
 

指
定
の
取
消
し
 
介
護
予
防
型
訪

問
サ
ー
ビ
ス
 

・
第
一
号
事
業
（
介
護
予
防
型
訪
問
サ
ー
ビ
ス
）
と
一
体
的
に
運
営
す
る
訪
問
介
護
事
業

に
お
い
て
、
人
員
基
準
違
反
及
び
介
護
給
付
費
の
請
求
に
関
す
る
不
正
が
行
わ
れ
た
。
 

第
11
5
条
の

45
の

９
第
１
項
第
６
号
 
返
還
金
な
し
 

大
阪
市
 

指
定
の
取
消
し
 

訪
問
介
護
 

・
管
理
者
に
つ
い
て
、
監
査
実
施
以
後
も
従
業
者
の
業
務
の
実
施
状
況
の
把
握
及
び
従
業

者
に
法
令
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
の
必
要
な
指
揮
命
令
が
行
え
て
い
な
か
っ
た
。
  

・
利
用
者

22
名
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
、
令
和
５
年
５
月
か
ら
令
和
７
年
９
月
ま
で

の
間
、
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
計
画
通
り
に
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
し
た
も
の
と
し
て
介
護
給
付
費
を
不
正
に
請
求
し
受
領
し
た
。
  

・
実
際
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
監
査
に
お
い
て
電
子
の
サ

ー
ビ
ス
提
供
記
録
を
提
出
し
、
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
と
し
て
虚
偽
の
報
告
を
行
っ

た
。
 

第
77
条
第
１
項

第
４
号
、
６
号
及

び
７
号
 

不
正
請
求
に
係

る
返
還
額
 
 
 

22
,7
50
,1
56
円
 

（
加
算
金
を
含

む
。）

 

大
阪
市
 

指
定
の
取
消
し
 

介
護
予
防
型
訪

問
サ
ー
ビ
ス
 

生
活
援
助
型
訪

問
サ
ー
ビ
ス
 

・
第
一
号
事
業
（
介
護
予
防
型
訪
問
サ
ー
ビ
ス
、
生
活
援
助
型
訪
問
サ
ー
ビ
ス
）
と
一
体

的
に
運
営
す
る
訪
問
介
護
事
業
に
お
い
て
、
運
営
基
準
違
反
、
介
護
給
付
費
の
請
求
に

関
す
る
不
正
及
び
虚
偽
報
告
が
行
わ
れ
た
。
 

第
11
5
条
の

45
の

９
第
１
項
第
６
号
 
返
還
金
な
し
 

枚
方
市
 

指
定
の
効
力
の
一

部
停
止
１
か
月
 

(R
7.
10
.1
～
 

R7
.1
0.
31
) 

 
 短
期
入
所
生
活

介
護
・
介
護
予

防
短
期
入
所
生

活
介
護
 

・
令
和
６
年
３
月
に
、
利
用
者
１
名
の
髪
を
介
護
職
員
１
名
が
ハ
サ
ミ
で
切
っ
た
。
利
用

者
や
家
族
の
意
向
を
確
認
す
る
こ
と
な
く
、
他
の
職
員
に
も
相
談
せ
ず
、
当
該
職
員
個

人
の
判
断
で
行
っ
た
。（
身
体
的
虐
待
）
 

・
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
と
一
体
的
に
運
営
し
て
い
る
短
期
入
所
生
活
介
護
事

業
所
に
お
い
て
人
格
尊
重
義
務
違
反
が
あ
っ
た
。
 

第
77
条
第
１
項

第
５
号
・
第

11
5

条
の
９
第
１
項
第

10
号
 

な
し
 

茨
木
市
 

指
定
の
効
力
の
取

消
し
 

(R
7.
3.
31
) 

訪
問
看
護
 

介
護
予
防
訪
問
 

看
護
 

・
処
分
対
象
事
業
所
は
、
法
令
上
に
規
定
す
る
員
数
の
指
定
訪
問
看
護
及
び
指
定
予
防
訪

問
看
護
の
提
供
に
当
た
る
従
業
者
を
配
置
し
て
い
な
か
っ
た
。
 

・
監
査
に
お
い
て
、
処
分
対
象
事
業
者
に
処
分
対
象
事
業
所
に
勤
務
す
る
従
業
者
の
勤
務

の
実
績
に
関
す
る
書
類
の
提
出
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
事
実
と
異
な
る
虚
偽
の
報
告
を
し

た
。
 

・
処
分
対
象
事
業
者
は
、
指
定
申
請
時
点
に
お
い
て
、
常
勤
で
勤
務
の
予
定
の
な
い
者
を

本
件
申
請
書
及
び
添
付
書
類
に
記
載
し
、
指
定
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
装

い
、
市
へ
提
出
し
、
不
正
の
手
段
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
。
 

・
法
第

77
条
第
１

項
第
３
号
及
び

法
第

11
5
条
の

９
第
１
項
第
３

号
 

・
法
第

77
条
第
１

項
第
７
号
及
び

法
第

11
5
条
の

９
第
１
項
第
７

号
 

・
法
第

77
条
第
１

項
第
９
号
及
び

法
第

11
5
条
の

９
第
１
項
第
９

号
 

指
定
以
降
に
受

領
し
た
介
護
給

付
費
等
に
つ
い

て
全
額
を
返
還
。
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指
定
権
者
 

内
容
及
び
期
間
 

サ
ー
ビ
ス
種
別
 

主
 な

 指
 定

 取
 消

 し
・
効
 力

 停
 止

 の
 事

 由
 

根
拠
規
定
 

経
済
上
の
措
置
 

八
尾
市
 

指
定
の
効
力
の
  
 

一
部
停
止
３
か
月
 

(R
7.
5.
1～

7.
31
) 

訪
問
介
護
・
第

１
号
訪
問
事
業

（
指
定
相
当
訪

問
型
サ
ー
ビ

ス
）
 

・
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
が
、
入
浴
介
助
時
に
訪
問
介
護
計
画
に
反
し
て
、
１
人
の
訪
問

介
護
員
が
同
日
同
時
間
帯
に
利
用
者
２
人
の
入
浴
介
助
を
行
う
こ
と
を
共
謀
し
て
主

導
し
、
勤
務
実
態
の
な
い
訪
問
介
護
員
の
記
名
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
記
録
に
基
づ

き
、
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
不
正
に
請
求
し
受
領
し
た
。
 

・
同
一
所
在
地
で
一
体
的
に
運
営
を
行
っ
て
い
る
訪
問
介
護
事
業
所
が
一
部
効
力
停
止

処
分
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
た
。
 

第
77
条
第
１
項

第
６
号
、
第

11
5

の
45
の
９
第

1
項

第
６
号
 

不
正
請
求
に
係

る
返
還
額
 

1,
31
7,
13
7
円
 
 
 

（
加
算
金
を
含

む
。）

 

寝
屋
川
市
 

指
定
の
効
力
の
 

全
部
停
止
６
か
月
 

（
R7
.6
.1

～

R7
.1
1.
30
）
 

訪
問
看
護
 

介
護
予
防
訪
問

看
護
 

・
指
定
申
請
後
に
勤
務
予
定
の
看
護
職
員
が
勤
務
で
き
な
く
な
り
、
看
護
職
員
が
常
勤
換

算
方
法
で

2.
5
人
配
置
さ
れ
て
お
ら
ず
、
指
定
時
に
人
員
基
準
欠
如
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
法
第

77
条
第
１
項
第
９
号
及
び
第

11
5
条
の
９
第
１
項
第
９
号
に
該
当
す
る
た

め
。
 

第
77
条
第
１
項

第
９
号
 

第
11
5
条
の
９
第

１
項
第
９
号
 

0
円
 

岬
町
 

指
定
取
消
 

看
護
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介

護
 

・
複
数
回
に
わ
た
り
高
齢
者
に
対
し
て
医
師
で
な
い
の
に
医
行
為
を
行
っ
た
。
高
齢
者
の

身
体
を
故
意
に
傷
つ
け
る
行
為
で
あ
り
身
体
的
虐
待
に
該
当
す
る
。
ま
た
、
虐
待
を
行

っ
た
従
業
者
が
、（
当
時
）
代
表
取
締
役
で
あ
っ
た
。
 

介
護
保
険
法
第
７

８
条
の
１
０
第
６

号
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
主
な
指
導
事
項

居
宅
サ
ー
ビス
共
通

項
⽬

⼤
阪
府
条
例
に
定
め
られ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
内
容
と必
要
な
対
応

【設
備
に
関
す
る
基
準
】

設
備
及
び
備
品
等

専
⽤
区
画
（
事
務
室
、相
談
室
、静
養
室
等
）
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、遅
滞
な
く変
更
届

出
書
の
提
出
を
⾏
わ
な
け
れ
ば
な
らな
い
。

（
指
摘
内
容
）

○
変
更
届
を
失
念
して
い
る
ケ
ー
ス
が
⾒
受
け
られ
た
。

（
必
要
な
対
応
）

・事
業
所
の
改
築
に
よ
り、
専
⽤
区
画
の
配
置
等
を
変
更
した
場
合
は
、速
や
か
に
所
管
庁
へ
届
け
出
る
こと
。

指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
は
、指
定
居
宅
サ
ー
ビス
の
提
供
の
開
始
に
際
し、
あ
らか
じめ
、

利
⽤
申
込
者
⼜
は
その
家
族
に
対
し、
運
営
規
程
の
概
要
、居
宅
サ
ー
ビス
員
等
の
勤
務
の
体

制
その
他
の
利
⽤
申
込
者
の
サ
ー
ビス
の
選
択
に
資
す
る
と認
め
られ
る
重
要
事
項
を
記
した
⽂

書
を交
付
して
説
明
を
⾏
い
、当
該
提
供
の
開
始
に
つ
い
て
利
⽤
申
込
者
の
同
意
を
得
な
け
れ

ば
な
らな
い
。

（
指
導
内
容
）

○
「重
要
事
項
説
明
書
」と
「運
営
規
程
」の
記
載
（
営
業
⽇
時
、サ
ー
ビス
提
供
時
間
、従
業
員
数
、通
常
の
事
業
の
実
施
地
域
、サ
ー
ビス
提
供

の
内
容
な
ど）
に
相
違
が
あ
る
。

○
契
約
を
⾏
った
後
で
重
要
事
項
の
説
明
を
⾏
って
い
る
。

○
利
⽤
料
が
、利
⽤
者
負
担
割
合
２
割
及
び
３
割
の
利
⽤
者
に
対
応
す
る
内
容
とな
って
い
な
い
。

〇
重
要
事
項
説
明
書
に
、緊
急
時
の
対
応
⽅
法
や
事
故
発
⽣
時
の
対
応
とし
て
の
緊
急
時
に
お
け
る
連
絡
先
に
つ
い
て
記
載
が
な
い
。

〇
重
要
事
項
説
明
書
に
記
載
され
て
い
る
サ
ー
ビス
提
供
時
間
が
実
態
と異
な
る
。

〇
提
供
す
る
サ
ー
ビス
の
利
⽤
料
等
に
つ
い
て
、誤
った
地
域
区
分
で
積
算
して
い
る
。

〇
運
営
規
程
及
び
重
要
事
項
説
明
を
記
した
⽂
書
の
交
付
及
び
説
明
を
⾏
った
こと
、同
意
を
得
た
こと
が
確
認
で
きな
か
った
。

（
必
要
な
対
応
）

・運
営
規
程
の
内
容
を
基
本
に
して
整
合
させ
る
必
要
が
あ
る
が
、運
営
規
程
も
実
態
と異
な
る
よ
うで
あ
れ
ば
、重
要
事
項
説
明
書
及
び
運
営
規
程
の

変
更
が
必
要
とな
る
。な
お
、運
営
規
程
の
内
容
を
変
更
す
る
場
合
は
、所
管
庁
に
変
更
を
届
け
出
る
こと
。

・指
定
居
宅
サ
ー
ビス
の
提
供
の
開
始
の
際
に
、あ
らか
じめ
重
要
事
項
説
明
を
⾏
うこ
と。

・利
⽤
料
に
つ
い
て
は
、利
⽤
者
負
担
割
合
に
応
じて
説
明
を
⾏
うこ
と。

・運
営
規
程
及
び
重
要
事
項
説
明
を
記
した
⽂
書
を交
付
し説
明
を
実
施
す
る
とと
も
に
同
意
した
こと
が
わ
か
るも
の
（
利
⽤
者
の
署
名
の
記
載
され

た
⽂
書
）
を保
管
して
お
くこ
と。

指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
は
、利
⽤
者
に
対
し適
切
な
指
定
居
宅
サ
ー
ビス
を
提
供
す
る
た

め
、そ
の
提
供
の
開
始
に
際
し、
あ
らか
じめ
、利
⽤
申
込
者
⼜
は
その
家
族
に
対
し、
当
該
指

定
サ
ー
ビス
事
業
所
の
（
中
略
）
提
供
す
る
サ
ー
ビス
の
第
三
者
評
価
の
実
施
状
況
（
実
施

の
有
無
、実
施
した
直
近
の
年
⽉
⽇
、実
施
した
評
価
機
関
の
名
称
、評
価
結
果
の
開
⽰
状

況
）
等
の
利
⽤
申
込
者
が
サ
ー
ビス
を選
択
す
る
た
め
に
必
要
な
重
要
事
項
に
つ
い
て
、わ
か
り

や
す
い
説
明
書
や
パ
ンフ
レ
ット
等
（
中
略
）
の
⽂
書
を交
付
して
懇
切
丁
寧
に
説
明
を
⾏
い
、

当
該
事
業
所
か
ら指
定
居
宅
サ
ー
ビス
の
提
供
を
受
け
る
こと
につ
き
同
意
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こと
とし
た
も
の
で
あ
る
。（
解
釈
通
知
よ
り抜
粋
）

（
指
導
内
容
）

○
重
要
事
項
説
明
書
等
の
書
⾯
に
第
三
者
評
価
の
実
施
状
況
が
掲
載
され
て
い
な
い
。

（
必
要
な
対
応
）

・第
三
者
評
価
の
実
施
の
無
い
場
合
は
、現
状
実
施
して
い
な
い
旨
を
掲
載
す
る
こと
。

参
考
︓
「⾼
齢
者
福
祉
サ
ー
ビス
事
業
所
等
に
お
け
る
第
三
者
評
価
の
実
施
に
係
る
留
意
事
項
に
つ
い
て
」

（
平
成

30
年
３
⽉

26
⽇
付
け
⽼
発
０
３
２
６
第
８
号
）

⼼
⾝
の
状
況
等
の
把
握

指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
は
、指
定
居
宅
サ
ー
ビス
の
提
供
に当
た
って
は
、利
⽤
者
に
係
る

居
宅
介
護
⽀
援
事
業
者
が
開
催
す
る
サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
等
を通
じて
、利
⽤
者
の
⼼
⾝

の
状
況
、そ
の
置
か
れ
て
い
る環
境
、他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビス
⼜
は
福
祉
サ
ー
ビス
の
利
⽤
状

況
等
の
把
握
に
努
め
な
け
れ
ば
な
らな
い
。

（
指
導
内
容
）

○
サ
ー
ビス
の
提
供
に
当
た
り、
サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
等
を通
じて
、利
⽤
者
の
⼼
⾝
の
状
況
、置
か
れ
て
い
る環
境
、他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビス
⼜
は

福
祉
サ
ー
ビス
等
に
つ
い
て
把
握
す
る
こと
。

（
必
要
な
対
応
）

・サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
の
記
録
を
作
成
し、
保
管
して
お
くこ
と。

【運
営
に
関
す
る
基
準
】

内
容
及
び
⼿
続
の
説
明
及

び
同
意

 27



指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
主
な
指
導
事
項

居
宅
サ
ー
ビス
共
通

項
⽬

⼤
阪
府
条
例
に
定
め
られ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
内
容
と必
要
な
対
応

居
宅
サ
ー
ビス
計
画
に
適

合
した
サ
ー
ビス
の
提
供

指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
は
、居
宅
サ
ー
ビス
計
画
が
作
成
され
て
い
る
場
合
は
、当
該
計

画
に
沿
った
指
定
居
宅
サ
ー
ビス
を
提
供
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。

（
指
導
内
容
）

居
宅
サ
ー
ビス
計
画
と異
な
る
⽇
時
に
サ
ー
ビス
を
提
供
す
る
こと
が
常
態
化
して
い
る
。

（
必
要
な
対
応
）

必
要
に
応
じ、
居
宅
介
護
⽀
援
事
業
所
と調
整
の
うえ
、居
宅
サ
ー
ビス
計
画
の
変
更
を
⾏
った
うえ
で
、居
宅
サ
ー
ビス
計
画
に
沿
った
サ
ー
ビス
提
供

を
⾏
うこ
と。

居
宅
サ
ー
ビス
計
画
等
の

変
更
の
援
助

指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
は
、利
⽤
者
が
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
の
変
更
を希
望
す
る
場
合

は
、当
該
利
⽤
者
に
係
る
居
宅
介
護
⽀
援
事
業
者
へ
の
連
絡
その
他
の
必
要
な
援
助
を
⾏
わ

な
け
れ
ば
な
らな
い
。

（
指
導
内
容
）

○
利
⽤
者
の
希
望
等
に
よ
り恒
常
的
に
利
⽤
時
間
等
が
変
更
され
て
い
る
状
況
で
、個
別
サ
ー
ビス
計
画
は
変
更
して
い
る
が
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
は

変
更
され
て
い
な
い
。

（
必
要
な
対
応
）

・個
別
サ
ー
ビス
計
画
の
変
更
が
必
要
な
場
合
、居
宅
介
護
⽀
援
事
業
所
へ
連
絡
し利
⽤
者
の
状
況
を
報
告
す
る
等
必
要
な
援
助
を
⾏
う。

サ
ー
ビス
の
提
供
の
記
録

指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
は
、指
定
居
宅
サ
ー
ビス
を
提
供
した
際
に
は
、提
供
した
具
体
的

な
サ
ー
ビス
の
内
容
等
を記
録
す
る
とと
も
に
、利
⽤
者
か
らの
申
出
が
あ
った
場
合
に
は
、⽂
書

の
交
付
その
他
適
切
な
⽅
法
に
よ
り、
その
情
報
を
利
⽤
者
に
対
して
提
供
しな
け
れ
ば
な
らな

い
。

（
指
導
内
容
）

〇
サ
ー
ビス
の
開
始
時
刻
・終
了
時
刻
が
、実
際
の
時
間
で
は
な
く、
個
別
サ
ー
ビス
計
画
に
位
置
付
け
られ
て
い
る標
準
的
な
時
間
とな
って
い
る
。

〇
利
⽤
者
の
⼼
⾝
の
状
況
の
記
録
が
な
い
、ま
た
は
、単
に
サ
ー
ビス
内
容
を
記
載
した
も
の
等
記
録
とし
て
不
⼗
分
な
も
の
とな
って
い
る
。

〇
記
録
の
作
成
を
して
お
らず
、そ
の
他
の
書
類
に
お
い
て
も
サ
ー
ビス
を
提
供
した
こと
が
確
認
で
きな
い
に
も
か
か
わ
らず
、介
護
報
酬
を
請
求
して
い

た
。
〇
実
施
した
サ
ー
ビス
の
具
体
的
な
内
容
が
記
載
（
⼊
⼒
）
され
て
い
な
か
った
。

〇
サ
ー
ビス
の
提
供
に
か
か
る記
録
は
、⽉
末
に
ま
とめ
て
記
載
す
る
の
で
は
な
く、
サ
ー
ビス
提
供
後
逐
次
記
載
す
る
こと
。

（
必
要
な
対
応
）

・ 
記
録
書
類
等
に
つ
い
て
は
消
す
こと
の
で
きな
い
筆
記
⽤
具
に
よ
り、
明
確
に
記
入
す
る
こと
。

・サ
ー
ビス
を
提
供
した
際
の
、提
供
⽇
、提
供
した
具
体
的
な
サ
ー
ビス
の
内
容
、利
⽤
者
の
⼼
⾝
の
状
況
、そ
の
他
必
要
な
事
項
（
サ
ー
ビス
提
供

者
の
⽒
名
な
ど）
を記
録
す
る
こと
。

・「
利
⽤
者
の
⼼
⾝
の
状
況
」の
記
録
内
容

　当
該
項
⽬
の
記
載
が
な
い
、ま
た
は
、単
に
サ
ー
ビス
内
容
を
記
載
した
も
の
等
記
録
とし
て
不
⼗
分
な
も
の
が
⾒
受
け
られ
る
の
で
、今
後
の
サ
ー
ビス

提
供
に
活
か
す
た
め
に
、利
⽤
者
の
⼼
⾝
の
状
況
に
つ
い
て
把
握
した
内
容
を
記
録
す
る
こと
。(
例

:「
咳
が
続
い
て
い
る」
「⾷
事
の
呑
み
込
み
が
悪
く

な
った
」「
体
調
が
よ
か
った
の
で
外
出
した
」)
等
、体
調
な
どの
変
化
に
も
注
意
した
記
載
内
容
とす
る
。

・ 
サ
ー
ビス
の
提
供
の
記
録
に
記
録
す
る
項
目

【訪
問
介
護
・訪
問
⼊
浴
（
予
防
）
・訪
問
看
護
（
予
防
）
等
】

サ
ー
ビス
提
供
⽇
、サ
ー
ビス
内
容
、利
⽤
者
の
⼼
⾝
の
状
況
、そ
の
他
必
要
な
事
項
（
提
供
者
の
⽒
名
等
）

【通
所
介
護
・通
所
リハ
ビリ
（
予
防
）
】

サ
ー
ビス
提
供
⽇
、サ
ー
ビス
内
容
、提
供
者
の
⽒
名
、送
迎
時
間
（
事
業
所
及
び
利
⽤
者
宅
の
発
着
時
間
）
、利
⽤
者
の
⼼
⾝
の
状
況
等

【福
祉
⽤
具
貸
与
（
予
防
）
・特
定
福
祉
⽤
具
販
売
（
予
防
）
】

訪
問
⽇
、貸
与
開
始
⽇
、終
了
⽇
、種
⽬
及
び
品
名
、利
⽤
者
の
⼼
⾝
の
状
況
、提
供
した
具
体
的
な
サ
ー
ビス
の
内
容
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
主
な
指
導
事
項

居
宅
サ
ー
ビス
共
通

項
⽬

⼤
阪
府
条
例
に
定
め
られ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
内
容
と必
要
な
対
応

利
⽤
料
等
の
受
領

法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビス
に
該
当
しな
い
サ
ー
ビス
を
提
供
した
際
に
その
利
⽤
者
か
ら⽀
払
い

を
受
け
る
利
⽤
料
の
額
と、
指
定
居
宅
サ
ー
ビス
費
⽤
基
準
額
との
間
に
不
合
理
な
差
額
が
⽣

じな
い
よう
に
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。

（
指
導
内
容
と必
要
な
対
応
）

○
介
護
保
険
給
付
の
対
象
とな
る
居
宅
サ
ー
ビス
と明
確
に
区
別
され
な
い
サ
ー
ビス
を
提
供
す
る
場
合
に
利
⽤
者
か
ら受
け
る
利
⽤
料
が
サ
ー
ビス
費

⽤
基
準
額
との
間
に
不
合
理
な
差
額
が
あ
る
た
め
是
正
す
る
こと
。

⾼
齢
者
虐
待
の
防
⽌

(⾼
齢
者
虐
待
の
防
⽌
、⾼
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
⽀
援
等
に
関
す
る
法
律
　抜
粋
）

第
⼆
⼗
条
　養
介
護
施
設
の
設
置
者
⼜
は
養
介
護
事
業
を
⾏
う者
は
、養
介
護
施
設
従
事

者
等
の
研
修
の
実
施
、当
該
養
介
護
施
設
に
⼊
所
し、
その
他
当
該
養
介
護
施
設
を
利
⽤

し、
⼜
は
当
該
養
介
護
事
業
に
係
る
サ
ー
ビス
の
提
供
を
受
け
る⾼
齢
者
及
び
その
家
族
か
らの

苦
情
の
処
理
の
体
制
の
整
備
その
他
の
養
介
護
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
⾼
齢
者
虐
待
の
防
⽌

等
の
た
め
の
措
置
を講
ず
る
も
の
とす
る
。

（
指
導
内
容
）

○
虐
待
と疑
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
⾒
受
け
られ
ても
対
応
して
い
な
い
。

〇
医
療
系
サ
ー
ビス
に
お
い
て
、必
要
な
⼿
続
き
の
な
い
ま
ま
ミト
ン等
を使
⽤
して
い
る
。

（
必
要
な
対
応
）

・事
業
者
は
従
業
者
に
対
して
研
修
の
機
会
を
提
供
す
る
な
ど⾼
齢
者
虐
待
の
防
⽌
に
関
す
る
取
組
み
を
⾏
うこ
と。

参
考
︓
⼤
阪
府
の
認
知
症
・⾼
齢
者
虐
待
防
⽌
関
連
サ
イト

   
   

   
「認
知
症
施
策
・⾼
齢
者
虐
待
防
⽌
」

   
   

   
ht

tp
s:

//
w

w
w

.p
re

f.o
sa

ka
.lg

.jp
/k

ai
go

sh
ie

n/
ni

nn
sh

is
ho

u-
gy

ak
ut

ai
/in

de
x.

ht
m

l
　　
　　
　h

tt
ps

:/
/w

w
w

.p
re

f.o
sa

ka
.lg

.jp
/k

ai
go

sh
ie

n/
ko

re
is

ha
gy

ak
ut

ai
/in

de
x.

ht
m

l
　　
　　
　「
⾝
体
拘
束
ゼ
ロへ
の
⼿
引
き
」「
大
阪
府
⾝
体
拘
束
ゼ
ロ推
進
標
準
マ
ニュ
ア
ル
」

   
   

   
ht

tp
s:

//
w

w
w

.p
re

f.o
sa

ka
.lg

.jp
/k

or
ei

sh
is

et
su

/k
yo

tu
in

fo
/s

in
ta

ik
ou

so
ku

.h
tm

l

領
収
証
の
発
⾏

指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
は
、法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビス
に
該
当
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビス

を
提
供
した
際
に
は
、そ
の
利
⽤
者
か
ら利
⽤
料
の
⼀
部
とし
て
、当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビス
に

係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビス
費
⽤
基
準
額
か
ら当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
に
⽀
払
わ
れ
る

居
宅
介
護
サ
ー
ビス
費
の
額
を
控
除
して
得
た
額
の
⽀
払
い
を
受
け
るも
の
とす
る
。

（
指
導
内
容
）

○
交
付
す
る
領
収
証
に
保
険
給
付
対
象
額
、そ
の
他
の
費
⽤
、医
療
費
控
除
対
象
額
を
区
分
して
記
載
し、
当
該
その
他
の
費
⽤
の
額
に
つ
い
て
は
そ

れ
ぞ
れ
個
別
の
費
⽤
ご
とに
区
分
して
記
載
して
い
な
い
。

○
医
療
費
控
除
対
象
額
に
含
ま
れ
な
い
額
を
記
載
して
い
る
。

○
医
療
費
控
除
額
を
記
載
して
い
な
い
。

〇
領
収
証
を
希
望
の
あ
った
者
の
み
交
付
して
い
る
。

（
必
要
な
対
応
）

・領
収
証
に
は
、医
療
費
控
除
額
を
記
載
す
る
こと
。

参
考
１
︓
「介
護
保
険
制
度
下
で
の
居
宅
サ
ー
ビス
等
の
対
価
に
係
る
医
療
費
控
除
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」

（
平
成

12
年

6⽉
1⽇
付
け
⽼
発
第

50
9号
・平
成

18
年

12
⽉

1⽇
事
務
連
絡
・平
成

22
年

1⽉
21
⽇
事
務
連
絡
・平
成

25
年

1⽉
25
⽇
事
務
連
絡
）

参
考
２
︓
国
税
庁

HP
　「

No
.1

12
7 
医
療
費
控
除
の
対
象
とな
る
介
護
保
険
制
度
下
で
の
居
宅
サ
ー
ビス
等
の
対
価
」

　　
　　
　　

ht
tp

s:
//

w
w

w
.n

ta
.g

o.
jp

/t
ax

es
/s

hi
ra

be
ru

/t
ax

an
sw

er
/s

ho
to

ku
/1

12
7.

ht
m

医
療
費
控
除
の
対
象
とな
りう
る
サ
ー
ビス
（
抜
粋
）

①
 医
療
系
サ
ー
ビス

(訪
問
看
護
等

)
②

 ケ
ア
プ
ラン
に
も
とづ
き
、①
の
サ
ー
ビス
ま
た
は
医
療
保
険
の
訪
問
看
護
と併
せ
て
利
⽤
して
い
る訪
問
・通
所
サ
ー
ビス
・短
期
⼊
所
⽣
活
介
護

　（
⽣
活
援
助
中
⼼
型
の
訪
問
介
護
を
除
く）

③
 介
護
福
祉
⼠
等
に
よ
る
喀
痰
吸
引
等
の
対
価
（
⾃
⼰
負
担
額
の
１
０
％
）

・希
望
の
あ
った
利
⽤
者
の
み
で
な
く、
す
べ
て
の
者
に
交
付
す
る
こと
。
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
主
な
指
導
事
項

居
宅
サ
ー
ビス
共
通

項
⽬

⼤
阪
府
条
例
に
定
め
られ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
内
容
と必
要
な
対
応

保
険
外
サ
ー
ビス

指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
は
、法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビス
に
該
当
しな
い
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
した
際
に
、そ
の
利
⽤
者
か
ら⽀
払
い
を
受
け
る
利
⽤
料
の
額
と、
当
該
指
定
居
宅

サ
ー
ビス
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビス
費
⽤
基
準
額
との
間
に
、不
合
理
な
差
額
が
⽣
じな
い
よ

うに
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。

（
指
導
内
容
）

○
介
護
保
険
サ
ー
ビス
と保
険
外
サ
ー
ビス
が
、同
じ運
営
規
程
等
で
定
め
られ
て
い
る
。

○
介
護
保
険
サ
ー
ビス
と保
険
外
サ
ー
ビス
の
会
計
が
区
分
され
て
い
な
い
。

（
必
要
な
対
応
）

・利
⽤
者
間
の
公
平
及
び
利
⽤
者
の
保
護
の
観
点
か
ら、
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビス
で
な
い
指
定
居
宅
サ
ー
ビス
を
提
供
した
際
に
、そ
の
利
⽤
者
か
ら

⽀
払
を
受
け
る
利
⽤
料
の
額
と、
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビス
で
あ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビス
に
係
る
費
⽤
の
額
の
間
に
、⼀
⽅
の
管
理
経
費
の
他
⽅
へ
の

転
嫁
等
に
よ
る
不
合
理
な
差
額
を
設
け
な
い
こと
。

な
お
、そ
も
そも
介
護
保
険
給
付
の
対
象
とな
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビス
の
次
の
よう
サ
ー
ビス
と明
確
に
区
分
され
る
サ
ー
ビス
に
つ
い
て
は
、次
の
よう
な
⽅

法
に
よ
り別
の
料
⾦
設
定
を
して
差
し⽀
え
な
い
。

イ　
利
⽤
者
に
、当
該
事
業
が
指
定
居
宅
サ
ー
ビス
の
事
業
とは
別
事
業
で
あ
り、
当
該
サ
ー
ビス
が
介
護
保
険
給
付
の
対
象
とな
らな
い
サ
ー
ビス
で
あ

る
こと
を
説
明
し、
理
解
を
得
る
こと
。

ロ　
当
該
事
業
の
⽬
的
、運
営
⽅
針
、利
⽤
料
等
が
、指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
所
の
運
営
規
程
とは
別
に
定
め
られ
て
い
る
こと
。

ハ
　会
計
が
指
定
居
宅
サ
ー
ビス
の
事
業
の
会
計
と区
分
され
て
い
る
こと
。

参
考
︓
「指
定
居
宅
サ
ー
ビス
等
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビス
等
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
」（
平
成

11
年
９
⽉

17
⽇
付
け
⽼
企
第

25
号
抜

粋
）
・介
護
保
険
サ
ー
ビス
と保
険
外
サ
ー
ビス
を同
時
⼀
体
的
に
提
供
す
る
こと
や
、特
定
の
介
護
職
員
に
よ
る
介
護
サ
ー
ビス
を
受
け
る
た
め
の
指
名
料

や
、繁
忙
期
・繁
忙
時
間
帯
に
介
護
サ
ー
ビス
を
受
け
る
た
め
の
時
間
指
定
料
とし
て
利
⽤
者
の
⾃
費
負
担
に
よ
る
上
乗
せ
料
⾦
を
徴
収
す
る
こと
に
つ

い
て
は
、単
に
⽣
活
⽀
援
の
利
便
性
の
観
点
か
ら、
⾃
⽴
⽀
援
・重
度
化
防
⽌
とい
う介
護
保
険
の
⽬
的
に
そぐ
わ
な
い
サ
ー
ビス
の
提
供
を助
⻑
す
る

お
それ
が
あ
る
こと
や
、家
族
へ
の
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビス
を⽬
的
とし
て
介
護
保
険
を
利
⽤
しよ
うと
す
る
な
ど、
利
⽤
者
本
⼈
の
ニー
ズ
に
か
か
わ
らず
家
族

の
意
向
に
よっ
て
サ
ー
ビス
提
供
が
左
右
され
る
お
それ
が
あ
る
こと
、指
名
料
・時
間
指
定
料
を
⽀
払
え
る
利
⽤
者
へ
の
サ
ー
ビス
提
供
が
優
先
され
、社

会
保
険
制
度
とし
て
求
め
られ
る
公
平
性
を
確
保
で
きな
くな
る
お
それ
が
あ
る
こと
等
が
指
摘
され
て
お
り、
認
め
て
い
な
い
。

参
考
︓
「介
護
保
険
サ
ー
ビス
と保
険
外
サ
ー
ビス
を
組
み
合
わ
せ
て
提
供
す
る
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」介
護
保
険
最
新
情
報

Vo
l.6

78
（
平
成

30
年

9⽉
28
⽇
）
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
主
な
指
導
事
項

居
宅
サ
ー
ビス
共
通

項
⽬

⼤
阪
府
条
例
に
定
め
られ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
内
容
と必
要
な
対
応

指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
は
、利
⽤
者
に
対
し適
切
な
指
定
居
宅
サ
ー
ビス
を
提
供
で
きる
よ

う、
指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
所
ご
とに
、従
業
員
等
の
勤
務
の
体
制
を
整
備
して
お
か
な
け
れ

ば
な
らな
い
。

（
指
導
内
容
）

○
介
護
保
険
法
の
基
準
に
お
け
る
常
勤
の
考
え
⽅
を
誤
って
理
解
して
い
る
為
、⼈
員
基
準
を
満
た
して
い
な
か
った
。

○
翌
⽉
の
勤
務
表
が
前
⽉
末
まで
に
作
成
され
て
い
な
い
。

○
勤
務
表
が
事
業
所
ご
とに
作
成
され
て
い
な
い
。

○
勤
務
表
に
従
業
者
の
⽇
々
の
勤
務
時
間
、常
勤
・⾮
常
勤
の
別
、職
種
、兼
務
関
係
な
どが
明
記
され
て
い
な
い
。

○
⾮
常
勤
職
員
（
登
録
型
の
訪
問
介
護
員
を
含
む
。）
に
つ
い
て
勤
務
予
定
の
管
理
を
⾏
って
い
な
い
。

（
必
要
な
対
応
）

・常
勤
とは
当
該
事
業
所
に
お
け
る
勤
務
時
間
が
、当
該
事
業
所
に
お
い
て
定
め
られ
て
い
る常
勤
の
従
業
者
が
勤
務
す
べ
き
時
間
数
（

32
時
間
を
下

回
る
場
合
は

32
時
間
を
基
本
とす
る
。）
に
達
して
い
る
こと
を
い
う。

【勤
務
表
に
つ
い
て
】

・ 
管
理
者
を含
む
全
て
の
従
業
者
を記
載
し、
事
業
所
ご
と、
原
則
とし
て
⽉
ご
とに
作
成
す
る
こと
。

・ 
介
護
保
険
外
サ
ー
ビス
に
従
事
した
時
間
が
分
か
る
よう
に
区
別
す
る
こと
。

・ 
従
業
者
の
⽇
々
の
勤
務
時
間
、職
務
の
内
容
、常
勤
・⾮
常
勤
の
別
、管
理
者
との
兼
務
関
係
、サ
ー
ビス
提
供
責
任
者
で
あ
る
旨
等
を
明
確
に
す

る
こと
。な
お
、登
録
型
の
訪
問
介
護
員
等
に
つ
い
て
は
、確
実
に
勤
務
で
きる
も
の
とし
て
管
理
者
が
把
握
して
い
る
時
間
を
明
記
す
る
こと
。

・ 
法
⼈
代
表
、役
員
が
管
理
者
、サ
ー
ビス
提
供
責
任
者
等
の
常
勤
従
業
者
とな
リ雇
⽤
契
約
が
必
要
とさ
れ
な
い
場
合
で
あ
って
も
、勤
務
時
間
、

職
務
の
内
容
等
を明
確
に
す
る
こと
。

指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
は
、指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
所
ご
とに
、当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

ス
事
業
所
の
従
業
員
等
に
よっ
て
指
定
居
宅
サ
ー
ビス
を
提
供
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。

（
指
導
内
容
）

○
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
の
訪
問
介
護
員
以
外
の
者
が
指
定
訪
問
介
護
を
提
供
して
い
る
。

○
雇
⽤
契
約
書
も
しく
は
労
働
条
件
通
知
書
等
に
よ
り当
該
事
業
所
管
理
者
の
指
揮
命
令
下
に
あ
る
こと
及
び
職
務
の
内
容
が
明
確
に
され
て
い
な

い
。

（
必
要
な
対
応
）

・ 
常
勤
・⾮
常
勤
を
問
わ
ず
、従
業
者
に
労
働
条
件
（
雇
⽤
期
間
、就
業
場
所
、従
事
す
る
業
務
（
兼
務
の
職
務
）
、勤
務
時
間
等
）
を
書
⾯
で

⽰
す
こと
。（
労
働
条
件
通
知
書
・雇
⽤
契
約
書
等
を作
成
し、
交
付
す
る
）

指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
は
、従
業
員
等
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、そ
の
研
修
の
機
会
を

確
保
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。

（
指
導
内
容
）

○
従
業
員
等
の
資
質
向
上
に
関
す
る
研
修
の
機
会
が
確
保
され
て
い
な
い
。

○
研
修
（
内
部
、外
部
を
含
む
）
の
実
施
記
録
等
が
保
存
され
て
い
な
い
。

（
必
要
な
対
応
）

・前
年
末
に
翌
年
度
の
年
間
計
画
を⽴
て
る
な
ど計
画
的
に
研
修
を
⾏
うこ
と。

・外
部
研
修
へ
参
加
しそ
の
内
容
に
つ
い
て
伝
達
研
修
を
⾏
うな
ど、
従
業
員
の
資
質
の
向
上
に
取
り組
む
こと
。

・研
修
実
施
後
は
資
料
等
も
含
め
、記
録
を
残
す
こと
。

勤
務
体
制
の
確
保
等
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
主
な
指
導
事
項

居
宅
サ
ー
ビス
共
通

項
⽬

⼤
阪
府
条
例
に
定
め
られ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
内
容
と必
要
な
対
応

業
務
継
続
計
画
の
策
定

等
事
業
者
は
、感
染
症
⼜
は
⾮
常
災
害
の
発
⽣
時
に
お
い
て
、利
⽤
者
に
対
す
る
指
定
訪
問
介

護
の
提
供
を継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
及
び
⾮
常
時
の
体
制
で
早
期
の
業
務
再
開
を図
る
た
め

の
計
画

(以
下
「業
務
継
続
計
画
」と
い
う。

)を
策
定
し、
当
該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要

な
措
置
を講
じな
け
れ
ば
な
らな
い
。

2　
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、訪
問
介
護
員
等
に
対
し、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知

す
る
とと
も
に
、必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
しな
け
れ
ば
な
らな
い

3　
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
⾒
直
しを
⾏
い
、必
要
に
応
じ

て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
⾏
うも
の
とす
る
。

（
指
導
内
容
）

〇
⾃
治
体
が
発
⾏
して
い
る
テ
ンプ
レ
ー
トを
編
集
せ
ず
、そ
の
ま
まを
印
刷
し、
保
存
して
い
る
の
み
で
あ
った
。

○
業
務
継
続
計
画
は
策
定
され
て
い
る
が
、研
修
及
び
訓
練
が
実
施
され
て
い
な
か
った
。

（
必
要
な
対
応
）

・緊
急
時
に
は
それ
を
⾒
て
⾏
動
出
来
る
よ
う、
その
事
業
所
の
具
体
的
な
内
容
（
利
⽤
者
の
安
否
確
認
リス
トや
従
業
員
の
勤
務
体
制
な
ど）
が
反

映
され
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
らな
い
。早
急
に
措
置
を講
じる
こと
。

・定
期
的
に
研
修
及
び
訓
練
を
⾏
うこ
と。

衛
⽣
管
理
等

指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
は
、従
業
員
等
の
清
潔
の
保
持
及
び
健
康
状
態
に
つ
い
て
、必
要

な
管
理
を
⾏
わ
な
け
れ
ば
な
らな
い
。

（
指
導
内
容
）

○
管
理
者
が
従
業
者
の
健
康
診
断
の
結
果
を
把
握
す
る
等
の
管
理
を
⾏
って
い
な
い
。

○
感
染
症
予
防
マ
ニュ
ア
ル
を
整
備
し、
従
業
者
に
周
知
す
る
な
ど、
従
業
員
が
感
染
源
とな
らな
い
た
め
の
措
置
が
とら
れ
て
い
な
い
。

○
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
（
通
所
系
サ
ー
ビス
・施
設
系
サ
ー
ビス
）
が
事
業
所
内
で
の
⾷
中
毒
及
び
感
染
症
の
発
⽣
を
防
⽌
す
る
た
め
の
措
置
を
とっ

て
い
な
い
。

（
必
要
な
対
応
）

・雇
⽤
形
態
、勤
務
時
間
に
関
わ
らず
す
べ
て
の
従
業
員
等
の
健
康
状
態
に
つ
い
て
管
理
を
⾏
うこ
と。

・深
夜
業
を1
週
に

1回
以
上
ま
た
は

1⽉
に

4回
以
上
⾏
う従
業
員
等
に
つ
い
て
は

6か
⽉
以
内
ご
とに
１
回
健
康
診
断
を
実
施
す
る
こと
。

感
染
症
の
発
生
・ま
ん
延

防
⽌
の
た
め
の
取
り組
み

事
業
者
は
、当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
い
て
感
染
症
が
発
⽣
し、
⼜
は
ま
ん
延
しな
い

よ
うに
、次
に
掲
げ
る
措
置
を講
じな
け
れ
ば
な
らな
い
。

⼀
　当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
け
る
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
⽌
の
た
め
の

対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
お
お
む
ね
六
⽉
に
⼀
回
以
上
開
催
す
る
とと
も
に
、そ
の
結
果
に
つ

い
て
、訪
問
介
護
員
等
に
周
知
徹
底
を
図
る
こと
。

⼆
　当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
け
る
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
⽌
の
た
め
の

指
針
を
整
備
す
る
こと
。

三
　当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、訪
問
介
護
員
等
に
対
し、
感
染
症
の
予
防
及

び
ま
ん
延
の
防
⽌
の
た
め
の
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こと
。

（
指
導
内
容
）

〇
委
員
会
が
六
⽉
に
⼀
回
程
度
開
催
され
て
い
な
か
った
。

〇
指
針
が
整
備
され
て
い
な
か
った
。

〇
研
修
及
び
訓
練
が
定
期
的
に
実
施
され
て
い
な
か
った
。

（
必
要
な
対
応
）

・実
施
され
て
な
か
った
事
項
に
つ
い
て
、早
急
に
措
置
を講
じる
こと
。
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
主
な
指
導
事
項

居
宅
サ
ー
ビス
共
通

項
⽬

⼤
阪
府
条
例
に
定
め
られ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
内
容
と必
要
な
対
応

秘
密
保
持
等

・指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
所
の
従
業
者
は
、正
当
な
理
由
が
な
く、
その
業
務
上
知
り得
た
利

⽤
者
⼜
は
その
家
族
の
秘
密
を
漏
らし
て
は
な
らな
い
。

・指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
は
、当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
所
の
従
業
者
で
あ
った
者

が
、正
当
な
理
由
が
な
く、
その
業
務
上
知
り得
た
利
⽤
者
⼜
は
その
家
族
の
秘
密
を
漏
らす
こ

とが
な
い
よう
、必
要
な
措
置
を講
じな
け
れ
ば
な
らな
い
。

・指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
は
、サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
等
に
お
い
て
、利
⽤
者
の
個
⼈
情
報

を
⽤
い
る
場
合
は
利
⽤
者
の
同
意
を
、利
⽤
者
の
家
族
の
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
は
当
該

家
族
の
同
意
を
、あ
らか
じめ
⽂
書
に
よ
り得
て
お
か
な
け
れ
ば
な
らな
い
。

（
指
導
内
容
）

【従
業
者
の
秘
密
保
持
に
つ
い
て
】

○
従
業
者
の
在
職
中
及
び
退
職
後
に
お
け
る
、利
⽤
者
及
び
その
家
族
の
個
⼈
情
報
に
関
す
る
秘
密
保
持
に
つ
い
て
、事
業
者
と従
業
者
間
の
雇
⽤

契
約
、就
業
規
則
、労
働
条
件
通
知
書
、誓
約
書
等
で
取
り決
め
が
⾏
わ
れ
て
い
な
い
。

○
取
り決
め
が
⾏
わ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
って
も
、秘
密
保
持
の
対
象
が
、「
利
⽤
者
及
び
利
⽤
者
の
家
族
の
個
⼈
情
報
」で
あ
る
こと
が
明
確
に
な
って

い
な
い
。

【個
⼈
情
報
の
使
⽤
同
意
に
つ
い
て
】

○
サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
等
に
お
い
て
、利
⽤
者
及
び
その
家
族
の
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
つ
い
て
、そ
れ
ぞ
れ
か
ら⽂
書
に
よ
る
同
意
が
得
られ
て

い
な
い
。

【個
⼈
情
報
の
取
扱
い
の
徹
底
に
つ
い
て
】

〇
運
営
規
程
や
重
要
事
項
説
明
書
に
、平
成

29
年

5⽉
29
⽇
に
廃
⽌
され
た
「医
療
・介
護
関
係
事
業
者
に
お
け
る
個
⼈
情
報
の
適
切
な
取
り扱

い
の
た
め
の
ガ
イド
ライ
ン」
が
引
⽤
され
て
い
る
。

（
必
要
な
対
応
）

・新
た
に
作
成
され
平
成

29
年

5⽉
30
⽇
か
ら適
⽤
され
て
い
る
「医
療
・介
護
関
係
事
業
者
に
お
け
る
個
⼈
情
報
の
適
切
な
取
扱
い
の
た
め
の
ガ
イダ

ンス
」に
修
正
す
る
こと
。

・家
族
の
個
⼈
情
報
を
使
⽤
す
る
場
合
は
、利
⽤
者
だ
け
で
な
く家
族
に
つ
い
て
も
記
名
で
きる
様
式
に
して
お
くこ
と。
必
要
最
⼩
限
の
個
⼈
情
報
を
得

る
よ
うに
す
る
こと
。

苦
情
処
理

 ・
指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
は
、提
供
した
指
定
居
宅
サ
ー
ビス
に係
る
利
⽤
者
及
び
その

家
族
か
らの
苦
情
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
、苦
情
を
受
け
付
け
る
た
め
の
窓
⼝
を

設
置
す
る
等
の
必
要
な
措
置
を講
じな
け
れ
ば
な
らな
い
。

・指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
は
、前
項
の
苦
情
を
受
け
付
け
た
場
合
に
は
、当
該
苦
情
の
内

容
等
を記
録
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。

（
指
導
内
容
）

○
苦
情
の
内
容
が
記
録
され
て
い
な
い
、⼜
は
その
様
式
や
記
録
が
整
備
され
て
い
な
い
。

○
苦
情
の
内
容
を
踏
ま
え
、サ
ー
ビス
の
質
の
向
上
に
向
け
た
取
り組
み
を
⾏
って
い
な
い
。

○
苦
情
記
録
に
「そ
の
後
の
経
過
」「
原
因
の
分
析
」「
再
発
防
⽌
の
た
め
の
取
組
み
」の
記
録
が
され
て
い
な
い
。

（
必
要
な
対
応
）

 
組
織
とし
て
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
す
る
た
め
、苦
情
の
内
容
等
を記
録
す
る
た
め
の
様
式
を
整
備
し、
苦
情
の
内
容
等
を記
録
す
る
こと
。

・相
談
や
要
望
な
どに
つ
い
て
も
記
録
し、
苦
情
に
つ
な
が
らな
い
よう
に
対
策
す
る
こと
。

 
苦
情
（
相
談
・要
望
を
含
む
）
が
サ
ー
ビス
の
質
の
向
上
を
図
る
上
で
重
要
な
情
報
で
あ
る
との
認
識
に
⽴
ち
、苦
情
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、サ
ー
ビス

の
質
の
向
上
に
向
け
た
取
組
み
を
⾃
ら⾏
うこ
と。
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
主
な
指
導
事
項

居
宅
サ
ー
ビス
共
通

項
⽬

⼤
阪
府
条
例
に
定
め
られ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
内
容
と必
要
な
対
応

事
故
発
生
時
の
対
応

・指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
は
、利
⽤
者
に
対
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビス
の
提
供
に
よ
り事
故

が
発
⽣
した
場
合
は
、市
町
村
、当
該
利
⽤
者
の
家
族
、当
該
利
⽤
者
に
係
る
居
宅
介
護
⽀

援
事
業
者
等
に
連
絡
を
⾏
うと
とも
に
、必
要
な
措
置
を講
じな
け
れ
ば
な
らな
い
。

・指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
は
、前
項
の
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
⾏
った
処
置
に
つ

い
て
記
録
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。

（
指
導
内
容
）

○
事
故
・ひ
や
りは
っと
事
例
報
告
が
記
録
され
て
い
な
い
。

○
事
故
・ひ
や
りは
っと
に
関
す
る
記
録
の
整
備
（
処
理
簿
、台
帳
の
作
成
等
）
が
され
て
い
な
い
。

○
事
故
記
録
等
に
「そ
の
後
の
経
過
」、
「原
因
の
分
析
」、
「再
発
防
⽌
の
た
め
の
取
組
み
」が
記
録
され
て
お
らず
、ま
た
「再
発
防
⽌
の
た
め
の
取
組

み
」が
⾏
わ
れ
て
い
な
い
。

○
報
告
す
べ
き
事
故
に
つ
い
て
市
町
村
等
に
報
告
して
い
な
い
。

（
必
要
な
対
応
）

・事
故
の
状
況
等
に
よっ
て
は
、各
市
町
村
の
取
扱
い
に
応
じて
市
町
村
等
へ
の
報
告
を
⾏
うこ
と。

・事
故
が
⽣
じた
際
に
は
、そ
の
原
因
を
解
明
し再
発
防
⽌
の
対
策
を
講
じる
こと
。

・事
故
・ひ
や
りは
っと
事
例
発
⽣
時
の
状
況
及
び
これ
らに
際
して
採
った
処
置
等
に
つ
い
て
事
業
所
内
で
共
有
を
⾏
うこ
と。

会
計
の
区
分

指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
は
、指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
所
ご
とに
経
理
を
区
分
す
る
とと
も

に
、指
定
居
宅
サ
ー
ビス
の
事
業
の
会
計
とそ
の
他
の
事
業
の
会
計
を
区
分
しな
け
れ
ば
な
らな

い
。

（
指
導
内
容
）

○
各
介
護
保
険
サ
ー
ビス
事
業
ご
と及
び
他
の
事
業
の
経
理
・会
計
が
区
分
され
て
い
な
い
。（
訪
問
介
護
と障
害
福
祉
サ
ー
ビス
、訪
問
介
護
と有

料
⽼
⼈
ホ
ー
ム
等
）

（
必
要
な
対
応
）

・⼈
件
費
、事
務
的
経
費
等
に
つ
い
て
も
按
分
す
る
な
どの
⽅
法
に
よ
り、
それ
ぞ
れ
の
事
業
ご
とに
会
計
を
区
分
す
る
こと
。

参
照
︓
「介
護
保
険
の
給
付
対
象
事
業
に
お
け
る
会
計
の
区
分
に
つ
い
て
」（

H1
3.

3.
28

  　
⽼
振
発
第
１
８
号
）

【報
酬
に
関
す
る
基
準
】

⾼
齢
者
虐
待
防
⽌
措
置

未
実
施
減
算
に
つ
い
て

事
業
者
は
、虐
待
の
発
⽣
及
び
その
再
発
を
防
⽌
す
る
た
め
、次
に
掲
げ
る
措
置
を講
じな
け
れ

ば
な
らな
い
。

⼀
　当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
け
る
虐
待
の
防
⽌
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員

会
を
定
期
的
に
開
催
す
る
とと
も
に
、そ
の
結
果
に
つ
い
て
、訪
問
介
護
員
等
に
周
知
徹
底
を
図

る
こと
。

⼆
　当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
け
る
虐
待
の
防
⽌
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こと
。

三
　当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、訪
問
介
護
員
等
に
対
し、
虐
待
の
防
⽌
の
た
め

の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こと
。

四
　前
三
号
に
掲
げ
る
措
置
を適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
くこ
と。

（
指
導
内
容
）

○
講
じる
べ
き
措
置
が
、⾏
わ
れ
て
い
な
か
った
。

（
必
要
な
対
応
）

・改
善
計
画
お
よ
び
介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
に
関
す
る
届
出
の
⾼
齢
者
虐
待
防
⽌
未
実
施
減
算
の
項
⽬
を
「減
算
型
」と
して
府
に
届
け

出
をす
る
こと
。

ま
た
、事
実
が
⽣
じた
⽉
か
ら3
か
⽉
後
に
改
善
計
画
に
基
づ
く改
善
状
況
を
作
成
し、
府
に
報
告
す
る
こと
。
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
主
な
指
導
事
項

項
⽬

⼤
阪
府
条
例
に
定
め
られ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
内
容
と必
要
な
対
応

訪
問
介
護

【⼈
員
に
関
す
る
基
準
】

 指
定
訪
問
介
護
の
事
業
を
⾏
う者
が
当
該
事
業
を
⾏
う事
業
所
ご
とに
置
くべ
き訪
問
介
護
員
等
（
指

定
訪
問
介
護
の
提
供
に
当
た
る
介
護
福
祉
⼠
⼜
は
法
第
⼋
条
第
⼆
項

 に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者

を
い
う。
以
下
この
節
か
ら第
四
節
まで
に
お
い
て
同
じ。
）
の
員
数
は
、常
勤
換
算
⽅
法
で
、2

.5
以
上
と

す
る
。

（
指
導
内
容
）

○
訪
問
介
護
員
等
が
常
勤
換
算
⽅
法
で
、2

.5
以
上
確
保
され
て
い
な
い
。

○
勤
務
表
上
に
お
け
る
登
録
訪
問
介
護
員
の
勤
務
時
間
数
と実
態
が
乖
離
して
い
る
。

（
必
要
な
対
応
）

・登
録
訪
問
介
護
員
等
に
よ
る
サ
ー
ビス
提
供
の
実
績
が
あ
る
事
業
所
に
つ
い
て
は
、登
録
訪
問
介
護
員
等
１
⼈
当
た
りの
勤
務
時
間
数
は
、当
該
事
業

所
の
登
録
訪
問
介
護
員
等
の
前
年
度
の
週
当
た
りの
平
均
稼
働
時
間
（
サ
ー
ビス
提
供
時
間
及
び
移
動
時
間
を
い
う）
に
よ
り、
常
勤
換
算
す
る
こと
。

・登
録
訪
問
介
護
員
等
に
よ
る
サ
ー
ビス
提
供
の
実
績
が
な
い
事
業
所
、⼜
は
極
め
て
短
期
の
実
績
しか
な
い
等
の
た
め
前
年
度
の
稼
働
実
績
に
よっ
て
、勤

務
延
時
間
数
の
算
定
を
⾏
うこ
とが
適
当
で
な
い
と認
め
られ
る
事
業
所
に
つ
い
て
は
、当
該
登
録
訪
問
介
護
員
等
が
確
実
に
稼
働
で
きる
も
の
とし
て
勤
務

表
に
明
記
され
て
い
る
時
間
の
み
を勤
務
延
時
間
数
に
算
⼊
す
る
こと
。な
お
、こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、勤
務
表
上
の
勤
務
時
間
数
は
、サ
ー
ビス
提
供
の
実

態
に
即
した
も
の
で
な
け
れ
ば
な
らな
い
た
め
、勤
務
表
上
の
勤
務
時
間
と実
態
が
乖
離
して
い
る
と認
め
られ
る
場
合
に
は
、勤
務
表
上
の
勤
務
時
間
の
適

正
化
の
指
導
対
象
とな
る
。

【訪
問
介
護
計
画
の
作
成
】

サ
ー
ビス
提
供
責
任
者
は
、利
⽤
者
の
⽇
常
⽣
活
全
般
の
状
況
及
び
希
望
を踏
まえ
て
、指
定
訪
問
介
護

の
⽬
標
、当
該
⽬
標
を達
成
す
る
た
め
の
具
体
的
な
サ
ー
ビス
の
内
容
等
を記
載
した
訪
問
介
護
計
画
を

作
成
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。

（
指
導
内
容
）

○
訪
問
介
護
計
画
が
作
成
され
て
い
な
い
。

○
訪
問
介
護
計
画
に
訪
問
介
護
の
⽬
標
、当
該
⽬
標
を達
成
す
る
た
め
の
具
体
的
な
サ
ー
ビス
の
内
容
が
記
載
され
て
い
な
い
。

○
訪
問
介
護
計
画
の
訪
問
介
護
の
⽬
標
が
利
⽤
者
の
た
め
の
⽬
標
とな
って
い
な
い
。

○
不
定
期
な
サ
ー
ビス
（
通
院
介
助
等
）
が
未
記
載
、ま
た
は
不
⼗
分
な
記
載
とな
って
い
る
。

〇
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
に
照
らし
訪
問
介
護
計
画
の
内
容
・時
間
が
異
な
る
。

〇
利
⽤
者
の
状
況
等
を踏
まえ
、訪
問
介
護
計
画
を
⾒
直
す
こと
が
⾏
わ
れ
て
い
な
い
。

（
必
要
な
対
応
）

・ 
サ
ー
ビス
提
供
責
任
者
は
、利
⽤
者
の
状
況
を把
握
・分
析
し、
訪
問
介
護
の
提
供
に
よっ
て
、解
決
す
べ
き問
題
状
況
を明
らか
に
した
上
で
（
ア
セ
ス
メ

ント
）
、援
助
の
⽅
向
性
や
⽬
標
を明
確
に
し、
提
供
す
る
サ
ー
ビス
の
具
体
的
内
容
、所
要
時
間
、⽇
程
等
を明
らか
に
した
訪
問
介
護
計
画
を作
成
す
る

こと
。

・サ
ー
ビス
内
容
や
提
供
時
間
の
実
態
が
、居
宅
サ
ー
ビス
計
画
と異
な
る
こと
が
常
態
化
して
い
る
場
合
は
居
宅
介
護
⽀
援
事
業
所
と調
整
の
上
、計
画
の

変
更
を
⾏
うこ
と。

２
　 
訪
問
介
護
計
画
は
、既
に
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
が
作
成
され
て
い
る
場
合
は
、当
該
計
画
の
内
容
に

沿
って
作
成
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。

（
指
導
内
容
）

○
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
に
基
づ
か
な
い
サ
ー
ビス
を位
置
づ
け
て
い
る
、⼜
は
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
に
位
置
づ
け
て
い
る
サ
ー
ビス
を位
置
付
け
て
い
な
い
。

○
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
が
変
更
され
て
い
る
に
も
か
か
わ
らず
、訪
問
介
護
計
画
が
変
更
され
て
い
な
い
。

（
必
要
な
対
応
）

・ 
訪
問
介
護
計
画
は
、居
宅
サ
ー
ビス
計
画
の
内
容
に
沿
った
も
の
に
す
る
こと
。

３
　サ
ー
ビス
提
供
責
任
者
は
、訪
問
介
護
計
画
の
作
成
に
当
た
って
は
、そ
の
内
容
に
つ
い
て
利
⽤
者
⼜

は
その
家
族
に
対
して
説
明
し、
利
⽤
者
の
同
意
を得
な
け
れ
ば
な
らな
い
。

（
指
導
内
容
）

○
訪
問
介
護
計
画
を
利
⽤
者
⼜
は
その
家
族
に
説
明
の
うえ
、利
⽤
者
の
同
意
を得
て
い
な
い
。

○
利
⽤
者
の
同
意
・交
付
⽇
が
サ
ー
ビス
提
供
後
に
な
って
い
る
。

（
必
要
な
対
応
）

・ 
訪
問
介
護
計
画
の
作
成
に
あ
た
って
は
、そ
の
内
容
に
つ
い
て
利
⽤
者
⼜
は
その
家
族
に
対
して
説
明
し、
利
⽤
者
の
同
意
を得
る
こと
。

居
宅
サ
ー
ビス
別

訪
問
介
護

【運
営
に
関
す
る
基
準
】

訪
問
介
護

【運
営
に
関
す
る
基
準
・訪
問

介
護
計
画
の
作
成
続
き
】
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
主
な
指
導
事
項

項
⽬

⼤
阪
府
条
例
に
定
め
られ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
内
容
と必
要
な
対
応

居
宅
サ
ー
ビス
別

４
　サ
ー
ビス
提
供
責
任
者
は
、訪
問
介
護
計
画
を作
成
した
際
に
は
、当
該
訪
問
介
護
計
画
を
利
⽤
者

に
交
付
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。

（
指
導
内
容
）

○
訪
問
介
護
計
画
を
、利
⽤
者
に
交
付
して
い
な
い
。

（
必
要
な
対
応
）

・ 
作
成
した
訪
問
介
護
計
画
は
利
⽤
者
に
交
付
す
る
こと
。

５
　サ
ー
ビス
提
供
責
任
者
は
、訪
問
介
護
計
画
の
作
成
後
、当
該
訪
問
介
護
計
画
の
実
施
状
況
の
把

握
を
⾏
い
、必
要
に
応
じて
当
該
訪
問
介
護
計
画
の
変
更
を
⾏
うも
の
とす
る
。

（
指
導
内
容
）

〇
突
発
的
に
サ
ー
ビス
提
供
を
⾏
った
際
に
訪
問
介
護
計
画
の
変
更
が
⾏
わ
れ
て
い
な
い
。

〇
利
⽤
者
の
状
態
の
変
化
等
に
よ
り追
加
的
な
サ
ー
ビス
を
⾏
って
い
る
に
も
か
か
わ
らず
訪
問
介
護
計
画
の
変
更
が
され
て
い
な
い
。

〇
⽬
標
に
対
す
る
達
成
度
が
確
認
で
きな
い
。

（
必
要
な
対
応
）

・訪
問
介
護
計
画
に
位
置
づ
け
の
な
い
突
発
的
な
サ
ー
ビス
提
供
に
つ
い
て
介
護
報
酬
の
算
定
をす
る
場
合
に
は
介
護
⽀
援
専
⾨
員
が
必
要
と認
め
る
範
囲

に
お
い
て
、訪
問
介
護
計
画
に
つ
い
て
必
要
な
変
更
を
⾏
うこ
と。

・ 
サ
ー
ビス
提
供
責
任
者
は
訪
問
介
護
計
画
の
実
施
状
況
の
把
握
を
⾏
い
、利
⽤
者
の
状
態
の
変
化
等
に
よ
り、
追
加
的
な
サ
ー
ビス
が
必
要
に
な
った
場

合
や
サ
ー
ビス
内
容
に
変
更
が
⽣
じた
場
合
は
、当
該
状
況
を
居
宅
介
護
⽀
援
事
業
者
へ
情
報
提
供
し、
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
の
変
更
の
提
案
を
⾏
い
、

変
更
後
の
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
に
基
づ
き訪
問
介
護
計
画
の
変
更
を
⾏
うこ
と。

・⽬
標
に
対
す
る
達
成
状
況
を記
載
す
る
欄
を設
け
る
等
、達
成
の
状
況
が
わ
か
る
よう
に
す
る
こと
。

訪
問
介
護

【介
護
報
酬
の
算
定
及
び
取

扱
い
】

【初
回
加
算
】

指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、新
規
に
訪
問
介
護
計
画
を作
成
した
利
⽤
者
に
対
して
、サ
ー
ビス

提
供
責
任
者
が
初
回
若
しく
は
初
回
の
指
定
訪
問
介
護
を
⾏
った
⽇
の
属
す
る
⽉
に
指
定
訪
問
介
護
を

⾏
った
場
合
⼜
は
当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
その
他
の
訪
問
介
護
員
等
が
初
回
若
しく
は
初
回
の
指

定
訪
問
介
護
を
⾏
った
⽇
の
属
す
る
⽉
に
指
定
訪
問
介
護
を
⾏
った
際
に
サ
ー
ビス
提
供
責
任
者
が
同
⾏

した
場
合
は
、１
⽉
に
つ
き所
定
単
位
数
を加
算
す
る
。

（
指
導
内
容
）

〇
初
回
加
算
を算
定
して
い
る
が
、サ
ー
ビス
提
供
責
任
者
の
同
⾏
が
確
認
で
きな
か
った
。

（
必
要
な
対
応
）

・加
算
を算
定
す
る
場
合
は
、要
件
を確
認
した
うえ
で
適
切
に
対
応
す
る
こと
。該
当
加
算
分
に
つ
い
て
保
険
者
と調
整
の
上
、⾃
主
返
還
す
る
こと
。

【報
酬
に
関
す
る
基
準
】

同
⼀
敷
地
内
建
物
減
算

指
定
訪
問
介
護
を
⾏
うに
あ
た
り、
下
記
①
〜
④
に
該
当
す
る
場
合
、減
算
を
⾏
う。

①
事
業
所
と同
⼀
敷
地
内
⼜
は
隣
接
す
る
敷
地
内
に
所
在
す
る
建
物
に
居
住
す
る
者
（
②
及
び
④
に
該

当
す
る
場
合
を除
く）
【1

0％
減
算
】

②
上
記
の
建
物
の
うち
、当
該
建
物
に
居
住
す
る
利
⽤
者
の
⼈
数
が
１
⽉
あ
た
り5

0⼈
以
上
の
場
合

【1
5％
減
算
】

③
①
以
外
の
範
囲
に
所
在
す
る
建
物
に
居
住
す
る
者
（
当
該
建
物
に
居
住
す
る
利
⽤
者
の
⼈
数
が
１
⽉

あ
た
り2

0⼈
以
上
の
場
合
）
【1

0%
減
算
】

④
正
当
な
理
由
（
令
和
６
年
３
⽉

15
⽇

 厚
⽣
労
働
省
⽼
健
局
【介
護
保
険
最
新
情
報

Vo
l.1

22
5】

問
11

~
13
の
記
載
をも
とに
個
別
に
判
断
しま
す
。）
が
な
く、
事
業
所
に
お
い
て
、前
６
⽉
間
に
提
供
した

訪
問
介
護
サ
ー
ビス
の
提
供
総
数
の
うち
、事
業
所
と同
⼀
敷
地
内
⼜
は
隣
接
す
る
敷
地
内
に
所
在
す
る

建
物
に
居
住
す
る
者
（
②
に
該
当
す
る
場
合
を除
く）
に
提
供
され
た
も
の
の
占
め
る
割
合
が

10
0分
の

90
以
上
で
あ
る
場
合
【1

2%
減
算
】

（
指
導
内
容
）

〇
事
業
所
と同
⼀
の
敷
地
内
若
しく
は
隣
接
す
る
敷
地
内
の
建
物
若
しく
は
事
業
所
と同
⼀
の
建
物
等
に
居
住
す
る
利
⽤
者
に
対
す
る
減
算
が
当
該
利
⽤

者
に
お
い
て
な
され
て
い
な
か
った
。

（
必
要
な
対
応
）

・保
険
者
と調
整
の
上
、⾃
主
返
還
す
る
こと
。
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
主
な
指
導
事
項

項
⽬

⼤
阪
府
条
例
に
定
め
られ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
内
容
と必
要
な
対
応

居
宅
サ
ー
ビス
別

訪
問
介
護

【介
護
報
酬
の
算
定
及
び
取

扱
い
】

（
指
導
内
容
）

〇
要
件
を満
た
さな
い
状
況
で
あ
る
が
、申
請
が
⾏
わ
れ
て
い
た
。

（
必
要
な
対
応
）

・加
算
を算
定
す
る
場
合
は
、要
件
を確
認
した
うえ
で
適
切
に
対
応
す
る
こと
。該
当
加
算
分
に
つ
い
て
保
険
者
と調
整
の
上
、⾃
主
返
還
す
る
こと
。

【特
定
事
業
所
加
算
Ⅰ
】

特
定
事
業
所
加
算
（
Ⅰ
）
を取
得
す
る
に
は
以
下
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
必
要
が
あ
る
。

１
 訪
問
介
護
員
等
ご
と及
び
サ
ー
ビス
提
供
責
任
者
ご
とに
作
成
され
た
研
修
計
画
に
基
づ
く研
修
の
実

施 ２
 利
⽤
者
に
関
す
る
情
報
⼜
は
サ
ー
ビス
提
供
に
当
た
って
の
留
意
事
項
の
伝
達
等
や
訪
問
介
護
員
等

の
技
術
指
導
を⽬
的
とし
た
会
議
の
定
期
的
な
開
催

３
 サ
ー
ビス
提
供
責
任
者
に
よ
る
利
⽤
者
情
報
の
⽂
書
等
に
よ
る伝
達
、訪
問
介
護
員
等
か
らの
報
告

４
　健
康
診
断
等
の
定
期
的
な
実
施

５
　緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
⽅
法
の
明
⽰

６
　管
理
者
を中
⼼
とし
て
、介
護
職
員
、看
護
職
員
、介
護
⽀
援
専
⾨
員
等
に
よ
る協
議
の
上
、「
看
取

り期
に
お
け
る
対
応
⽅
針
」が
定
め
られ
て
い
る
か
。対
応
⽅
針
に
は
次
に
掲
げ
る
事
項
を含
む
。

①
当
該
事
業
所
に
お
け
る
看
取
り期
に
お
け
る
対
応
⽅
針
に
関
す
る
考
え
⽅

②
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョン
等
との
連
携
体
制
（
緊
急
時
の
対
応
を含
む
）

③
利
⽤
者
等
との
話
し合
い
に
お
け
る
同
意
、意
思
確
認
及
び
情
報
提
供
の
⽅
法

④
利
⽤
者
等
へ
の
情
報
提
供
に
供
す
る
資
料
及
び
同
意
書
等
の
様
式

⑤
その
他
職
員
の
具
体
的
対
応
等

７
 前
年
度
⼜
は
算
定
⽇
が
属
す
る
⽉
の
前
３
⽉
の
訪
問
介
護
員
等
の
総
数
の
うち
、介
護
福
祉
⼠
の
数

が
10

0分
の

30
以
上
⼜
は
介
護
福
祉
⼠
、実
務
者
研
修
修
了
者
、及
び
介
護
職
員
基
礎
研
修
課
程
修

了
者
及
び
１
級
課
程
修
了
者
の
数
が

10
0分
の

50
以
上

８
 全
て
の
サ
ー
ビス
提
供
責
任
者
が
３
年
以
上
の
実
務
経
験
を有
す
る
介
護
福
祉
⼠
、⼜
は
５
年
以
上

の
実
務
経
験
を有
す
る
実
務
者
研
修
修
了
者
若
しく
は
介
護
職
員
基
礎
研
修
課
程
修
了
者
若
しく
は
１

級
課
程
修
了
者

※
１
⼈
を超
え
る
サ
ー
ビス
提
供
責
任
者
を
配
置
す
る
こと
とさ
れ
て
い
る
事
業
所
の
場
合
は
、２
⼈
以
上
の

常
勤
９
⼜
は
１
０
に
該
当

９
 前
年
度
⼜
は
、算
定
⽇
が
属
す
る
⽉
の
前
３
⽉
の
利
⽤
者
の
総
数
の
うち
要
介
護
４
及
び
５
の
利
⽤

者
、認
知
症
⽇
常
⽣
活
⾃
⽴
度
Ⅲ
、Ⅳ
⼜
は
Ｍ
の
利
⽤
者
並
び
に
た
ん
の
吸
引
等
の
⾏
為
を必
要
とす
る

利
⽤
者
の
数
が

10
0分
の

20
以
上

１
０
　看
取
り期
の
利
⽤
者
へ
の
対
応
実
績
が
⼀
⼈
以
上
で
あ
る
こと
。な
お
、利
⽤
実
績
に
つ
い
て
は
、

当
該
利
⽤
者
が
前
年
度
（
３
⽉
を除
く。
）
⼜
は
届
出
⽇
の
属
す
る
⽉
の
前
３
⽉
間
に
お
い
て
１
⼈
以

上
で
あ
る
こと
を
い
う。
看
取
り期
の
利
⽤
者
に
対
す
る
サ
ー
ビス
提
供
に
お
い
て
は
、次
に
掲
げ
る
事
項
を介

護
記
録
等
に
記
録
し、
多
職
種
連
携
の
た
め
の
情
報
共
有
を
⾏
うこ
と。

①
利
⽤
者
の
⾝
体
状
況
の
変
化
及
び
これ
に
対
す
る
介
護
に
つ
い
て
の
記
録

②
看
取
り期
に
お
け
る
サ
ー
ビス
提
供
の
各
プ
ロセ
ス
に
お
い
て
利
⽤
者
及
び
家
族
の
意
向
を把
握
し、
それ

に
基
づ
くア
セ
ス
メン
ト及
び
対
応
の
経
過
の
記
録
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
主
な
指
導
事
項

項
⽬

⼤
阪
府
条
例
に
定
め
られ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
内
容
と必
要
な
対
応

居
宅
サ
ー
ビス
別

養
護
⽼
⼈
ホ
ー
ム
、軽

費
⽼

⼈
ホ
ー
ム
、有
料
⽼
⼈
ホ
ー

ム
、サ
ー
ビス

付
き
⾼
齢
者
向

け
住
宅
に
併
設
す
る
訪
問
介

護
事
業
所
に
お
け
る
訪
問
介

護
サ
ー
ビス
提
供
に
つ
い
て
の

留
意
事
項

※
訪
問
介
護
事
業
所
へ
の

指
摘
事
項
に
加
え
、有
料
⽼

⼈
ホ
ー
ム
等
に
対
す
る
指
摘

事
項
含
む
。

（
指
導
内
容
）

【設
備
基
準
】

〇
専
⽤
区
画
の
配
置
等
を
変
更
して
い
る
が
、所
管
庁
へ
届
け
出
て
い
な
い
。

【⼈
員
基
準
】

○
管
理
者
、サ
ー
ビス
提
供
責
任
者
が
夜
間
の
施
設
サ
ー
ビス
に
従
事
す
る
こと
に
よ
り、
訪
問
介
護
事
業
所
の
営
業
時
間
に
勤
務
して
い
な
い
⽇
が
多
く、
管
理
者
業
務
、サ
ー
ビス
提
供
責
任
者
の
業
務
の
遂
⾏
に
⽀
障
をき
た
して
い
る
。

○
サ
ー
ビス
提
供
責
任
者
が
介
護
保
険
外
サ
ー
ビス
に
従
事
す
る
こと
に
よ
り、
サ
ー
ビス
提
供
責
任
者
要
件
で
あ
る
常
勤
専
従
を満
た
して
い
な
い
。

○
訪
問
介
護
員
等
が
介
護
保
険
外
サ
ー
ビス
に
従
事
す
る
こと
に
よ
り、
常
勤
換
算
で

2.
5⼈
の
⼈
員
要
件
を満
た
して
い
な
い
。

【勤
務
体
制
の
確
保
】

○
有
料
⽼
⼈
ホ
ー
ム
等
の
施
設
職
員
と訪
問
介
護
事
業
所
の
ヘ
ル
パ
ー
との
職
務
内
容
が
明
確
に
区
分
され
て
い
な
い
。

【衛
⽣
管
理
等
】

〇
深
夜
業
を1
週
に

1回
以
上
⼜
は

1⽉
に

4回
以
上
⾏
う従
業
員
等
に
つ
い
て

6か
⽉
以
内
ご
とに
１
回
健
康
診
断
が
実
施
され
て
い
な
い
。

【虐
待
防
⽌
】

〇
必
要
な
⼿
続
きを
経
る
こと
な
く４
点
柵
な
どの
⾝
体
的
拘
束
が
され
て
い
る
。

【訪
問
介
護
計
画
】

○
ア
セ
ス
メン
トや
利
⽤
者
の
希
望
に
基
づ
い
た
、適
切
な
訪
問
介
護
計
画
が
作
成
され
て
い
な
い
為
、不
必
要
な
若
しく
は
過
剰
な
サ
ー
ビス
提
供
が
⼀
律
に
⾏
わ
れ
て
い
る
。

○
訪
問
介
護
等
の
介
護
保
険
サ
ー
ビス
と介
護
保
険
外
サ
ー
ビス
の
区
分
が
明
確
で
な
い
た
め
、従
業
員
が
い
ず
れ
の
サ
ー
ビス
を
提
供
して
い
る
の
か
把
握
で
きて
い
な
い
。ま
た
、利
⽤
者
は
い
ず
れ
の
サ
ー
ビス
を
受
け
て
い
る
の
か
把
握
で
きて
い
な
い
。

【介
護
報
酬
】

○
１
⼈
の
訪
問
介
護
員
等
が
同
時
に
複
数
の
利
⽤
者
に
対
して
、サ
ー
ビス
提
供
を
⾏
って
い
る
。

○
複
数
の
要
介
護
者
が
い
る世
帯
に
お
い
て
、同
⼀
時
間
帯
に
訪
問
介
護
を
提
供
した
際
、い
ず
れ
か
⼀
⽅
の
利
⽤
者
の
み
の
サ
ー
ビス
とし
て報
酬
が
請
求
され
て
い
る
。

○
同
⼀
建
物
居
住
者
に
⾏
った
サ
ー
ビス
に
対
して
、適
正
に
減
算
され
て
い
な
い
。

○
⽇
中
・夜
間
を問
わ
ず
、訪
問
介
護
の
サ
ー
ビス
提
供
内
容
が
単
な
る
本
⼈
の
安
否
確
認
や
健
康
チ
ェッ
クで
あ
りそ
れ
に
伴
い
若
⼲
の
⾝
体
介
護
⼜
は
⽣
活
援
助
を
⾏
うよ
うな
場
合
は
訪
問
介
護
費
を算
定
で
きな
い
が
、算
定
して
い
た
。

（
必
要
な
対
応
）
　※
訪
問
介
護
事
業
所
分
の
み
記
載

有
料
⽼
⼈
ホ
ー
ム
等
⾼
齢
者
向
け
住
宅
で
の
サ
ー
ビス
提
供
に
あ
たっ
て
は
、勤
務
体
制
の
区
分
、利
⽤
者
に
対
して
の
介
護
保
険
サ
ー
ビス
と介
護
保
険
外
サ
ー
ビス
との
区
分
に
留
意
す
る
こと
。

な
お
、常
勤
の
訪
問
介
護
員
等
が
介
護
保
険
外
サ
ー
ビス
に
従
事
す
る
場
合
は
、介
護
保
険
外
サ
ー
ビス
に
従
事
した
時
間
を考
慮
し、
訪
問
介
護
員
等
の
員
数
確
保
に
留
意
す
る
こと
。

有
料
⽼
⼈
ホ
ー
ム
等
で
訪
問
介
護
員
が
常
駐
して
い
た
り、
書
類
の
保
管
、サ
ー
ビス
提
供
状
況
の
把
握
、従
業
者
の
勤
務
管
理
等
の
⼀
部
の
業
務
処
理
を
⾏
って
い
る
な
ど、
サ
ー
ビス
提
供
の
拠
点
とな
る
場
合
は
、そ
の
区
画
で
事
業
所
の
指
定
を
受
け
る
こと
。
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
主
な
指
導
事
項

項
⽬

⼤
阪
府
条
例
に
定
め
られ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
内
容
と必
要
な
対
応

居
宅
サ
ー
ビス
別

訪
問
看
護
・介
護
予
防
訪
問

看
護

【運
営
に
関
す
る
基
準
】

 【
訪
問
看
護
計
画
書
】

看
護
師
等
（
准
看
護
師
を除
く。
以
下
同
じ。
）
は
、利
⽤
者
の
希
望
、主
治
の
医
師
の
指
⽰
及
び
⼼
⾝

の
状
況
等
を踏
まえ
て
、療
養
上
の
⽬
標
、当
該
⽬
標
を達
成
す
る
た
め
の
具
体
的
な
サ
ー
ビス
の
内
容
等

を記
載
した
訪
問
看
護
計
画
書
を作
成
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。

２
　看
護
師
等
は
、既
に
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
等
が
作
成
され
て
い
る
場
合
は
、当
該
計
画
の
内
容
に
沿
っ

て
訪
問
看
護
計
画
書
を作
成
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。

３
　看
護
師
等
は
、訪
問
看
護
計
画
書
の
作
成
に
当
た
って
は
、そ
の
主
要
な
事
項
に
つ
い
て
利
⽤
者
⼜

は
その
家
族
に
対
して
説
明
し、
利
⽤
者
の
同
意
を得
な
け
れ
ば
な
らな
い
。

４
　看
護
師
等
は
、訪
問
看
護
計
画
書
を作
成
した
際
に
は
、当
該
訪
問
看
護
計
画
書
を
利
⽤
者
に
交

付
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。

５
　看
護
師
等
は
、訪
問
⽇
、提
供
した
看
護
内
容
等
を記
載
した
訪
問
看
護
報
告
書
を作
成
しな
け
れ

ば
な
らな
い
。

（
介
護
予
防
訪
問
看
護
）

看
護
師
等
は
、介
護
予
防
訪
問
看
護
計
画
書
に
基
づ
くサ
ー
ビス
の
提
供
の
開
始
時
か
ら、
当
該
介
護
予

防
訪
問
看
護
計
画
書
に
記
載
した
サ
ー
ビス
の
提
供
を
⾏
う期
間
が
終
了
す
る
まで
に
、少
な
くと
も
１
回

は
、当
該
介
護
予
防
訪
問
看
護
計
画
書
の
実
施
状
況
の
把
握
を
⾏
うも
の
とす
る
。

（
指
導
内
容
と必
要
な
対
応
）

○
訪
問
看
護
計
画
書
が
サ
ー
ビス
提
供
前
に
作
成
・交
付
され
て
い
な
い
。（
訪
問
看
護
の
内
容
に
つ
い
て
、利
⽤
者
⼜
は
その
家
族
に
対
す
る
説
明
が
⾏

わ
れ
て
お
らず
、同
意
を得
て
い
な
い
場
合
を含
む
。）
た
め
、作
成
・説
明
・交
付
す
る
こと
。

○
訪
問
看
護
計
画
書
及
び
訪
問
看
護
報
告
書
を作
成
して
お
らず
、主
治
医
に
提
出
して
い
な
い
た
め
、計
画
書
及
び
報
告
書
を作
成
し主
治
医
に
提
出

す
る
こと
。

※
令
和
３
年
度
よ
り「
訪
問
看
護
計
画
書
及
び
訪
問
看
護
報
告
書
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」が
変
更
され
て
い
る
の
で
確
認
す
る
こと
。

（
指
導
内
容
と必
要
な
対
応
）

○
介
護
予
防
訪
問
看
護
計
画
書
に
、「
サ
ー
ビス
の
提
供
を
⾏
う期
間
」が
記
載
され
て
い
な
い
た
め
記
載
す
る
こと
。

○
介
護
予
防
訪
問
看
護
計
画
書
の
実
施
状
況
の
把
握
（
モニ
タリ
ング
）
が
実
施
され
て
い
な
い
た
め
実
施
す
る
こと
。

【主
治
の
医
師
との
関
係
】

指
定
訪
問
看
護
事
業
所
の
管
理
者
は
、主
治
の
医
師
の
指
⽰
に
基
づ
き適
切
な
指
定
訪
問
看
護
が
⾏
わ

れ
る
よ
う必
要
な
管
理
を
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。

２
　指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、指
定
訪
問
看
護
の
提
供
の
開
始
に
際
し、
主
治
の
医
師
に
よ
る
指
⽰
を

⽂
書
で
受
け
な
け
れ
ば
な
らな
い
。

３
　指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、主
治
の
医
師
に
次
条
第
⼀
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
計
画
書
及
び

同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
報
告
書
を
提
出
し、
指
定
訪
問
看
護
の
提
供
に
当
た
って
主
治
の

医
師
との
密
接
な
連
携
を図
らな
け
れ
ば
な
らな
い
。

（
指
導
内
容
）

○
指
⽰
書
の
内
容
が
現
状
と合
って
い
な
い
。

○
指
⽰
書
の
期
限
が
切
れ
て
い
る
。

〇
主
治
の
医
師
以
外
か
ら指
⽰
書
を
受
け
て
い
る
。

（
必
要
な
対
応
）

・指
⽰
書
の
内
容
を現
状
と合
わ
せ
る
。

・指
⽰
書
は
主
治
の
医
師
以
外
の
複
数
の
医
師
か
ら交
付
を
受
け
る
こと
は
で
きな
い
。

・訪
問
看
護
の
実
施
に
つ
い
て
は
、慎
重
な
状
況
判
断
が
要
求
され
る
こと
を踏
まえ
、主
治
の
医
師
との
密
接
か
つ
適
切
な
連
携
を図
る
こと
。

【勤
務
体
制
の
確
保
等
】

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、指
定
訪
問
看
護
事
業
所
ご
とに
、当
該
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
の
看
護

師
等
に
よっ
て
指
定
訪
問
看
護
を
提
供
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。

（
指
導
内
容
）

〇
当
該
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
の
理
学
療
法
⼠
で
な
く、
委
託
先
の
理
学
療
法
⼠
に
よ
る
サ
ー
ビス
提
供
が
⾏
わ
れ
て
い
る
。

（
必
要
な
対
応
）

・指
定
訪
問
看
護
の
提
供
は
、当
該
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
の
看
護
師
等
に
よっ
て
⾏
うこ
と。
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
主
な
指
導
事
項

項
⽬

⼤
阪
府
条
例
に
定
め
られ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
内
容
と必
要
な
対
応

居
宅
サ
ー
ビス
別

訪
問
看
護
・介
護
予
防
訪
問

看
護

【運
営
に
関
す
る
基
準
】

【利
⽤
料
等
の
受
領
】

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビス
に
該
当
す
る
指
定
訪
問
看
護
を
提
供
した
際
に

は
、そ
の
利
⽤
者
か
ら利
⽤
料
の
⼀
部
とし
て
、当
該
指
定
訪
問
看
護
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビス
費
⽤
基

準
額
か
ら当
該
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
⽀
払
わ
れ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビス
費
の
額
を控
除
して
得
た
額

の
⽀
払
を
受
け
るも
の
とす
る
。

２
　指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビス
に
該
当
しな
い
指
定
訪
問
看
護
を
提
供
した

際
に
その
利
⽤
者
か
ら⽀
払
を
受
け
る
利
⽤
料
の
額
及
び
指
定
訪
問
看
護
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビス
費

⽤
基
準
額
と、
健
康
保
険
法

(⼤
正
⼗
⼀
年
法
律
第
七
⼗
号

)第
六
⼗
三
条
第
⼀
項
に
規
定
す
る
療
養

の
給
付
若
しく
は
同
法
第
⼋
⼗
⼋
条
第
⼀
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
⼜
は
⾼
齢
者
の
医
療
の
確
保

に
関
す
る
法
律

(昭
和
五
⼗
七
年
法
律
第
⼋
⼗
号

)第
六
⼗
四
条
第
⼀
項
に
規
定
す
る
療
養
の
給
付
若

しく
は
同
法
第
七
⼗
⼋
条
第
⼀
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
に
要
す
る
費
⽤
の
額
との
間
に
、不
合
理

な
差
額
が
⽣
じな
い
よう
に
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。

３
　指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、前
⼆
項
の
⽀
払
を
受
け
る額
の
ほ
か
、利
⽤
者
の
選
定
に
よ
り通
常
の

事
業
の
実
施
地
域
以
外
の
地
域
の
居
宅
に
お
い
て
指
定
訪
問
看
護
を
⾏
う場
合
は
、そ
れ
に
要
した
交
通

費
の
額
の
⽀
払
を
利
⽤
者
か
ら受
け
る
こと
が
で
きる
。

４
　指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、前
項
の
費
⽤
の
額
に
係
る
サ
ー
ビス
の
提
供
に
当
た
って
は
、あ
らか
じ

め
、利
⽤
者
⼜
は
その
家
族
に
対
し、
当
該
サ
ー
ビス
の
内
容
及
び
費
⽤
に
つ
い
て
説
明
を
⾏
い
、利
⽤
者

の
同
意
を得
な
け
れ
ば
な
らな
い
。

（
指
導
内
容
）

〇
衛
⽣
材
料
費
を徴
収
して
い
た
。

（
必
要
な
対
応
）

・医
師
の
指
⽰
に
基
づ
き個
別
の
患
者
に
使
⽤
す
る
医
薬
品
及
び
衛
⽣
材
料
に
つ
い
て
は
本
来
医
療
機
関
が
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、指
定
訪
問
看
護

事
業
者
等
は
、こ
れ
らの
医
薬
品
等
の
費
⽤
を
利
⽤
者
等
に
対
して
請
求
す
る
こと
は
で
きな
い
。

・「
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
が
卸
売
販
売
業
者
か
ら購

⼊
で
きる

医
薬
品
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
平
成

23
年

5⽉
13
⽇
厚
⽣
労
働
省
医
薬
⾷
品

局
総
務
課
／
⽼
健
局
⽼
⼈
保
健
課
／
保
健
局
医
療
課
　事
務
連
絡
）
を確
認
す
る
こと
。

【訪
問
看
護
費
】

訪
問
看
護
費
は
「通
院
が
困
難
な
利
⽤
者
」に
対
して
給
付
す
る
こと
とさ
れ
て
い
る
が
、通
院
の
可
否
に
か

か
わ
らず
、療
養
⽣
活
を送
る
うえ
で
の
居
宅
で
の
⽀
援
が
不
可
⽋
な
も
の
に
対
して
、ケ
ア
マネ
ジ
メン
トの

結
果
、訪
問
看
護
の
提
供
が
必
要
と判
断
され
た
場
合
は
訪
問
看
護
費
を算
定
で
きる
も
の
で
あ
る
。加
え

て
、理
学
療
法
⼠
、作
業
療
法
⼠
⼜
は
⾔
語
聴
覚
⼠
に
よ
る
訪
問
看
護
に
つ
い
て
は
、指
定
通
所
リハ
ビリ

テ
ー
シ
ョン
の
み
で
は
家
屋
内
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｌ
の
⾃
⽴
が
困
難
で
あ
る
場
合
で
あ
って
、ケ
ア
マネ
ジ
メン
トの

結
果
、看
護
職
員
と理
学
療
法
⼠
、作
業
療
法
⼠
⼜
は
⾔
語
聴
覚
⼠
が
連
携
した
家
屋
状
況
の
確
認
を

含
め
た
訪
問
看
護
の
提
供
が
必
要
と判
断
され
た
場
合
に
、訪
問
看
護
費
を算
定
で
きる
も
の
で
あ
る
。

「通
院
が
困
難
な
利
⽤
者
」の
趣
旨
は
、通
院
に
よ
り、
同
様
の
サ
ー
ビス
が
担
保
され
る
の
で
あ
れ
ば
、通
院

サ
ー
ビス
を優
先
す
る
べ
きと
い
うと
ころ
で
あ
る
。

（
指
導
内
容
）

○
通
院
に
よ
る
リハ
ビリ
が
困
難
な
利
⽤
者
で
は
な
い
の
に
サ
ー
ビス
提
供
を
して
い
た
。（
別
の
病
院
に
は
通
うな
どし
て
い
る
）

（
必
要
な
対
応
）

・通
院
に
よ
り同
様
の
サ
ー
ビス
が
担
保
され
る
の
で
あ
れ
ば
、通
院
サ
ー
ビス
を優
先
す
る
こと
。

・通
院
の
可
否
に
か
か
わ
らず
、療
養
⽣
活
を送
る
上
で
の
居
宅
で
の
⽀
援
が
不
可
⽋
な
者
に
対
して
、ケ
ア
マネ
ジ
メン
トの
結
果
、訪
問
看
護
の
提
供
が
必

要
と判
断
され
た
場
合
、そ
の
こと
を適
切
に
記
録
す
る
こと
。

・適
切
な
ア
セ
ス
メン
トに
よ
り居
宅
サ
ー
ビス
計
画
に
位
置
付
け
られ
て
い
る
こと
。

【准
看
護
師
が
サ
ー
ビス
提
供
を
⾏
う場
合
】

准
看
護
師
が
訪
問
す
る
こと
とさ
れ
て
い
る
場
合
に
、事
業
所
の
事
情
に
よ
り准
看
護
師
以
外
の
看
護
師
等

が
訪
問
す
る
こと
に
な
った
場
合
に
は
所
定
単
位
数
に

10
0分
の

90
を乗
じて
得
た
単
位
数
を算
定
す
る
こ

と。
また
、准
看
護
師
以
外
の
看
護
師
等
が
訪
問
す
る
こと
とさ
れ
て
い
る
場
合
に
、准
看
護
師
が
訪
問
す
る

場
合
も
減
算
した
単
位
数
を算
定
す
る
こと
。

（
指
導
内
容
と必
要
な
対
応
）

○
准
看
護
師
が
訪
問
した
に
も
か
か
わ
らず
、所
定
単
位
数
に

10
0分
の

90
を乗
じて
得
た
単
位
数
を算
定
して
い
な
い
た
め
、適
切
に
算
定
す
る
こと
。

訪
問
看
護
・介
護
予
防
訪
問

看
護

【介
護
報
酬
の
算
定
及
び
取

扱
い
】

【タ
ー
ミナ
ル
ケ
ア
加
算
に
つ
い
て
】

・タ
ー
ミナ
ル
ケ
アを
受
け
る
利
⽤
者
に
つ
い
て
、2

4時
間
連
絡
で
きる
体
制
を確
保
して
お
り、
か
つ
必
要
に

応
じて
指
定
訪
問
看
護
を
⾏
うこ
とが
で
きる
体
制
が
整
備
で
きて
い
る
こと
。

・主
治
医
との
連
携
の
も
とに
、訪
問
看
護
に
お
け
る
ター
ミナ
ル
ケ
アに
係
る
計
画
及
び
⽀
援
体
制
に
つ
い
て

利
⽤
者
及
び
その
家
族
に
対
して
説
明
を
⾏
い
、同
意
を得
て
ター
ミナ
ル
ケ
アを
⾏
うこ
と。

・タ
ー
ミナ
ル
ケ
アの
提
供
に
つ
い
て
、利
⽤
者
の
⾝
体
の
状
況
の
変
化
等
必
要
な
事
項
が
適
切
に
記
録
され

て
い
る
こと
。

（
指
導
内
容
）

○
利
⽤
者
⼜
は
その
家
族
か
ら同
意
が
得
られ
て
い
な
い
。

○
訪
問
看
護
計
画
書
に
ター
ミナ
ル
ケ
アの
内
容
が
記
載
され
て
い
な
い
。

（
必
要
な
対
応
）

次
に
掲
げ
る
事
項
を訪
問
看
護
記
録
書
に
記
録
す
る
こと
。

・終
末
期
の
⾝
体
症
状
の
変
化
及
び
これ
に
対
す
る
看
護
に
つ
い
て
の
記
録

・療
養
や
死
別
に
関
す
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
精
神
的
な
状
況
の
変
化
及
び
これ
に
対
す
る
ケ
アの
経
過
に
つ
い
て
の
記
録

・看
取
りを
含
め
た
ター
ミナ
ル
ケ
アの
各
プ
ロセ
ス
に
お
い
て
利
⽤
者
及
び
家
族
の
意
向
を把
握
し、
それ
に
基
づ
くア
セ
ス
メン
ト及
び
対
応
の
経
過
の
記
録

訪
問
看
護
・介
護
予
防
訪
問

看
護

【介
護
報
酬
の
算
定
及
び
取

扱
い
】
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
主
な
指
導
事
項

項
⽬

⼤
阪
府
条
例
に
定
め
られ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
内
容
と必
要
な
対
応

居
宅
サ
ー
ビス
別

訪
問
看
護
・介
護
予
防
訪
問

看
護

【介
護
報
酬
の
算
定
及
び
取

扱
い
】

【理
学
療
法
⼠
、作
業
療
法
⼠
⼜
は
⾔
語
聴
覚
⼠
に
よ
る
訪
問
看
護
に
つ
い
て
】

①
理
学
療
法
⼠
、作
業
療
法
⼠
⼜
は
⾔
語
聴
覚
⼠
に
よ
る
訪
問
看
護
は
、そ
の
訪
問
が
看
護
業
務
の
⼀

環
とし
て
の
リハ
ビリ
テ
ー
シ
ョン
を中
⼼
とし
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
、看
護
職
員
の
代
わ
りに
訪
問
させ
る
とい

う位
置
付
け
の
も
の
で
あ
る
。

な
お
、⾔
語
聴
覚
⼠
に
よ
る
訪
問
に
お
い
て
提
供
され
る
も
の
は
、あ
くま
で
看
護
業
務
の
⼀
部
で
あ
る
こと
か

ら、
⾔
語
聴
覚
⼠
の
業
務
の
うち
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和

23
年
法
律
第

20
3号
）
の
規
定

に
か
か
わ
らず
業
とす
る
こと
が
で
きる
とさ
れ
て
い
る
診
療
の
補
助
⾏
為
（
⾔
語
聴
覚
⼠
法
（
平
成
９
年
法

律
第

13
2号
）
第

42
条
第
１
項
）
に
限
る
。

②
理
学
療
法
⼠
、作
業
療
法
⼠
⼜
は
⾔
語
聴
覚
⼠
に
よ
る
訪
問
看
護
は
、１
回
当
た
り2

0分
以
上
訪

問
看
護
を実
施
す
る
こと
とし
、1
⼈
の
利
⽤
者
に
つ
き週
に

6回
を限
度
とし
て
算
定
す
る
。

③
理
学
療
法
⼠
、作
業
療
法
⼠
、⼜
は
⾔
語
聴
覚
⼠
に
よ
る
訪
問
看
護
は
、1
⽇
に

2回
を超
え
て
（

3
回
以
上
）
⾏
う場
合
に
は

1回
に
つ
き所
定
単
位
数
の

10
0分
の

90
に
相
当
す
る
単
位
数
を算
定
す
る
。

な
お
、当
該
取
扱
い
は
、理
学
療
法
⼠
、作
業
療
法
⼠
⼜
は
⾔
語
聴
覚
⼠
が
連
続
して
３
回
以
上
訪
問

看
護
を
⾏
った
場
合
だ
け
で
な
く、
例
え
ば
午
前
中
に

2回
、午
後
に

1回
⾏
った
場
合
も
同
様
。

④
理
学
療
法
⼠
、作
業
療
法
⼠
⼜
は
⾔
語
聴
覚
⼠
が
訪
問
看
護
を
提
供
して
い
る
利
⽤
者
につ
い
て
は
、

毎
回
の
訪
問
時
に
お
い
て
記
録
した
訪
問
看
護
記
録
書
等
を
⽤
い
、適
切
に
訪
問
看
護
事
業
所
の
看
護

職
員
及
び
理
学
療
法
⼠
、作
業
療
法
⼠
若
しく
は
⾔
語
聴
覚
⼠
間
で
利
⽤
者
の
状
況
、実
施
した
内
容

を共
有
す
る
とと
も
に
、訪
問
看
護
計
画
書
（
以
下
、「
計
画
書
」と
い
う。
）
及
び
訪
問
看
護
報
告
書

（
以
下
、「
報
告
書
」と
い
う。
）
は
、看
護
職
員
（
准
看
護
師
を除
く）
と理
学
療
法
⼠
、作
業
療
法
⼠

若
しく
は
⾔
語
聴
覚
⼠
が
連
携
し作
成
す
る
こと
。ま
た
、主
治
医
に
提
出
す
る
計
画
書
は
理
学
療
法
⼠
、

作
業
療
法
⼠
⼜
は
⾔
語
聴
覚
⼠
が
実
施
した
内
容
も
⼀
体
的
に
記
載
す
る
も
の
とし
、報
告
書
に
は
、理

学
療
法
⼠
、作
業
療
法
⼠
⼜
は
⾔
語
聴
覚
⼠
が
提
供
した
訪
問
看
護
の
内
容
とそ
の
結
果
等
を記
載
し

た
⽂
書
を添
付
す
る
こと
。

⑤
複
数
の
訪
問
看
護
事
業
所
か
ら訪
問
看
護
を
受
け
て
い
る
利
⽤
者
につ
い
て
、計
画
書
及
び
報
告
書
の

作
成
に
あ
た
って
は
当
該
複
数
の
訪
問
看
護
事
業
所
間
に
お
い
て
⼗
分
な
連
携
を図
った
うえ
で
作
成
す
る

こと
。

⑥
計
画
書
及
び
報
告
書
の
作
成
に
あ
た
って
は
、訪
問
看
護
サ
ー
ビス
の
利
⽤
開
始
時
及
び
利
⽤
者
の
状

態
の
変
化
等
に
合
わ
せ
、定
期
的
な
看
護
職
員
に
よ
る
訪
問
に
よ
り利
⽤
者
の
状
態
の
適
切
な
評
価
を
⾏

うこ
と。

⑦
⑥
に
お
け
る
、訪
問
看
護
サ
ー
ビス
の
利
⽤
開
始
時
とは
、利
⽤
者
が
過
去
２
⽉
間
（
暦
⽉
）
に
お
い

て
当
該
訪
問
看
護
事
業
所
か
ら訪
問
看
護
（
医
療
保
険
の
訪
問
看
護
を含
む
。）
の
提
供
を
受
け
て
い

な
い
場
合
で
あ
って
、新
た
に
計
画
書
を作
成
す
る
場
合
を
い
う。
また
、利
⽤
者
の
状
態
の
変
化
等
に
合
わ

せ
た
定
期
的
な
訪
問
とは
、主
治
医
か
らの
訪
問
看
護
指
⽰
書
の
内
容
が
変
化
す
る
場
合
や
利
⽤
者
の
⼼

⾝
状
態
や
家
族
等
の
環
境
の
変
化
等
の
際
に
訪
問
す
る
こと
を
い
う。

（
指
導
内
容
）

○
理
学
療
法
⼠
、作
業
療
法
⼠
⼜
は
⾔
語
聴
覚
⼠
に
よ
る
訪
問
看
護
に
つ
い
て
、そ
の
訪
問
が
看
護
業
務
の
⼀
環
とし
て
の
リハ
ビリ
テ
ー
シ
ョン
を中
⼼
とし

た
も
の
で
あ
る
場
合
に
、看
護
職
員
（
准
看
護
師
を除
く）
の
代
わ
りに
訪
問
させ
る
も
の
で
あ
る
こと
等
を
利
⽤
者
に説
明
した
上
で
同
意
を得
て
い
な
い
。

○
理
学
療
法
⼠
、作
業
療
法
⼠
⼜
は
⾔
語
聴
覚
⼠
に
よ
る
訪
問
看
護
に
つ
い
て
、看
護
職
員
が
定
期
的
な
訪
問
に
よ
り利
⽤
者
の
状
態
の
適
切
な
評
価

を
⾏
って
い
な
い
。

（
必
要
な
対
応
）

・同
意
に
係
る
様
式
や
⽅
法
は
問
わ
な
い
が
、⼝
頭
で
得
た
場
合
に
は
同
意
を得
た
旨
の
記
録
を
⾏
うこ
と。

・訪
問
看
護
サ
ー
ビス
の
「利
⽤
開
始
時
」に
つ
い
て
は
、利
⽤
者
の
⼼
⾝
の
状
態
等
を評
価
す
る
観
点
か
ら、
初
回
の
訪
問
は
理
学
療
法
⼠
、作
業
療
法

⼠
⼜
は
⾔
語
聴
覚
⼠
の
所
属
す
る
訪
問
看
護
事
業
所
の
看
護
職
員
が
⾏
うこ
とを
原
則
とす
る
。ま
た
、「
定
期
的
な
看
護
職
員
に
よ
る
訪
問
」に
つ
い
て

は
、少
な
くと
も
概
ね

3ヶ
⽉
に
１
回
程
度
⾏
うこ
と。
な
お
、当
該
訪
問
は
ケ
ア
プ
ラン
に
位
置
づ
け
訪
問
看
護
費
の
算
定
まで
を求
め
る
も
の
で
は
な
い
が
、訪

問
看
護
費
を算
定
しな
い
場
合
は
、訪
問
⽇
、訪
問
内
容
等
を記
録
す
る
こと
。
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
主
な
指
導
事
項

項
⽬

⼤
阪
府
条
例
に
定
め
られ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
内
容
と必
要
な
対
応

居
宅
サ
ー
ビス
別

指
定
通
所
介
護
事
業
所
は
、⾷
堂
、機
能
訓
練
室
、静
養
室
、相
談
室
及
び
事
務
室
を有
す
る
ほ
か
、

消
⽕
設
備
その
他
の
⾮
常
災
害
に
際
して
必
要
な
設
備
並
び
に
指
定
通
所
介
護
の
提
供
に
必
要
な
その

他
の
設
備
及
び
備
品
等
を備
え
な
け
れ
ば
な
らな
い
。

2 
　前
項
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、次
の
とお
りと
す
る
。

⼀
 　
⾷
堂
及
び
機
能
訓
練
室

イ　
⾷
堂
及
び
機
能
訓
練
室
は
、そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
広
さを
有
す
る
も
の
とし
、そ
の
合
計
した
⾯
積
は
、三

平
⽅
メー
トル
に
利
⽤
定
員
を乗
じて
得
た
⾯
積
以
上
とす
る
こと
。

ロ　
イに
か
か
わ
らず
、⾷
堂
及
び
機
能
訓
練
室
は
、⾷
事
の
提
供
の
際
に
は
その
提
供
に⽀
障
が
な
い
広
さ

を確
保
で
き、
か
つ
、機
能
訓
練
を
⾏
う際
に
は
その
実
施
に
⽀
障
が
な
い
広
さを
確
保
で
きる
場
合
に
あ
っ

て
は
、同
⼀
の
場
所
とす
る
こと
が
で
きる
。

⼆
 　
相
談
室
　遮
へ
い
物
の
設
置
等
に
よ
り相
談
の
内
容
が
漏
え
い
しな
い
よう
配
慮
され
て
い
る
こと
。

3 
　第
⼀
項
に
掲
げ
る
設
備
は
、専
ら当
該
指
定
通
所
介
護
の
事
業
の
⽤
に
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。た
だ
し、
利
⽤
者
に
対
す
る
指
定
通
所
介
護
の
提
供
に
⽀
障
が
な
い
場
合
は
、こ
の
限
りで
な
い
。

4 
　前
項
た
だ
し書
の
場
合
（
指
定
通
所
介
護
事
業
者
が
第
⼀
項
に
掲
げ
る
設
備
を
利
⽤
し、
夜
間
及

び
深
夜
に
指
定
通
所
介
護
以
外
の
サ
ー
ビス
を
提
供
す
る
場
合
に
限
る
。）
に
は
、当
該
サ
ー
ビス
の
内
容

を当
該
サ
ー
ビス
の
提
供
の
開
始
前
に
当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
を
⾏
った
都
道
府
県

知
事
（
指
定
都
市
及
び
中
核
市
に
あ
って
は
、指
定
都
市
⼜
は
中
核
市
の
市
⻑
。以
下
同
じ。
）
に
届
け

出
る
も
の
とす
る
。

5 
　指
定
通
所
介
護
事
業
者
が
第
九
⼗
三
条
第
⼀
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第
⼀
号
通
所
事
業
に
係
る

指
定
事
業
者
の
指
定
を併
せ
て
受
け
、か
つ
、指
定
通
所
介
護
の
事
業
と当
該
第
⼀
号
通
所
事
業
とが
同

⼀
の
事
業
所
に
お
い
て
⼀
体
的
に
運
営
され
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、市
町
村
の
定
め
る当
該
第
⼀
号
通

所
事
業
の
設
備
に
関
す
る
基
準
を満
た
す
こと
をも
って
、第
⼀
項
か
ら第
三
項
まで
に
規
定
す
る
基
準
を満

た
して
い
るも
の
とみ
な
す
こと
が
で
きる
。

【事
故
の
未
然
防
⽌
に
つ
い
て
】

（
指
導
内
容
）

○
利
⽤
者
の
⼿
の
届
く範
囲
に
、洗
剤
等
を
置
い
て
い
る
。

○
事
務
所
内
の
掲
⽰
に
押
しピ
ン、
⼩
さな
マグ
ネ
ット
等
を使
⽤
して
い
る
。

（
必
要
な
対
応
）

・押
しピ
ン、
⼩
さな
マグ
ネ
ット
等
は
誤
飲
等
、事
故
の
恐
れ
が
あ
る
の
で
、使
⽤
しな
い
よう
に
す
る
こと
。

【宿
泊
デ
イ
サ
ー
ビス
に
つ
い
て
】

（
指
導
内
容
）

〇
宿
泊
デ
イサ
ー
ビス
を実
施
して
い
る
に
も
か
か
わ
らず
、所
管
庁
に
届
出
を
⾏
って
い
な
い
。

（
必
要
な
対
応
）

・宿
泊
デ
イサ
ー
ビス
を未
届
で
実
施
して
い
る
場
合
は
、指
導
対
象
とな
る
た
め
適
切
に
届
出
を
⾏
うこ
と。

【設
備
の
変
更
】

（
指
導
内
容
）

○
届
出
て
い
る平
⾯
図
と⼤
幅
に
実
態
が
異
な
って
い
た
。

○
⾷
堂
及
び
機
能
訓
練
室
に
事
務
区
画
等
が
あ
る
が
、当
該
事
務
区
画
等
の
⾯
積
を⾷
堂
及
び
機
能
訓
練
室
の
⾯
積
か
ら除
い
て
い
な
い
。

（
必
要
な
対
応
）

・速
や
か
に
所
管
庁
へ
変
更
届
を
提
出
す
る
こと
。

通
所
サ
ー
ビス
共
通

【設
備
に
関
す
る
基
準
】
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
主
な
指
導
事
項

項
⽬

⼤
阪
府
条
例
に
定
め
られ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
内
容
と必
要
な
対
応

居
宅
サ
ー
ビス
別

（
指
導
内
容
）

○
管
理
者
が
介
護
保
険
外
の
（
宿
泊
）
サ
ー
ビス
に
従
事
して
い
る為
、通
所
介
護
事
業
所
の
常
勤
専
従
要
件
を満
た
して
い
な
い
。

○
⽣
活
相
談
員
に
必
要
な
⼈
員
数
が
配
置
され
て
い
な
か
った
。

○
看
護
職
員
の
員
数
が
基
準
を満
た
して
い
る
か
確
認
で
きな
か
った
。

（
必
要
な
対
応
）

①
確
保
す
べ
き
⽣
活
相
談
員
の
勤
務
延
時
間
数
の
計
算
式

　提
供
⽇
ご
とに
確
保
す
べ
き
勤
務
延
時
間
数
＝
提
供
時
間
数
（
サ
ー
ビス
提
供
開
始
時
刻
か
ら終
了
時
刻
まで
）

②
確
保
す
べ
き介
護
職
員
の
勤
務
延
時
間
数
の
計
算
式

・利
⽤
者

15
⼈
まで
　　
単
位
ご
とに
確
保
す
べ
き
勤
務
延
時
間
数

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　＝
平
均
提
供
時
間
数
（
利
⽤
者
ご
との
提
供
時
間
数
の
合
計
を
利
⽤
者
数
で
除
して
得
た
数
）

・　
〃
　　

16
⼈
以
上
　　
単
位
ご
とに
確
保
す
べ
き
勤
務
延
時
間
数

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　＝
（
（
利
⽤
者
数
－

15
）
÷

5＋
1）
×
平
均
提
供
時
間
数
（
利
⽤
者
ご
との
提
供
時
間
数
の
合
計
を
利
⽤
者
数
で
除
して

得
た
数
）

③
看
護
師
⼜
は
准
看
護
師
に
つ
い
て
は
、単
位
ご
とに
専
ら当
該
指
定
通
所
介
護
の
提
供
に
当
た
る
職
員
が

1以
上
確
保
され
る
た
め
に
必
要
と認
め
られ

る
数
を
配
置
す
る
こと
。な
お
、専
従
す
る
必
要
は
な
い
が
、提
供
時
間
帯
を通
じて
密
接
か
つ
適
切
な
連
携
を図
る
こと
。

　【
配
置
例
】

　・
併
設
施
設
・他
の
職
務
との
兼
務

　・
病
院
・診
療
所
・訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョン
との
連
携

④
看
護
師
⼜
は
准
看
護
師
の
配
置
が
必
要
な
事
業
所
に
お
い
て
、当
該
看
護
師
⼜
は
准
看
護
師
が
機
能
訓
練
指
導
員
と兼
務
して
い
る
場
合
は
、勤
務

時
間
を明
確
に
切
り分
け
る
こと
。

通
所
介
護

【⼈
員
に
関
す
る
基
準
】

指
定
通
所
介
護
の
事
業
を
⾏
う者
（
以
下
「指
定
通
所
介
護
事
業
者
」と
い
う。
）
が
当
該
事
業
を
⾏
う

事
業
所
（
以
下
「指
定
通
所
介
護
事
業
所
」と
い
う。
）
ご
とに
置
くべ
き
従
業
者
（
以
下
この
節
か
ら第

四
節
まで
に
お
い
て
「通
所
介
護
従
業
者
」と
い
う。
）
の
員
数
は
、次
の
とお
りと
す
る
。

⼀
 　
⽣
活
相
談
員
　指
定
通
所
介
護
の
提
供
⽇
ご
とに
、当
該
指
定
通
所
介
護
を
提
供
して
い
る時
間

帯
に
⽣
活
相
談
員
（
専
ら当
該
指
定
通
所
介
護
の
提
供
に
当
た
る
者
に
限
る
。）
が
勤
務
して
い
る時
間

数
の
合
計
数
を当
該
指
定
通
所
介
護
を
提
供
して
い
る時
間
帯
の
時
間
数
で
除
して
得
た
数
が
⼀
以
上

確
保
され
る
た
め
に
必
要
と認
め
られ
る
数

⼆
 　
看
護
師
⼜
は
准
看
護
師
（
以
下
この
章
に
お
い
て
「看
護
職
員
」と
い
う。
）
　指
定
通
所
介
護
の
単

位
ご
とに
、専
ら当
該
指
定
通
所
介
護
の
提
供
に
当
た
る
看
護
職
員
が
⼀
以
上
確
保
され
る
た
め
に
必
要
と

認
め
られ
る
数

三
 　
介
護
職
員
　指
定
通
所
介
護
の
単
位
ご
とに
、当
該
指
定
通
所
介
護
を
提
供
して
い
る時
間
帯
に

介
護
職
員
（
専
ら当
該
指
定
通
所
介
護
の
提
供
に
当
た
る
者
に
限
る
。）
が
勤
務
して
い
る時
間
数
の
合

計
数
を当
該
指
定
通
所
介
護
を
提
供
して
い
る時
間
数
（
次
項
に
お
い
て
「提
供
単
位
時
間
数
」と
い

う。
）
で
除
して
得
た
数
が
利
⽤
者
（
当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
者
が
法
第
百
⼗
五
条
の
四
⼗
五
第
⼀

項
第
⼀
号

 ロ
に
規
定
す
る
第
⼀
号

 通
所
事
業
（
旧
法
第
⼋
条
の
⼆
第
七
項

 に
規
定
す
る
介
護
予
防

通
所
介
護
に
相
当
す
る
も
の
とし
て
市
町
村
が
定
め
るも
の
に
限
る
。）
に
係
る
指
定
事
業
者
の
指
定
を併

せ
て
受
け
、か
つ
、指
定
通
所
介
護
の
事
業
と当
該
第
⼀
号
通
所
事
業
とが
同
⼀
の
事
業
所
に
お
い
て
⼀

体
的
に
運
営
され
て
い
る
場
合
に
あ
って
は
、当
該
事
業
所
に
お
け
る
指
定
通
所
介
護
⼜
は
当
該
第
⼀
号

通
所
事
業
の
利
⽤
者
。以
下
この
節
及
び
次
節
に
お
い
て
同
じ。
）
の
数
が
⼗
五
⼈
まで
の
場
合
に
あ
って

は
⼀
以
上
、⼗
五
⼈
を超
え
る
場
合
に
あ
って
は
⼗
五
⼈
を超
え
る
部
分
の
数
を五
で
除
して
得
た
数
に
⼀

を加
え
た
数
以
上
確
保
され
る
た
め
に
必
要
と認
め
られ
る
数

四
 　
機
能
訓
練
指
導
員
　⼀
以
上
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
主
な
指
導
事
項

項
⽬

⼤
阪
府
条
例
に
定
め
られ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
内
容
と必
要
な
対
応

居
宅
サ
ー
ビス
別

【通
所
介
護
計
画
の
作
成
】

指
定
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
者
は
、利
⽤
者
の
⼼
⾝
の
状
況
、希
望
及
び
その
置
か
れ
て
い
る環
境
を

踏
まえ
て
、機
能
訓
練
等
の
⽬
標
、当
該
⽬
標
を達
成
す
る
た
め
の
具
体
的
な
サ
ー
ビス
の
内
容
等
を記
載

した
通
所
介
護
計
画
を作
成
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。

２
　通
所
介
護
計
画
は
、既
に
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
が
作
成
され
て
い
る
場
合
は
、当
該
居
宅
サ
ー
ビス
計

画
の
内
容
に
沿
って
作
成
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。

３
　指
定
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
者
は
、通
所
介
護
計
画
の
作
成
に
当
た
って
は
、そ
の
内
容
に
つ
い

て
利
⽤
者
⼜
は
その
家
族
に
対
して
説
明
し、
利
⽤
者
の
同
意
を得
な
け
れ
ば
な
らな
い
。

４
　指
定
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
者
は
、通
所
介
護
計
画
を作
成
した
際
に
は
、当
該
通
所
介
護
計

画
を
利
⽤
者
に
交
付
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。

５
　通
所
介
護
従
業
者
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
利
⽤
者
に
つ
い
て
、通
所
介
護
計
画
に
従
った
サ
ー
ビス
の
実
施

状
況
及
び
⽬
標
の
達
成
状
況
の
記
録
を
⾏
う。

（
指
導
内
容
）

通
所
介
護
計
画
が
作
成
され
て
い
な
か
った
。通
所
介
護
計
画
に
つ
い
て
、利
⽤
者
の
同
意
を得
た
こと
が
確
認
で
きな
か
った
。

（
必
要
な
対
応
）

居
宅
サ
ー
ビス
計
画
の
内
容
に
沿
って
通
所
介
護
計
画
を作
成
す
る
こと
。

通
所
介
護
計
画
の
主
要
事
項
を
利
⽤
者
に
説
明
し同
意
を得
る
こと
。

通
所
介
護

【運
営
に
関
す
る
基
準
】

【利
⽤
料
等
の
受
領
】

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビス
に
該
当
す
る
指
定
通
所
介
護
を
提
供
した
際
に

は
、そ
の
利
⽤
者
か
ら利
⽤
料
の
⼀
部
とし
て
、当
該
指
定
通
所
介
護
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビス
費
⽤
基

準
額
か
ら当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
者
に
⽀
払
わ
れ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビス
費
の
額
を控
除
して
得
た
額

の
⽀
払
を
受
け
るも
の
とす
る
。

2 
　指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビス
に
該
当
しな
い
指
定
通
所
介
護
を
提
供
した

際
に
その
利
⽤
者
か
ら⽀
払
を
受
け
る
利
⽤
料
の
額
と、
指
定
通
所
介
護
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビス
費

⽤
基
準
額
との
間
に
、不
合
理
な
差
額
が
⽣
じな
い
よう
に
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。

3 
　指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、前
⼆
項
の
⽀
払
を
受
け
る額
の
ほ
か
、次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
⽤
の
額

の
⽀
払
を
利
⽤
者
か
ら受
け
る
こと
が
で
きる
。

⼀
 　
利
⽤
者
の
選
定
に
よ
り通
常
の
事
業
の
実
施
地
域
以
外
の
地
域
に
居
住
す
る
利
⽤
者
に
対
して
⾏
う

送
迎
に
要
す
る
費
⽤

⼆
 　
指
定
通
所
介
護
に
通
常
要
す
る
時
間
を超
え
る
指
定
通
所
介
護
で
あ
って
利
⽤
者
の
選
定
に
係
る
も

の
の
提
供
に
伴
い
必
要
とな
る
費
⽤
の
範
囲
内
に
お
い
て
、通
常
の
指
定
通
所
介
護
に
係
る
居
宅
介
護

サ
ー
ビス
費
⽤
基
準
額
を超
え
る
費
⽤

三
 　
⾷
事
の
提
供
に
要
す
る
費
⽤

四
 　
お
む
つ
代

五
 　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、指
定
通
所
介
護
の
提
供
に
お
い
て
提
供
され
る
便
宜
の
うち
、⽇
常

⽣
活
に
お
い
て
も
通
常
必
要
とな
る
も
の
に
係
る
費
⽤
で
あ
って
、そ
の
利
⽤
者
に
負
担
させ
る
こと
が
適
当
と

認
め
られ
る
費
⽤

4 
　前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
費
⽤
に
つ
い
て
は
、別
に
知
事
が
定
め
る
とこ
ろ
に
よ
る
も
の
とす
る
。

5 
　指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、第
三
項
の
費
⽤
の
額
に
係
る
サ
ー
ビス
の
提
供
に
当
た
って
は
、あ
らか
じ

め
、利
⽤
者
⼜
は
その
家
族
に
対
し、
当
該
サ
ー
ビス
の
内
容
及
び
費
⽤
に
つ
い
て
説
明
を
⾏
い
、利
⽤
者

の
同
意
を得
な
け
れ
ば
な
らな
い
。

（
指
導
内
容
）

○
⾷
事
代
及
び
お
む
つ
代
以
外
で
、利
⽤
者
の
個
別
事
由
に
関
わ
らな
い
、⽇
常
⽣
活
費
に
つ
い
て
は
請
求
す
る
こと
は
で
きな
い
。

○
介
護
に
必
要
な
福
祉
⽤
具
の
費
⽤
や
洗
濯
代
に
つ
い
て
、請
求
す
る
こと
は
で
きな
い
。

（
参
照
︓
通
所
介
護
等
に
お
け
る
⽇
常
⽣
活
に
要
す
る
費
⽤
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（

H1
2.

3.
30
　⽼
企
第

54
号
）

（
必
要
な
対
応
）

・費
⽤
徴
収
が
で
きる
場
合
は
、利
⽤
者
の
希
望
に
よっ
て
、⾝
の
回
り品
⼜
は
教
養
娯
楽
とし
て
⽇
常
⽣
活
に
必
要
な
も
の
を
事
業
者
が
提
供
す
る
場
合
と

す
る
こと
。

・洗
濯
代
は
⽇
常
⽣
活
費
に
含
まれ
て
い
る
の
で
、事
業
所
で
負
担
す
る
こと
。（
利
⽤
者
の
個
別
事
由
に
よ
らな
い
洗
濯
代
を徴
収
す
る
こと
は
で
きな

い
。）
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
主
な
指
導
事
項

項
⽬

⼤
阪
府
条
例
に
定
め
られ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
内
容
と必
要
な
対
応

居
宅
サ
ー
ビス
別

通
所
介
護

【運
営
に
関
す
る
基
準
】

【⾮
常
災
害
対
策
】

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、災
害
対
策
に
関
す
る
具
体
的
な
計
画
を作
成
し、
関
係
機
関
へ
の
通
報
及

び
連
携
の
た
め
の
体
制
を整
備
し、
並
び
に
これ
らを
定
期
的
に
従
業
者
に
周
知
す
る
とと
も
に
、定
期
的
に

避
難
、救
助
等
の
訓
練
を
⾏
わ
な
け
れ
ば
な
らな
い
。

（
指
導
内
容
）

〇
⾮
常
災
害
に
関
す
る
具
体
的
計
画
を策
定
して
い
な
い
。

〇
防
⽕
管
理
者
が
選
任
され
て
い
な
い
。

〇
避
難
訓
練
を年
に
２
回
以
上
実
施
して
い
な
い
。

（
必
要
な
対
応
）

・計
画
の
策
定
、防
⽕
管
理
者
の
選
任
及
び
避
難
訓
練
の
通
知
に
つ
い
て
は
、消
防
機
関
に
届
出
をす
る
こと
。

通
所
介
護

【介
護
報
酬
の
算
定
及
び
取

扱
い
】

【個
別
機
能
訓
練
加
算
】

個
別
機
能
訓
練
加
算
は
、専
ら機
能
訓
練
を実
施
す
る
理
学
療
法
⼠
、作
業
療
法
⼠
、⾔
語
聴
覚
⼠
、

看
護
職
員
、柔
道
整
復
師
、あ
ん
摩
マッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、は
り師
⼜
は
きゅ
う師
を
配
置
し、
機
能
訓
練

指
導
員
等
が
共
同
して
、利
⽤
者
ご
とに
⼼
⾝
の
状
態
や
居
宅
の
環
境
をふ
まえ
た
個
別
機
能
訓
練
計
画

を作
成
し、
当
該
計
画
に
基
づ
き計
画
的
に
機
能
訓
練
を
⾏
うこ
とで
、利
⽤
者
の
⽣
活
機
能
の
維
持
・向

上
を図
り、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
居
宅
に
お
い
て
可
能
な
限
り⾃
⽴
して
暮
らし
続
け
る
こと
を⽬
指
す
た
め
に

設
け
られ
た
も
の
で
あ
る
。本
加
算
の
算
定
に
あ
た
って
は
、加
算
設
置
の
趣
旨
をふ
まえ
た
個
別
機
能
訓
練

計
画
の
作
成
及
び
個
別
機
能
訓
練
が
実
施
され
な
け
れ
ば
な
らな
い
。

【個
別
機
能
訓
練
加
算
（
Ⅰ
）
イ】
　次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こと
。

⑴
専
ら機
能
訓
練
指
導
員
の
職
務
に
従
事
す
る
理
学
療
法
⼠
、作
業
療
法
⼠
、⾔
語
聴
覚
⼠
、看
護

職
員
、柔
道
整
復
師
、あ
ん
摩
マッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、は
り師
⼜
は
きゅ
う師
（
は
り師
お
よび
きゅ
う師
に
つ

い
て
は
、理
学
療
法
⼠
、作
業
療
法
⼠
、⾔
語
聴
覚
⼠
、看
護
職
員
、柔
道
整
復
師
⼜
は
あ
ん
摩
マッ

サ
ー
ジ
指
圧
師
の
資
格
を有
す
る
機
能
訓
練
指
導
員
を
配
置
した
事
業
所
で
６
⽉
以
上
機
能
訓
練
指
導

に
従
事
した
経
験
を有
す
る
者
に
限
る
。）

(以
下
「理
学
療
法
⼠
等
」)
を１
名
以
上
配
置
して
い
る
こと
。

⑵
機
能
訓
練
指
導
員
等
〔機
能
訓
練
指
導
員
、看
護
職
員
、介
護
職
員
、⽣
活
相
談
員
その
他
の
職

種
の
者
〕が
共
同
して
、利
⽤
者
ご
とに
個
別
機
能
訓
練
計
画
を作
成
し、
当
該
計
画
に
基
づ
き、
理
学
療

法
⼠
等
が
計
画
的
に
機
能
訓
練
を
⾏
って
い
る
こと
。

⑶
個
別
機
能
訓
練
計
画
の
作
成
及
び
実
施
に
お
い
て
は
、利
⽤
者
の
⾝
体
機
能
及
び
⽣
活
機
能
の
向
上

に
資
す
る
よう
複
数
の
種
類
の
機
能
訓
練
の
項
⽬
を準
備
し、
その
項
⽬
の
選
択
に
当
た
って
は
、利
⽤
者

の
⽣
活
意
欲
が
増
進
され
る
よ
う利
⽤
者
を援
助
し、
利
⽤
者
の
選
択
に
基
づ
き、
⼼
⾝
の
状
況
に
応
じた

機
能
訓
練
を適
切
に
⾏
って
い
る
こと
。

⑷
機
能
訓
練
指
導
員
等
が
利
⽤
者
の
居
宅
を訪
問
し、
利
⽤
者
の
居
宅
で
の
⽣
活
状
況
を確
認
した
上

で
、個
別
機
能
訓
練
計
画
を作
成
す
る
こと
。ま
た
、そ
の
後
３
⽉
ご
とに
１
回
以
上
、利
⽤
者
の
居
宅
を

訪
問
した
上
で
、当
該
利
⽤
者
の
居
宅
に
お
け
る
⽣
活
状
況
を
その
都
度
確
認
す
る
とと
も
に
、当
該
利
⽤

者
⼜
は
その
家
族
に
対
して
、個
別
機
能
訓
練
計
画
の
進
捗
状
況
等
を説
明
し、
必
要
に
応
じて
個
別
機

能
訓
練
計
画
の
⾒
直
し等
を
⾏
って
い
る
こと
。

⑸
定
員
超
過
利
⽤
・⼈
員
基
準
⽋
如
に
該
当
して
い
な
い
こと
。

【個
別
機
能
訓
練
加
算
（
Ⅰ
）
ロ】
　次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こと
。

⑴
　イ
⑴
の
規
定
に
よ
り配
置
され
た
理
学
療
法
⼠
等
に
加
え
て
、専
ら機
能
訓
練
指
導
員
の
職
務
に
従

事
理
学
療
法
⼠
等
を１
名
以
上
配
置
して
い
る
こと
。

⑵
　イ
⑵
か
ら⑸
まで
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こと
。

【個
別
機
能
訓
練
加
算
（
Ⅱ
）
】　
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こと
。

⑴
　イ
⑴
か
ら⑸
まで
⼜
は
ロ⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こと
。

⑵
　利
⽤
者
ご
との
個
別
機
能
訓
練
計
画
書
の
内
容
等
の
情
報
を厚
⽣
労
働
省
に
提
出
し、
機
能
訓
練

の
実
施
に
当
た
って
、当
該
情
報
その
他
機
能
訓
練
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を

活
⽤
して
い
る
こと
。

（
指
導
内
容
）

個
別
機
能
訓
練
計
画
を作
成
後
、３
⽉
ご
とに
１
回
以
上
、利
⽤
者
の
居
宅
を訪
問
した
うえ
で
、当
該
利
⽤
者
の
居
宅
に
お
け
る
⽣
活
状
況
を
その
都

度
確
認
す
る
こと
が
必
要
で
あ
る
が
、確
認
した
こと
が
不
明
な
利
⽤
者
が
い
た
。（
算
定
要
件
イ⑷
の
記
録
が
確
認
で
きな
か
った
。）

（
必
要
な
対
応
）

確
認
した
場
合
は
居
宅
訪
問
チ
ェッ
クシ
ー
ト等
を活
⽤
し記
録
して
お
くこ
と。
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
主
な
指
導
事
項

項
⽬

⼤
阪
府
条
例
に
定
め
られ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
内
容
と必
要
な
対
応

居
宅
サ
ー
ビス
別

短
期
⼊
所
⽣
活

(療
養

)介
護
・介
護
予
防
短
期
⼊
所
⽣

活
(療
養

)介
護

【運
営
に
関
す
る
基
準
】

【内
容
及
び
⼿
続
の
説
明
及
び
同
意
】

指
定
短
期
⼊
所
⽣
活
介
護
事
業
者
は
、指
定
短
期
⼊
所
⽣
活
介
護
の
提
供
の
開
始
に
際
し、
あ
らか
じ

め
、利
⽤
申
込
者
⼜
は
その
家
族
に
対
し第
百
六
⼗
五
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
の
概
要
、短
期
⼊
所

⽣
活
介
護
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
その
他
の
利
⽤
申
込
者
の
サ
ー
ビス
の
選
択
に
資
す
る
と認
め
られ
る

重
要
事
項
を記
した
⽂
書
を交
付
して
説
明
を
⾏
い
、サ
ー
ビス
の
内
容
及
び
利
⽤
期
間
等
に
つ
い
て
利
⽤

申
込
者
の
同
意
を得
な
け
れ
ば
な
らな
い
。

2 
　電
磁
的
⽅
法
に
よ
る
場
合
は
、⽂
書
に
よ
り交
付
した
も
の
とみ
な
す
。

【利
⽤
料
の
受
領
等
】

指
定
短
期
⼊
所
⽣
活
介
護
事
業
者
は
、法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビス
に
該
当
す
る
指
定
短
期
⼊
所
⽣
活

介
護
を
提
供
した
際
に
は
、そ
の
利
⽤
者
か
ら利
⽤
料
の
⼀
部
とし
て
、当
該
指
定
短
期
⼊
所
⽣
活
介
護

に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビス
費
⽤
基
準
額
か
ら当
該
指
定
短
期
⼊
所
⽣
活
介
護
事
業
者
に
⽀
払
わ
れ
る

居
宅
介
護
サ
ー
ビス
費
の
額
を控
除
して
得
た
額
の
⽀
払
を
受
け
る
こと
とす
る
。

2　
指
定
短
期
⼊
所
⽣
活
介
護
事
業
者
は
、法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビス
に
該
当
しな
い
指
定
短
期
⼊
所

⽣
活
介
護
を
提
供
した
際
に
その
利
⽤
者
か
ら⽀
払
を
受
け
る
利
⽤
料
の
額
と、
指
定
短
期
⼊
所
⽣
活
介

護
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビス
費
⽤
基
準
額
との
間
に
、不
合
理
な
差
額
が
⽣
じな
い
よう
に
しな
け
れ
ば
な

らな
い
。

3　
指
定
短
期
⼊
所
⽣
活
介
護
事
業
者
は
、前
⼆
項
の
額
の
ほ
か
、次
に
掲
げ
る
費
⽤
の
額
の
⽀
払
を
利

⽤
者
か
ら受
け
る
こと
が
で
きる
。

⼀
　⾷
事
の
提
供
に
要
す
る
費
⽤

(法
第
五
⼗
⼀
条
の
三
第
⼀
項
の
規
定
に
よ
り特
定
⼊
所
者
介
護
サ
ー

ビス
費
が
利
⽤
者
に
⽀
給
され
た
場
合
は
、同
条
第
⼆
項
第
⼀
号
に
規
定
す
る
⾷
費
の
基
準
費
⽤
額

(同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り当
該
特
定
⼊
所
者
介
護
サ
ー
ビス
費
が
利
⽤
者
に
代
わ
り当
該
指
定
短
期
⼊

所
⽣
活
介
護
事
業
者
に
⽀
払
わ
れ
た
場
合
は
、同
条
第
⼆
項
第
⼀
号
に
規
定
す
る
⾷
費
の
負
担
限
度

額
)を
限
度
とす
る
。)

⼆
　滞
在
に
要
す
る
費
⽤

(法
第
五
⼗
⼀
条
の
三
第
⼀
項
の
規
定
に
よ
り特
定
⼊
所
者
介
護
サ
ー
ビス
費

が
利
⽤
者
に
⽀
給
され
た
場
合
は
、同
条
第
⼆
項
第
⼆
号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
基
準
費
⽤
額

(同
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り当
該
特
定
⼊
所
者
介
護
サ
ー
ビス
費
が
利
⽤
者
に
代
わ
り当
該
指
定
短
期
⼊
所

⽣
活
介
護
事
業
者
に
⽀
払
わ
れ
た
場
合
は
、同
条
第
⼆
項
第
⼆
号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
負
担
限
度

額
)を
限
度
とす
る
。)

三
　知
事
が
定
め
る基
準
に
基
づ
き利
⽤
者
が
選
定
す
る
特
別
な
居
室
の
提
供
を
⾏
った
こと
に
伴
い
必
要

とな
る
費
⽤

四
　知
事
が
定
め
る基
準
に
基
づ
き利
⽤
者
が
選
定
す
る
特
別
な
⾷
事
の
提
供
を
⾏
った
こと
に
伴
い
必
要

とな
る
費
⽤

五
　送
迎
に
要
す
る
費
⽤

(知
事
が
定
め
る
場
合
を除
く。

)
六
　理
美
容
代

七
　前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、指
定
短
期
⼊
所
⽣
活
介
護
に
お
い
て
提
供
され
る
便
宜
の
うち
、⽇

常
⽣
活
に
お
い
て
も
通
常
必
要
とな
る
も
の
に
係
る
費
⽤
で
あ
って
、そ
の
利
⽤
者
に
負
担
させ
る
こと
が
適
当

と認
め
られ
る
も
の

（
指
導
内
容
）

○
利
⽤
料
、そ
の
他
費
⽤
に
つ
い
て
説
明
され
て
い
な
い
。

○
利
⽤
料
、そ
の
他
費
⽤
の
額
等
が
適
切
に
定
め
られ
て
い
な
い
。

○
利
⽤
料
等
の
⽀
払
い
を
受
け
る
に
あ
たっ
て
、あ
らか
じめ
利
⽤
者
⼜
は
その
家
族
に
対
して
、利
⽤
料
等
の
明
細
を記
載
した
重
要
事
項
説
明
書
等
に
よ

り説
明
を
⾏
って
い
な
い
、⼜
は
同
意
を得
た
上
で
交
付
して
い
な
い
。

○
トロ
ミ剤
に
つ
い
て
介
護
サ
ー
ビス
費
外
で
別
途
徴
収
して
い
る
。

（
必
要
な
対
応
）

・利
⽤
料
等
の
⽀
払
い
を
受
け
る
に
あ
たっ
て
、あ
らか
じめ
利
⽤
者
⼜
は
その
家
族
に
対
して
、利
⽤
料
等
の
明
細
を記
載
した
⽂
書
を交
付
して
説
明
を
⾏

い
、利
⽤
者
の
同
意
を得
る
こと
。

・利
⽤
料
の
⽀
払
い
の
ほ
か
に
イ〜
トに
か
か
る費
⽤
の
⽀
払
い
を
受
け
る
こと
は
可
能
で
あ
る
が
、保
険
給
付
対
象
の
サ
ー
ビス
と明
確
に
区
分
され
な
い
あ
い

まい
な
名
⽬
に
よ
る
費
⽤
の
徴
収
は
認
め
られ
な
い
た
め
、明
確
に
区
分
す
る
こと
。

イ、
⾷
費
　ロ
、滞
在
費
　ハ
、特
別
な
居
室
代
　ニ
、特
別
な
⾷
事
代
　ホ
、送
迎
費
　ヘ
、理
美
容
代
　ト
、利
⽤
者
の
希
望
に
よっ
て
、⾝
の
回
り品
⼜

は
教
養
娯
楽
とし
て
⽇
常
⽣
活
に
必
要
な
も
の
を
事
業
者
が
提
供
す
る
場
合
に
係
る
費
⽤

※
刻
み
⾷
、ミ
キ
サ
ー
⾷
に
か
か
る⼿
間
は
⾷
費
に
含
まれ
る

（
参
考
︓
通
所
介
護
等
に
お
け
る
⽇
常
⽣
活
に
要
す
る
費
⽤
の
取
扱
い
に
つ
い
て
　平
成

12
年

3⽉
30
⽇
⽼
企
第

54
号
）

（
指
導
内
容
）

○
⾷
費
に
つ
い
て
、⼀
⾷
ご
とに
分
け
て
設
定
して
い
な
い
。

（
必
要
な
対
応
）

・⾷
費
は
利
⽤
者
と施
設
との
契
約
に
よ
り設
定
す
る
も
の
で
あ
り、
朝
⾷
・昼
⾷
・⼣
⾷
と分
け
て
設
定
す
る
こと
も
可
能
で
あ
る
。特
に
シ
ョー
トス
テ
ィ（
短
期

⼊
所
⽣
活
介
護
・短
期
⼊
所
療
養
介
護
）
に
つ
い
て
は
、⼊
所
の
期
間
も
短
い
こと
か
ら、
原
則
とし
て
⼀
⾷
ご
とに
分
け
て
設
定
し、
提
供
した
⾷
事
分
の

み
徴
収
す
る
こと
。

（
参
考
︓
「シ
ョー
トス
テ
イ（
短
期
⼊
所
⽣
活
介
護
、短
期
⼊
所
療
養
介
護
）
に
お
け
る
⾷
費
の
設
定
に
つ
い
て
」平
成

24
年

9⽉
5⽇
　事
務
連
絡

⽼
健
局
振
興
課
・⽼
⼈
保
健
課
）
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
主
な
指
導
事
項

項
⽬

⼤
阪
府
条
例
に
定
め
られ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
内
容
と必
要
な
対
応

居
宅
サ
ー
ビス
別

短
期
⼊
所
⽣
活

(療
養

)介
護
・介
護
予
防
短
期
⼊
所
⽣

活
(療
養

)介
護

【運
営
に
関
す
る
基
準
・利
⽤

料
の
受
領
等
続
き
】

【利
⽤
料
の
受
領
等
】続
き

4　
前
項
第
⼀
号
か
ら第
四
号
まで
に
掲
げ
る
費
⽤
の
内
容
に
つ
い
て
は
、知
事
が
定
め
る
とこ
ろ
に
よ
る
。

5　
指
定
短
期
⼊
所
⽣
活
介
護
事
業
者
は
、第
三
項
の
費
⽤
に
係
る
サ
ー
ビス
の
提
供
に
当
た
って
は
、あ

らか
じめ
、利
⽤
者
⼜
は
その
家
族
に
対
し、
当
該
サ
ー
ビス
の
内
容
及
び
費
⽤
を記
した
⽂
書
を交
付
して

説
明
を
⾏
い
、利
⽤
者
の
同
意
を得
な
け
れ
ば
な
らな
い
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、同
項
第
⼀
号
か
ら第
四

号
まで
の
費
⽤
に
係
る
同
意
に
つ
い
て
は
、⽂
書
に
よ
るも
の
とす
る
。

短
期
⼊
所
⽣
活

(療
養

)介
護
・介
護
予
防
短
期
⼊
所
⽣

活
(療
養

)介
護

【運
営
に
関
す
る
基
準
】

【短
期
⼊
所
⽣
活
（
療
養
）
介
護
計
画
の
作
成
に
つ
い
て
】

指
定
短
期
⼊
所
⽣
活
（
療
養
）
介
護
事
業
所
の
管
理
者
は
、相
当
期
間
以
上
に
わ
た
り継
続
して
⼊

所
す
る
こと
が
予
定
され
る
利
⽤
者
に
つ
い
て
は
、利
⽤
者
の
⼼
⾝
の
状
況
、希
望
及
び
その
置
か
れ
て
い
る

環
境
を踏
まえ
て
、指
定
短
期
⼊
所
⽣
活
（
療
養
）
介
護
の
提
供
の
開
始
前
か
ら終
了
後
に
⾄
る
まで
の

利
⽤
者
が
利
⽤
す
る
サ
ー
ビス
の
継
続
性
に
配
慮
して
、他
の
短
期
⼊
所
⽣
活
（
療
養
）
介
護
従
業
者
と

協
議
の
上
、サ
ー
ビス
の
⽬
標
、当
該
⽬
標
を達
成
す
る
た
め
の
具
体
的
な
サ
ー
ビス
の
内
容
等
を記
載
した

短
期
⼊
所
⽣
活
（
療
養
）
介
護
計
画
を作
成
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。

2　
短
期
⼊
所
⽣
活
（
療
養
）
介
護
計
画
は
、既
に
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
が
作
成
され
て
い
る
場
合
は
、

当
該
計
画
に
適
合
す
る
よう
作
成
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。

3　
指
定
短
期
⼊
所
⽣
活
（
療
養
）
介
護
事
業
所
の
管
理
者
は
、短
期
⼊
所
⽣
活
（
療
養
）
介
護
計

画
の
作
成
に
当
た
って
は
、そ
の
内
容
に
つ
い
て
利
⽤
者
⼜
は
その
家
族
に
対
して
説
明
し、
利
⽤
者
の
同

意
を得
な
け
れ
ば
な
らな
い
。

4　
指
定
短
期
⼊
所
⽣
活
（
療
養
）
介
護
事
業
所
の
管
理
者
は
、短
期
⼊
所
⽣
活
（
療
養
）
介
護
計

画
を作
成
した
際
に
は
、当
該
短
期
⼊
所
⽣
活
（
療
養
）
介
護
計
画
を
利
⽤
者
に
交
付
しな
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
指
導
内
容
）

○
管
理
者
及
び
その
他
の
短
期
⼊
所
⽣
活

(療
養

)介
護
従
業
者
との
協
議
の
上
、短
期
⼊
所
⽣
活

(療
養

)介
護
計
画
を作
成
して
い
な
い
。

○
相
当
期
間
（
概
ね

4⽇
間
）
以
上
に
わ
た
り継
続
して
⼊
所
す
る
利
⽤
者
に
対
して
、短
期
⼊
所
⽣
活
（
療
養
）
介
護
計
画
を作
成
して
い
な
い
。⼜

は
、作
成
して
い
るも
の
の
、そ
の
内
容
に
つ
い
て
利
⽤
者
⼜
は
その
家
族
に
対
し説
明
し、
同
意
を得
て
い
な
い
、あ
る
い
は
交
付
して
い
な
い
。

○
短
期
⼊
所
⽣
活
（
療
養
）
介
護
計
画
に
基
づ
い
た
サ
ー
ビス
提
供
を
⾏
って
い
な
い
。

○
介
護
予
防
短
期
⼊
所
⽣
活
介
護
計
画
に
サ
ー
ビス
提
供
を
⾏
う期
間
等
を記
載
して
い
な
い
。

（
必
要
な
対
応
）

・相
当
期
間
以
上
継
続
して
⼊
所
す
る
こと
が
予
定
され
て
い
る
利
⽤
者
に
つ
い
て
は
、短
期
⼊
所
⽣
活
（
療
養
）
介
護
の
提
供
前
か
ら終
了
後
に
⾄
る
ま

で
の
サ
ー
ビス
の
継
続
性
に
配
慮
し、
管
理
者
及
び
他
の
従
業
者
との
協
議
の
上
、短
期
⼊
所
⽣
活

(療
養

)介
護
計
画
を作
成
す
る
こと
。

・短
期
⼊
所
⽣
活
（
療
養
）
介
護
計
画
に
は
サ
ー
ビス
の
⽬
標
、当
該
⽬
標
を達
成
す
る
た
め
の
具
体
的
な
サ
ー
ビス
の
内
容
を記
載
す
る
こと
。ま
た
その

内
容
を
利
⽤
者
また
は
家
族
へ
説
明
し、
同
意
を得
る
こと
。

・短
期
⼊
所
⽣
活
（
療
養
）
介
護
計
画
を
利
⽤
者
に
交
付
す
る
こと
。

・サ
ー
ビス
提
供
を
⾏
う期
間
等
を記
載
した
介
護
予
防
短
期
⼊
所
⽣
活
介
護
計
画
を作
成
す
る
こと
。

短
期
⼊
所
⽣
活
介
護
・介
護

予
防
短
期
⼊
所
⽣
活
介
護

【介
護
報
酬
の
算
定
及
び
取

扱
い
】

【⻑
期
利
⽤
者
減
算
に
つ
い
て
】

居
宅
に
戻
る
こと
な
く、
⾃
費
利
⽤
を挟
み
同
⼀
事
業
所
を連
続

30
⽇
を超
え
て
利
⽤
して
い
る
者
に
対
し

て
短
期
⼊
所
⽣
活
介
護
を
提
供
した
場
合
は
、減
算
。

（
指
導
内
容
）

減
算
を確
認
で
きな
か
った
。

（
必
要
な
対
応
）

保
険
者
と調
整
うえ
、⾃
主
返
還
す
る
こと
。

 47



指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
主
な
指
導
事
項

項
⽬

⼤
阪
府
条
例
に
定
め
られ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
内
容
と必
要
な
対
応

居
宅
サ
ー
ビス
別

（
指
導
内
容
）

○
⾷
事
代
及
び
お
む
つ
代
以
外
で
、利
⽤
者
の
個
別
事
由
に
関
わ
らな
い
、⽇
常
⽣
活
費
に
つ
い
て
は
請
求
す
る
こと
は
で
きな
い
。

○
介
護
に
必
要
な
福
祉
⽤
具
の
費
⽤
や
洗
濯
代
に
つ
い
て
、請
求
す
る
こと
は
で
きな
い
。

（
参
照
︓
「通
所
介
護
等
に
お
け
る
⽇
常
⽣
活
に
要
す
る
費
⽤
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（

H1
2.

3.
30
　⽼
企
第

54
号
）
）

（
必
要
な
対
応
）

・費
⽤
徴
収
が
で
きる
場
合
は
、利
⽤
者
の
希
望
に
よっ
て
、⾝
の
回
り品
⼜
は
教
養
娯
楽
とし
て
⽇
常
⽣
活
に
必
要
な
も
の
を
事
業
者
が
提
供
す
る
場
合
と

す
る
こと
。

・洗
濯
代
は
⽇
常
⽣
活
費
に
含
まれ
て
い
る
の
で
、事
業
所
で
負
担
す
る
こと
。（
利
⽤
者
の
個
別
事
由
に
よ
らな
い
洗
濯
代
を徴
収
す
る
こと
は
で
きな

い
。）

【利
⽤
料
等
の
受
領
】

指
定
特
定
施
設
⼊
居
者
⽣
活
介
護
事
業
者
は
、法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビス
に
該
当
す
る
指
定
特
定
施

設
⼊
居
者
⽣
活
介
護
を
提
供
した
際
に
は
、そ
の
利
⽤
者
か
ら利
⽤
料
の
⼀
部
とし
て
、当
該
指
定
特
定

施
設
⼊
居
者
⽣
活
介
護
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビス
費
⽤
基
準
額
か
ら当
該
指
定
特
定
施
設
⼊
居
者

⽣
活
介
護
事
業
者
に
⽀
払
わ
れ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビス
費
の
額
を控
除
して
得
た
額
の
⽀
払
を
受
け
るも

の
とす
る
。

2 
　指
定
特
定
施
設
⼊
居
者
⽣
活
介
護
事
業
者
は
、法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビス
に
該
当
しな
い
指
定
特

定
施
設
⼊
居
者
⽣
活
介
護
を
提
供
した
際
に
その
利
⽤
者
か
ら⽀
払
を
受
け
る
利
⽤
料
の
額
と、
指
定
特

定
施
設
⼊
居
者
⽣
活
介
護
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビス
費
⽤
基
準
額
との
間
に
、不
合
理
な
差
額
が
⽣

じな
い
よう
に
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。

3 
　指
定
特
定
施
設
⼊
居
者
⽣
活
介
護
事
業
者
は
、前
⼆
項
の
⽀
払
を
受
け
る額
の
ほ
か
、次
に
掲
げ
る

費
⽤
の
額
の
⽀
払
を
利
⽤
者
か
ら受
け
る
こと
が
で
きる
。

⼀
 　
利
⽤
者
の
選
定
に
よ
り提
供
され
る
介
護
その
他
の
⽇
常
⽣
活
上
の
便
宜
に
要
す
る
費
⽤

⼆
 　
お
む
つ
代

三
 　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、指
定
特
定
施
設
⼊
居
者
⽣
活
介
護
の
提
供
に
お
い
て
提
供
され
る

便
宜
の
うち
、⽇
常
⽣
活
に
お
い
て
も
通
常
必
要
とな
る
も
の
に
係
る
費
⽤
で
あ
って
、そ
の
利
⽤
者
に
負
担

させ
る
こと
が
適
当
と認
め
られ
る
も
の

4 
　指
定
特
定
施
設
⼊
居
者
⽣
活
介
護
事
業
者
は
、前
項
の
費
⽤
の
額
に
係
る
サ
ー
ビス
の
提
供
に
当

た
って
は
、あ
らか
じめ
、利
⽤
者
⼜
は
その
家
族
に
対
し、
当
該
サ
ー
ビス
の
内
容
及
び
費
⽤
に
つ
い
て
説
明

を
⾏
い
、利
⽤
者
の
同
意
を得
な
け
れ
ば
な
らな
い
。

特
定
施
設
⼊
居
者
⽣
活
介

護
・介
護
予
防
特
定
施
設
⼊

居
者
⽣
活
介
護

【運
営
に
関
す
る
基
準
】

特
定
施
設
⼊
居
者
⽣
活
介

護
・介
護
予
防
特
定
施
設
⼊

居
者
⽣
活
介
護

【運
営
に
関
す
る
基
準
】

【⾝
体
拘
束
】

4　
指
定
特
定
施
設
⼊
居
者
⽣
活
介
護
事
業
者
は
、指
定
特
定
施
設
⼊
居
者
⽣
活
介
護
の
提
供
に
当

た
って
は
、当
該
利
⽤
者
⼜
は
他
の
利
⽤
者
等
の
⽣
命
⼜
は
⾝
体
を保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を得
な
い

場
合
を除
き、
⾝
体
拘
束
等
を
⾏
って
は
な
らな
い
。

5　
指
定
特
定
施
設
⼊
居
者
⽣
活
介
護
事
業
者
は
、前
項
の
⾝
体
拘
束
等
を
⾏
う場
合
に
は
、そ
の
態

様
及
び
時
間
、そ
の
際
の
利
⽤
者
の
⼼
⾝
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を得
な
い
理
由
を記
録
しな
け
れ
ば

な
らな
い
。

6　
指
定
特
定
施
設
⼊
居
者
⽣
活
介
護
事
業
者
は
、⾝
体
拘
束
等
の
適
正
化
を図
る
た
め
、次
に
掲
げ
る

措
置
を講
じな
け
れ
ば
な
らな
い
。

⼀
　⾝
体
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を検
討
す
る
委
員
会
を三
⽉
に
⼀
回
以
上
開
催
す
る
とと
も

に
、そ
の
結
果
に
つ
い
て
、介
護
職
員
その
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を図
る
こと
。

⼆
　⾝
体
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を整
備
す
る
こと
。

三
　介
護
職
員
その
他
の
従
業
者
に
対
し、
⾝
体
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す

る
こと
。

（
必
要
な
対
応
）

【⾝
体
的
拘
束
適
正
化
検
討
委
員
会
】

・幅
広
い
職
種
（
例
え
ば
、施
設
⻑
（
管
理
者
）
、看
護
職
員
、介
護
職
員
、⽣
活
相
談
員
）
に
よ
り構
成
す
る
。

・⾝
体
的
拘
束
等
に
つ
い
て
報
告
す
る
た
め
の
様
式
を整
備
す
る
こと
。

・介
護
職
員
その
他
の
従
業
者
は
、⾝
体
的
拘
束
等
の
発
⽣
ご
とに
その
状
況
、背
景
等
を記
録
す
る
とと
も
に
、上
記
の
様
式
に
従
い
、⾝
体
拘
束
等
に
つ

い
て
報
告
す
る
こと
。ま
た
、委
員
会
に
お
い
て
は
、報
告
され
た
事
例
を集
計
し、
分
析
す
る
こと
。

・事
例
の
分
析
に
当
た
って
は
、⾝
体
的
拘
束
等
の
発
⽣
時
の
状
況
等
を分
析
し、
⾝
体
的
拘
束
等
の
発
⽣
原
因
、結
果
等
を
とり
まと
め
、当
該
事
例
の

適
正
性
と適
正
化
策
を検
討
す
る
こと
。ま
た
、適
正
化
策
を講
じた
後
に
、そ
の
効
果
に
つ
い
て
評
価
す
る
こと
。

・報
告
され
た
事
例
及
び
分
析
結
果
を従
業
者
に
周
知
徹
底
す
る
こと
。

【⾝
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
】 
以
下
の
項
⽬
を盛
り込
む
こと
。

・施
設
に
お
け
る
⾝
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
に
関
す
る
基
本
的
考
え
⽅

・⾝
体
的
拘
束
適
正
化
検
討
委
員
会
その
他
施
設
内
の
組
織
に
関
す
る
事
項

・⾝
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
職
員
研
修
に
関
す
る
基
本
⽅
針

・施
設
内
で
発
⽣
した
⾝
体
的
拘
束
等
の
報
告
⽅
法
等
の
た
め
の
⽅
策
に
関
す
る
基
本
⽅
針

・⾝
体
的
拘
束
等
発
⽣
時
の
対
応
に
関
す
る
基
本
⽅
針

・⼊
居
者
等
に
対
す
る
当
該
指
針
の
閲
覧
に
関
す
る
基
本
⽅
針

・そ
の
他
⾝
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
推
進
の
た
め
に
必
要
な
基
本
⽅
針

【研
修
】

・指
針
に
基
づ
い
た
研
修
プ
ログ
ラム
を作
成
し、
定
期
的
な
教
育
（
年
２
回
以
上
）
を
開
催
す
る
とと
も
に
、新
規
採
⽤
時
に
は
必
ず
⾝
体
的
拘
束
等
の

適
正
化
の
研
修
を実
施
す
る
こと
。

・研
修
の
実
施
内
容
に
つ
い
て
も
記
録
す
る
こと
。
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
主
な
指
導
事
項

項
⽬

⼤
阪
府
条
例
に
定
め
られ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
内
容
と必
要
な
対
応

居
宅
サ
ー
ビス
別

特
定
施
設
⼊
居
者
⽣
活
介

護
・介
護
予
防
特
定
施
設
⼊

居
者
⽣
活
介
護

【介
護
報
酬
の
算
定
及
び
取

扱
い
】

【⾝
体
拘
束
廃
⽌
未
実
施
減
算
】

上
記
の

5及
び
６
を満
た
さな
い
場
合
は
、⾝
体
拘
束
廃
⽌
未
実
施
減
算
とし
て
、所
定
単
位
数
の

10
0

分
の

10
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら減
算
す
る
。

（
⽼
企
第

40
号
　第
２
の
４

(4
)）

⾝
体
拘
束
廃
⽌
未
実
施
減
算
に
つ
い
て
は
、施
設
に
お
い
て
⾝
体
拘
束
等
が
⾏
わ
れ
て
い
た
場
合
で
は
な

く、
⾝
体
拘
束
等
を
⾏
う場
合
の
記
録
を
⾏
って
い
な
い
場
合
及
び
⾝
体
的
拘
束
の
適
正
化
の
た
め
の
措

置
を講
じて
い
な
い
場
合
に
、⼊
居
者
全
員
に
つ
い
て
所
定
単
位
数
か
ら減
算
す
る
こと
とな
る
。

具
体
的
に
は
、記
録
を
⾏
って
い
な
い
、⾝
体
的
拘
束
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を検
討
す
る
委
員
会
を３

⽉
に
１
回
以
上
開
催
して
い
な
い
、⾝
体
的
拘
束
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を整
備
して
い
な
い
⼜
は
⾝
体

的
拘
束
適
正
化
の
た
め
の
定
期
的
な
研
修
を実
施
して
い
な
い
事
実
が
⽣
じた
場
合
、速
や
か
に
改
善
計

画
を都
道
府
県
知
事
に
提
出
した
後
、事
実
が
⽣
じた
⽉
か
ら３
⽉
後
に
改
善
計
画
に
基
づ
く改
善
状
況

を都
道
府
県
知
事
に
報
告
す
る
こと
とし
、事
実
が
⽣
じた
⽉
の
翌
⽉
か
ら改
善
が
認
め
られ
た
⽉
まで
の
間

に
つ
い
て
、⼊
居
者
全
員
に
つ
い
て
所
定
単
位
数
か
ら減
算
す
る
こと
とす
る
。

（
指
導
内
容
）

○
以
下
の
減
算
事
由
に
該
当
して
い
る
が
、所
定
単
位
数
の

10
/1

00
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら減
算
せ
ず
に
請
求
して
い
た
。

　・
⾝
体
拘
束
等
を
⾏
う場
合
の
記
録
を
⾏
って
い
な
い
。

　・
⾝
体
的
拘
束
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を整
備
して
い
な
い
。

　・
⾝
体
的
拘
束
適
正
化
の
た
め
の
定
期
的
な
研
修
が
実
施
され
て
い
な
い
。

　・
⾝
体
的
拘
束
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を検
討
す
る
委
員
会
を３
⽉
に
１
回
以
上
開
催
して
い
な
い
。

（
必
要
な
対
応
）

利
⽤
者
⼜
は
他
の
利
⽤
者
等
の
⽣
命
⼜
は
⾝
体
を保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を得
な
い
場
合
で
⾝
体
拘
束
を
⾏
う場
合
は
、上
記
の
５
及
び
６
に
か
か
る

対
応
を
⾏
うこ
と。

参
考
︓
⼤
阪
府
の
認
知
症
・⾼
齢
者
虐
待
防
⽌
関
連
サ
イト

   
   

   
「認
知
症
施
策
・⾼
齢
者
虐
待
防
⽌
」

   
   

   
ht

tp
s:

//
w

w
w

.p
re

f.o
sa

ka
.lg

.jp
/k

ai
go

sh
ie

n/
ni

nn
sh

is
ho

u-
gy

ak
ut

ai
/in

de
x.

ht
m

l
　　
　　
　「
⾝
体
拘
束
ゼ
ロへ
の
⼿
引
き
」「
⼤
阪
府
⾝
体
拘
束
ゼ
ロ推
進
標
準
マ
ニュ
ア
ル
」

   
   

   
ht
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【夜
間
看
護
体
制
加
算
】

以
下
の
施
設
基
準
⼆
⼗
三
に
適
合
す
る
も
の
とし
て
届
け
出
た
指
定
特
定
施
設
は
、利
⽤
者
に
指
定
特
定

施
設
⼊
居
者
⽣
活
を
⾏
った
場
合
に
、夜
間
看
護
体
制
加
算
とし
て

1⽇
つ
き1

0単
位
を加
算
す
る
。

イ　
常
勤
の
看
護
師
を１
名
以
上
配
置
し、
看
護
に
係
る
責
任
者
を
定
め
て
い
る
こと
。

ロ　
看
護
職
員
に
よ
り、
⼜
は
病
院
若
しく
は
診
療
所
若
しく
は
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョン
との
連
携
に
よ
り、

利
⽤
者
に
対
して
、２
４
時
間
連
絡
で
きる
体
制
を確
保
し、
か
つ
、必
要
に
応
じて
健
康
上
の
管
理
等
を

⾏
う体
制
を確
保
して
い
る
こと
。

ハ
　重
度
化
した
場
合
に
お
け
る
対
応
に
係
る
指
針
を
定
め
、⼊
居
の
際
に
、利
⽤
者
⼜
は
その
家
族
等
に

対
して
、当
該
指
針
の
内
容
を説
明
し、
同
意
を得
て
い
る
こと
。

（
指
導
内
容
）

○
常
勤
の
看
護
師
が
配
置
され
て
い
な
い
。

○
看
護
に
係
る
責
任
者
が
定
め
られ
て
い
な
い
。

○
⼊
居
の
際
に
、利
⽤
者
⼜
は
その
家
族
等
に
対
し、
重
度
化
した
場
合
に
お
け
る
対
応
に
係
る
指
針
の
内
容
を説
明
し、
同
意
を得
て
い
な
い
。

（
必
要
な
対
応
）

夜
間
看
護
体
制
加
算
を算
定
す
る
場
合
は
左
の
要
件
を満
た
す
こと
。

【医
療
機
関
連
携
加
算
】

看
護
職
員
が
、利
⽤
者
ご
とに
健
康
の
状
況
を継
続
的
に
記
録
して
い
る
場
合
に
お
い
て
、当
該
利
⽤
者
の

同
意
を得
て
、協
⼒
医
療
機
関
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビス
基
準
第
１
９
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
協
⼒
医

療
機
関
を
い
う。
）
⼜
は
当
該
利
⽤
者
の
主
冶
の
医
師
に
対
して
、当
該
利
⽤
者
の
健
康
の
状
況
に
つ
い

て
⽉
に
１
回
以
上
情
報
を
提
供
した
場
合
は
、医
療
機
関
連
携
加
算
とし
て
、１
⽉
に
つ
き8

0単
位
を
所

定
単
位
数
に
加
算
す
る
。

（
指
導
内
容
）

〇
医
療
機
関
に
対
して
情
報
提
供
を
⾏
うこ
とに
つ
い
て
、利
⽤
者
か
ら同
意
を得
た
こと
が
確
認
され
な
い
。

○
医
療
機
関
に
対
して
情
報
提
供
を
⾏
った
場
合
は
、協
⼒
医
療
機
関
の
医
師
等
か
ら、
署
名
あ
る
い
は
それ
に
代
わ
る
⽅
法
に
よ
り受
領
の
確
認
を得
る
こ

とと
され
て
い
る
が
、受
領
の
確
認
が
⾏
わ
れ
て
い
な
い
。

○
あ
らか
じめ
、指
定
特
定
施
設
⼊
居
者
⽣
活
介
護
事
業
者
と協
⼒
医
療
機
関
等
で
、情
報
提
供
の
期
間
及
び
利
⽤
者
の
健
康
の
状
況
の
著
しい
変
化

の
有
無
等
の
提
供
す
る
情
報
の
内
容
に
つ
い
て
定
め
て
お
く必
要
が
あ
る
とこ
ろ
、そ
れ
らの
内
容
が
確
認
され
な
い
。

（
必
要
な
対
応
）

左
記
の
内
容
及
び
「⽼
企
第

36
号
の
医
療
機
関
連
携
加
算
」等
の
要
件
を満
た
す
こと
。

【⼝
腔
衛
⽣
管
理
体
制
加
算
】

以
下
の
イ及
び
ロに
適
合
す
る
指
定
特
定
施
設
は
、⻭
科
医
師
⼜
は
⻭
科
医
師
の
指
⽰
を
受
け
た
⻭
科

衛
⽣
⼠
が
、介
護
職
員
に
対
す
る
⼝
腔
ケ
アに
係
る
技
術
的
助
⾔
及
び
指
導
を⽉

1回
以
上
⾏
って
い
る

場
合
に
、⼝
腔
衛
⽣
管
理
体
制
加
算
とし
て
、1
⽉
に
つ
き3

0単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。

イ　
事
業
所
に
お
い
て
⻭
科
医
師
⼜
は
⻭
科
医
師
の
指
⽰
を
受
け
た
⻭
科
衛
⽣
⼠
の
技
術
的
助
⾔
及
び

指
導
に
基
づ
き、
利
⽤
者
の
⼝
腔
ケ
ア・
マネ
ジ
メン
トに
係
る
計
画
が
作
成
され
て
い
る
こと
。

ロ　
⼈
員
基
準
⽋
如
に
該
当
して
い
な
い
こと
。

（
指
導
内
容
）

○
介
護
職
員
に
対
す
る
⼝
腔
ケ
アに
係
る
技
術
的
助
⾔
及
び
指
導
⼜
は
⼊
居
者
の
⼝
腔
ケ
ア・
マネ
ジ
メン
トに
係
る
計
画
に
関
す
る
技
術
的
助
⾔
及
び
指

導
を
⾏
うに
あ
た
り、
⻭
科
訪
問
診
療
⼜
は
訪
問
⻭
科
衛
⽣
指
導
の
実
施
時
間
外
の
時
間
帯
に
⾏
った
こと
が
確
認
で
きな
い
。

（
必
要
な
対
応
）

左
記
の
内
容
及
び
「⽼
企
第

40
号
の
⼝
腔
衛
⽣
管
理
体
制
加
算
」等
の
要
件
を満
た
す
こと
。

特
定
施
設
⼊
居
者
⽣
活
介

護
・介
護
予
防
特
定
施
設
⼊

居
者
⽣
活
介
護

【介
護
報
酬
の
算
定
及
び
取

扱
い
】
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
主
な
指
導
事
項

項
⽬

⼤
阪
府
条
例
に
定
め
られ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
内
容
と必
要
な
対
応

居
宅
サ
ー
ビス
別

福
祉
⽤
具
貸
与
・介
護
予
防

福
祉
⽤
具
貸
与

福
祉
⽤
具
販
売
・介
護
予
防

福
祉
⽤
具
販
売

【⼈
員
に
関
す
る
基
準
】

指
定
福
祉
⽤
具
貸
与
の
事
業
を
⾏
う者
（
以
下
「指
定
福
祉
⽤
具
貸
与
事
業
者
」と
い
う。
）
が
当
該
事

業
を
⾏
う事
業
所
（
以
下
「指
定
福
祉
⽤
具
貸
与
事
業
所
」と
い
う。
）
ご
とに
置
くべ
き福
祉
⽤
具
専
⾨

相
談
員
（
介
護
保
険
法
施
⾏
令
第
四
条
第
⼀
項

 に
規
定
す
る
福
祉
⽤
具
専
⾨
相
談
員
を
い
う。
以
下

同
じ。
）
の
員
数
は
、常
勤
換
算
⽅
法
で
、２
以
上
とす
る
。

2 
　指
定
福
祉
⽤
具
貸
与
事
業
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
の
指
定
を併
せ
て
受
け
る
場
合
で
あ
っ

て
、当
該
指
定
に
係
る
事
業
と指
定
福
祉
⽤
具
貸
与
の
事
業
とが
同
⼀
の
事
業
所
に
お
い
て
⼀
体
的
に
運

営
され
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
の
区
分
に
応
じ、
それ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く⼈
員
に
関
す
る
基
準
を満
た
す
こと
をも
って
、前
項
に
規
定
す
る
基
準
を満
た
して
い

る
も
の
とみ
な
す
こと
が
で
きる
。

⼀
 　
指
定
介
護
予
防
福
祉
⽤
具
貸
与
事
業
者
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビス
等
基
準
条
例
第
⼆
百
四

⼗
条
第
⼀
項

 に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
福
祉
⽤
具
貸
与
事
業
者
を
い
う。
以
下
同
じ。
）
　指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビス
等
基
準
条
例
第
⼆
百
四
⼗
条
第
⼀
項

⼆
 　
指
定
特
定
介
護
予
防
福
祉
⽤
具
販
売
事
業
者
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビス
等
基
準
条
例
第
⼆

百
五
⼗
七
条
第
⼀
項

 に
規
定
す
る
指
定
特
定
介
護
予
防
福
祉
⽤
具
販
売
事
業
者
を
い
う。
以
下
同

じ。
）
　指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビス
等
基
準
第
条
例
第
⼆
百
五
⼗
七
条
第
⼀
項

三
 　
指
定
特
定
福
祉
⽤
具
販
売
事
業
者
　第
⼆
百
六
⼗
⼋
条
第
⼀
項

（
管
理
者
）

・指
定
福
祉
⽤
具
貸
与
事
業
者
は
、指
定
福
祉
⽤
具
貸
与
事
業
所
ご
とに
専
らそ
の
職
務
に
従
事
す
る
常

勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
らな
い
。た
だ
し、
指
定
福
祉
⽤
具
貸
与
事
業
所
の
管
理
上
⽀
障
が
な

い
場
合
は
、当
該
指
定
福
祉
⽤
具
貸
与
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し、
⼜
は
同
⼀
敷
地
内
に
あ
る
他

の
事
業
所
、施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こと
が
で
きる
も
の
とす
る
。

（
指
導
内
容
）

○
福
祉
⽤
具
専
⾨
相
談
員
が
常
勤
換
算
⽅
法
で

2以
上
配
置
され
て
い
な
い
。

（
必
要
な
対
応
）

・福
祉
⽤
具
専
⾨
相
談
員
を常
勤
換
算
⽅
法
で
２
以
上
配
置
す
る
こと
。

その
他
参
考
︓
福
祉
⽤
具
専
⾨
相
談
員
の
経
過
措
置
の
終
了
に
つ
い
て

平
成

27
年
度
の
介
護
保
険
制
度
改
正
に
伴
い
、平
成

27
年

4⽉
1⽇
よ
り、
　福
祉
⽤
具
専
⾨
相
談
員
は
、介
護
職
員
養
成
研
修
修
了
者
（
介
護
職

員
基
礎
研
修
課
程
・1
級
課
程
・2
級
課
程
の
修
了
者
、介
護
職
員
初
任
者
研
修
課
程
の
修
了
者
）
を要
件
か
ら除
き、
福
祉
⽤
具
に
関
す
る
知
識
を有

して
い
る国
家
資
格
保
有
者
及
び
福
祉
⽤
具
専
⾨
相
談
員
指
定
講
習
修
了
者
に
限
定
され
る
に
あ
た
り、
平
成

27
年

3⽉
31
⽇
時
点
で
、介
護
職
員
養

成
研
修
修
了
者
（
介
護
職
員
基
礎
研
修
課
程
・1
級
課
程
・2
級
課
程
修
了
者
、介
護
職
員
初
任
者
研
修
修
了
者
）
が
福
祉
⽤
具
専
⾨
相
談
員
とし

て
助
⾔
を
⾏
って
選
定
され
た
福
祉
⽤
具
の
貸
与
⼜
は
販
売
に
つ
い
て
は
、期
間
限
定
で
引
き続
き有
効
で
あ
る
との
経
過
措
置
が
取
られ
て
い
た
が
、平
成

28
年

3⽉
31
⽇
をも
って
終
了
して
い
る
。
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
主
な
指
導
事
項

項
⽬

⼤
阪
府
条
例
に
定
め
られ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
内
容
と必
要
な
対
応

居
宅
サ
ー
ビス
別

【福
祉
⽤
具
貸
与
計
画
の
交
付
に
つ
い
て
】

福
祉
⽤
具
専
⾨
相
談
員
は
、福
祉
⽤
具
貸
与
計
画
を作
成
した
際
に
は
、当
該
福
祉
⽤
具
貸
与
計
画
を

利
⽤
者
及
び
当
該
利
⽤
者
に
係
る
介
護
⽀
援
専
⾨
員
に
交
付
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。

（
指
導
内
容
及
び
必
要
な
対
応
）

○
介
護
⽀
援
専
⾨
員
に
福
祉
⽤
具
貸
与
計
画
を交
付
して
い
な
い
た
め
交
付
す
る
こと
。

福
祉
⽤
具
貸
与
・介
護
予
防

福
祉
⽤
具
貸
与

福
祉
⽤
具
販
売
・介
護
予
防

福
祉
⽤
具
販
売

【運
営
に
関
す
る
基
準
】

【指
定
福
祉
⽤
具
貸
与
の
具
体
的
取
扱
⽅
針
】

福
祉
⽤
具
専
⾨
相
談
員
の
⾏
う福
祉
⽤
具
貸
与
の
⽅
針
は
、次
に
掲
げ
る
とこ
ろ
に
よ
る
も
の
とす
る
。

⼀
　指
定
福
祉
⽤
具
貸
与
の
提
供
に
当
た
って
は
、福
祉
⽤
具
貸
与
計
画
に
基
づ
き、
福
祉
⽤
具
が
適
切

に
選
定
され
、か
つ
、使
⽤
され
る
よ
う、
専
⾨
的
知
識
に
基
づ
き相
談
に
応
じる
とと
も
に
、⽬
録
等
の
⽂
書

を⽰
して
福
祉
⽤
具
の
機
能
、使
⽤
⽅
法
、利
⽤
料
、全
国
平
均
貸
与
価
格
等
に
関
す
る
情
報
を
提
供

し、
個
別
の
福
祉
⽤
具
の
貸
与
に
係
る
同
意
を得
る
も
の
とす
る
。

⼆
〜
五
　省
略

六
　指
定
福
祉
⽤
具
貸
与
の
提
供
に
当
た
って
は
、同
⼀
種
⽬
に
お
け
る
機
能
⼜
は
価
格
帯
の
異
な
る
複

数
の
福
祉
⽤
具
に
関
す
る
情
報
を
利
⽤
者
に
提
供
す
る
も
の
とす
る
。

（
指
導
内
容
と必
要
な
対
応
）

○
全
国
平
均
貸
与
価
格
に
関
す
る
情
報
が
提
供
され
て
い
な
い
た
め
提
供
す
る
こと
。

○
同
⼀
種
⽬
に
お
け
る
機
能
⼜
は
価
格
帯
の
異
な
る
複
数
の
福
祉
⽤
具
に
関
す
る
情
報
が
提
供
され
て
い
な
い
た
め
提
供
す
る
こと
。

○
特
に
福
祉
⽤
具
貸
与
計
画
の
更
新
時
に
上
記
の
情
報
が
提
供
され
て
い
な
い
た
め
留
意
す
る
こと
。

全
国
平
均
貸
与
価
格
に
関
す
る
情
報
の
提
供
は
平
成

30
年

10
⽉

1⽇
か
ら適
⽤
。

参
考
︓
貸
与
価
格
の
上
限
の
公
表
に
つ
い
て

１
　基
準
の
性
格

　基
準
に
お
い
て
は
、福
祉
⽤
具
の
貸
与
価
格
が
、当
該
福
祉
⽤
具
の
全
国
平
均
貸
与
価
格
に
当
該
福
祉
⽤
具
の
全
て
の
貸
与
価
格
の
標
準
偏
差
を加

え
る
こと
で
算
出
され
る
額
（
以
下
「貸
与
価
格
の
上
限
」と
い
う。
）
を
超
え
な
い
こと
とし
て
い
る
。こ
れ
を超
え
て
福
祉
⽤
具
貸
与
を
⾏
った
場
合
、福
祉
⽤

具
貸
与
費
は
算
定
しな
い
。

２
　運
⽤
に
当
た
って
の
留
意
事
項

(1
)　
商
品
ご
との
全
国
平
均
貸
与
価
格
の
公
表
及
び
貸
与
価
格
の
上
限
設
定
（
以
下
、「
上
限
設
定
等
」と
い
う。
）
に
つ
い
て
は
、平
成

30
年

10
⽉
か

ら適
⽤
す
る
。な
お
、新
商
品
に
つ
い
て
は
、3
⽉
に

1度
の
頻
度
で
上
限
設
定
等
を
⾏
う。

(2
)　
上
限
設
定
等
に
つ
い
て
は
、3
年
に

1度
の
頻
度
で
⾒
直
しを
⾏
う。
た
だ
し、
⾒
直
しを
⾏
うと
き、
上
限
設
定
等
か
ら経
過
した
期
間
が

1年
未
満
の

新
商
品
に
つ
い
て
は
⾒
直
しを
⾏
わ
ず
、次
に
⾒
直
しを
⾏
う年
度
に
⾒
直
す
こと
とす
る
。

(3
)　
上
限
設
定
等
を
⾏
うに
当
た
って
は
、⽉
平
均

10
0件
以
上
の
貸
与
件
数
とな
った
こと
が
あ
る商
品
に
つ
い
て
適
⽤
す
る
。

(4
)　

(1
)か
ら(

3)
に
つ
い
て
は
、施
⾏
後
の
実
態
も
踏
まえ
つ
つ
、実
施
して
い
くこ
とと
す
る
。

（
参
照
︓
福
祉
⽤
具
貸
与
及
び
介
護
予
防
福
祉
⽤
具
貸
与
の
基
準
に
つ
い
て
［
平
成

30
年

3⽉
22
⽇
　⽼
⾼
発

03
22
第

1号
］
）

※
全
国
平
均
貸
与
価
格
及
び
上
限
価
格
が
適
⽤
され
る
商
品
及
び
その
価
格
の
掲
載
先
に
つ
い
て

　掲
載
先
（
厚
⽣
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
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